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編集にあたって 
 

この論文集は、大阪大学山内直人ゼミナールに所属する経済学部および法学部国際公共政策学科の 2

回生、3 回生及び 4 回生、総勢 27 名のメンバーが 2009 年度のゼミナール活動の一環として作成した 6

編の論文を収録したものです。 

掲載されている論文はすべて、日頃テレビや新聞などで目にする社会問題の中で、学生自らが興味を

持ったものを扱っています。興味のある社会問題に対してその現状を調査し、問題意識を持ち、計量経

済学という視点から分析、考察を行い、問題の解決に向けた政策を提言しています。 

各論文とも未熟な点が多く残ってはおりますが、学生という若く自由な立場から行った政策提言が、

実際に政策を行う国や地方自治体などに影響を与え、よりよい社会の創造に少しでも寄与できるもので

あればと期待しています。 

 また、論文はそれぞれ、ISFJ 日本政策学生会議、WEST（関西における論文研究発表会）に提出され、

発表されました。 

 

～ISFJ提出論文～ 

「公共事業支出は政治的要因に左右されるか」 

「高速道路無料化は正当化されるか」 

「公立小中学校の耐震化はなぜ進まないのか」 

「出生行動の実証分析」 

「地域間学力格差の決定要因」 

 

～WEST提出論文～ 

「出生行動の実証分析」 

「大卒女性が長時間働けるための条件」 

「地域間学力格差の決定要因」 

 

最後になりましたが、論文作成にあたってご指導いただいた山内直人教授をはじめ、資料提供、指導

など様々な面で本当に多くの方々にご協力をいただきました。巻末にお名前を掲載させていただいてお

ります。ご協力をいただいた皆様には、この場をお借りして感謝の意を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 

ありがとうございました。 

 

2010 年 2 月 

論文編集担当代表 

田崎 千尋 
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公共事業支出は政治的要因に 

左右されるか1 

～国庫支出金の政治経済分析を通じて～ 

 
相場 悟・中嶋 聖子 

中村 洋貴・吉谷 郁恵 

 

要旨 

 

公共事業と政治との関係が問題視されて久しい。公共事業とは、行政機関が行う社会資本の整備を指し、公共サービス

提供の他、事業による経済波及効果や、経済力に格差がある地域間の所得再分配を目的として行われる。我が国の財政は

厳しい状況が続いており、健全な財政運営のために公共投資の見直しが盛んに叫ばれ、投資総額は削減の傾向にある。 

 このような公共事業の見直しを論じる際に避けて通れないのは、政治との関係である。かつては我田引鉄等と揶揄され

たほどに、公共事業の誘致を訴えることで政治家は有権者の支持を得ることができた。 

さらに、中選挙区制下においては議員が個人的に票を固める必要があるために、支持基盤に対して利益誘導政治を行う

ことがかねてから指摘されてきた。1994 年の選挙制度の改正により、中選挙区制から小選挙区制へと移行したが、比例

代表制との並立により議員の復活当選が可能となった。このことにより、現行の選挙制度は中選挙区制の特徴を残す小選

挙区制であるとの指摘もあり、政治家が利益誘導政治を行うインセンティブが未だ存在しているといえる。 

 以上の議論を踏まえ、本稿では公共事業費を抑制するためにはどのような方策が有効か、また、政治家が恣意的に公共

事業に関する補助金を配分しているのではないかという問題意識に立って分析を行った。具体的には、与党と各都道府県

への補助金配分の関係をみるため、被説明変数として各都道府県の普通建設事業費に占める国庫補助金の割合を用いた。

説明変数には、公共事業費の政策的側面として各都道府県内有効求人倍率と経常収支比率、政治要因として衆院 5 回以

上・参院 3回以上当選議員割合と与党議員割合および与党支持ダミー、選挙に関する変数として有効投票率と比例復活議

員割合、政策的変数として民間資本割合を用いた。 

分析の結果、比例復活当選議員割合と民間資本割合が補助金の配分に影響を与えていることがわかった。以上のことか

ら、補助金配分の恣意的な配分を是正し、公共事業に関する予算を減らすために、①利益誘導政治を招来しうる比例復活

制の廃止、②民間資本を活用する PFI の促進、という 2つの政策提言を行った。 

しかしながら、公共投資と与党との関係を必ずしも明確に確認できたとはいえず、一部の変数についても安定した結果

が得られなかった。今後分析手法やプロセスを十分精査し、より精緻なモデルを構築することが必要であると考える。 

                                                   
1 本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、天野洋文様（株式会社 ケー・シー・エス）、風間規男教授（同志社

大学）、壁谷順之様（同志社大学大学院）、林宏昭教授（関西大学）、本西泰三教授（関西大学）、柳橋正廣様（産業政策計画研究所株式

会社）、など多くの方々から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤

り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 
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Ⅰ はじめに 

 
2009 年 8 月、マニフェストに「公共事業の大幅削減」

を掲げた民主党が第 45 回衆議院選挙に勝利し、政権交代

を果たした。新政権はさっそく全国の公共事業見直しに取

りかかり、ダム建設や高速四車線化等の予算を相次いで凍

結した。特に、首都圏の治水を目的とした八ッ場ダムでは、

ダム本体の工事を残したまま建設中止が内定し、政権発足

早々に大きな話題となった。 

批判を多く受ける公共事業ではあるが、政策追求手段と

しての意義も存在する。第一に社会資本形成としての機能、

第二に所得再分配機能、第三に景気対策機能等が期待され

ている。一方で、無駄な公共事業や官製談合等により、公

共事業の必要性や有効性に対して疑義が生じていること

も確かである。その理由として、政治家の公共事業に対す

る過剰な関与が指摘されている。かつては我田引鉄や道路

族・建設族等と揶揄されたほどに、鉄道建設や道路建設等

の公共事業を有権者に訴え、それを果たすことで当選する

ことが可能であり、公共事業は政治家の有効な政治資源だ

ったのである。そのため、政治家の私的利益の追求という

側面が強調され、公共事業自体に対する批判が高まったと

いえる。 

そのためか、近年においては、公共事業費は抑制傾向に

あり、また福祉政策への要求の高まり等により、政治家の

政治資源としても低下している。しかしながら、未だ公共

事業費は国の一般会計において社会保障費に次ぐ割合を

占めている。果たして、多額の資金が積まれる政策分野で

ある公共事業は、現代において政治家の恣意的な関与抜き

に行われているのであろうか。 

以上の問題意識に立ち、本稿では現在における政治家と

公共事業の関係を計量的に分析する。そして、公共事業が

より透明で効果的に行われるための政策を立案する。なお、

本稿の構成は以下の通りである。 

まず、第Ⅱ章では公共事業に関する歴史的・制度的変遷

や近年の政策動向について整理、記述する。その上で、本

稿の問題意識を提示する。 

第Ⅲ章では、本稿の先行研究とした論文 2 本を中心に、

過去に行われた実証研究を紹介する。そして、分析に用い

た理論的枠組を示す。 

第Ⅳ章では、本稿の分析に用いたモデル・手法について

詳しく記述し、分析結果の考察を行う。 

第Ⅴ章では、分析をもとに、現状における問題点を改善

しうる政策を提言する。 

最後に、第Ⅵ章では本稿の考察を補足した上で、本稿の

課題と今後の展望を述べる。 

 

Ⅱ 現状・問題意識 

 

１ 公共事業の概説 

 

（１）「公共事業」の定義と目的 

公共事業とは国や地方自治体等といった行政機関が行

う、経済活動・国民生活に不可欠な財であるが、公共財の

性質をもつため市場によっては必ずしも十分な供給が期

待できないもの、つまり社会資本（公共インフラ）を整備

する事業である。具体的には、高速道路や一般道路整備、

港湾整備、空港整備、鉄道整備、治山・治水事業、農地整

備事業、土地区画整理事業、上水道・下水道整備、通信網

整備、各種公共施設整備、鉄道整備等といった事業が挙げ

られる。 

また、公共事業には大きく分けて 3つの目的があるとさ

れている。1 つ目は社会資本整備そのものである。特に、

高度経済成長期における東名・名阪高速道路や東海道新幹

線の建設は、第二次世界大戦で疲弊した日本経済復興の原

動力となった。 

2つ目は地域間の所得再分配である。これは、公共投資

の配分を通じて、過疎地等経済環境の悪い地域を経済環境

の良い地域が支えるという、社会保障と同じような役割で

ある。我が国では、経済が安定成長に入った 1970 年代よ

りいわゆる地方部を中心に公共事業が行われるようにな

り、「国土の均衡ある発展」という国土政策の裏づけとな

った。 

3つ目は経済波及効果、つまり景気対策である。これは、

政府が財やサービスの生産者として投資を増やせば、結果

的に国民所得が増加する、という考え方（公共投資による

乗数効果）にもとづいている。公共事業支出を増加するこ

とによる直接的な効果には、雇用対策や素材産業への需要

増加が挙げられる。また、間接的な効果として、インフラ



 3 

整備によって企業活動が行いやすくなり、経済活動の発展

に寄与するといった効果も挙げられる。これらの経済波及

効果を通して、景気後退から失業増という悪循環を防ぐと

いう狙いもある2。 

これら 3つの目的は古典的なものだが、近年本当にこれ

らの目的で公共事業が為されるべきなのか議論されるこ

とが多くなっている。特に 3点目に挙げた景気対策に関し

て、乗数効果が戦後復興期や高度成長期に比べて薄れてき

たとの指摘がなされている。また、2点目に挙げた地域間

の所得再配分に関しても、地方交付税交付金等で不均衡は

是正されているのではないかとの指摘もある。しかし、本

稿では財政学の理論や過去の研究にならい、政府はこれら

3 点の目的をもって公共事業政策を決定していると考え

る。 

 

（２）地方財政の歳入からみた公共事業 

 次に、地方自治体（以下「自治体」）が行う公共事業に

おいて、地方財政の歳入面から公共事業費負担の関係につ

いてみることにする。 

 政府から自治体に渡る補助金等は大きく分けて 2つ、国

から資金の使途を指定して地方に支出する国庫支出金と、

使途を限定しない地方交付税交付金とがある。このうち、

国から使途が限定される国庫支出金は地方財政法上、国庫

負担金、国庫委託金、国庫補助金の 3つに分類される。さ

らに、この中でも国庫支出金のうち 12.4％を占める国庫

補助金は、①つまり国が政策上の見地から特定の施策を推

進・奨励するために交付する奨励的補助金、②地方団体の

特定の経費の負担軽減を図るために交付する財政援助的

補助金からなっている。この国庫補助金をめぐっては、従

来から政府が細部にわたって干渉・指示するため、自治体

に自主性・主体性が欠けてしまうといった問題点や、補助

基準制度が複雑で客観的でないといった問題点が挙がっ

ている。 

 地方自治体の歳入のうち 12.1％を占める国庫支出金の

内訳をみると、普通建設事業費支出金が 3兆 3,407億円で

最も大きな割合（国庫支出金総額の 28.1％）を占め、以

下、義務教育費負担金が 2兆 638億円（同 17.4％）、生活

保護費負担金が 1 兆 9,740 億円（同 16.6％）となってお

                                                   
2 1930年代の世界恐慌による不況の際、アメリカで行われた「ニ

ューディール政策」が有名である。 

り、これらの支出金等で国庫支出金総額の 62.1％を占め

ている3。 

 なお、本稿では、補助金とは国から地方公共団体への使

途を特定した財源の移転である国庫支出金の総称として

扱う。 

 

（３）地方財政の歳出からみた公共事業 

 次に、自治体が行う公共事業における、公共事業費の負

担の関係について地方財政の歳出面からみる4。 

 地方財政の歳出において 17.8％を占める5投資的経費は、

道路、橋梁、公園、学校、公営住宅等、社会資本の整備に

充てる経費を指し、普通建設事業費、災害復旧事業費、失

業対策事業費で構成される。この投資的経費の 96.5％を

占める普通建設事業費は、地方単独事業・補助事業・国直

轄事業からなる。 

 地方単独事業は、地方公共団体が国からの補助等を受け

ずに独自の経費で実施する事業で、普通建設事業費の約半

分の 50.5％を占める。 

 また、補助事業は国から負担金または補助金を受けて実

施する事業で、普通建設事業費の約 4 割の 40.7％を占め

る。 

 そして、国直轄事業は道路、河川、港湾等の建設事業や、

これらの施設の災害復旧事業を政府自らが行う事業で、自

治体は法令により経費の一部を負担している。国直轄事業

は、普通建設事業費の 8.8％を占める。 

このように、自治体の公共事業は、歳入からみても歳出

からみても、政府との密接な関係にあることがうかがえる。 

 

（４）歴史的背景 

 東京大学公共政策大学院の事例研究（2006）によると、

公共投資の歴史的変遷は以下のように表される。 

「太平洋戦争終戦直後の日本の社会資本ストックは壊

滅的な状態であった。そのため、産業や生活基盤を支える

資本ストックの整備が急務であり、東名高速道路や東海道

新幹線の開通等の大規模な社会資本整備がなされた。同時

に、住宅、下水道、公園等の整備も進み、当時の公共事業

は国民の生活水準向上や産業復興に多大な貢献をもたら

                                                   
3 『平成 19年度地方財政白書』より 

4 数値は 2006年度決算のものである。 

5 『平成 20年度地方財政計画』による。 
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した。 

 都市部（関東・関西・東海）と地方部（都市部以外）に

おける社会資本ストックの地域別シェアをみると、高度経

済成長期は、都市部：地方部が 55：45 とやや都市部の比

率が高かった。1970 年代以降、経済が安定成長期に入る

と地方部のシェアが徐々に拡大した。その背景として、地

域間における所得再配分という面から地方部に重点がお

かれたことや、不況時の景気対策として公共事業が活用さ

れたこと、さらには都市部の公害問題が深刻化したため生

産拠点の地方移転が求められたことが挙げられる。1970 

年代以降は効率性の高い事業が高度経済成長期になされ

たため、地域住民の生活道路整備のような比較的効率性の

低い事業が多かった。特に 90 年代のバブル崩壊以降は、

所得再分配と経済安定化という財政政策が重視されたた

め、効率性ではなく投資額の維持・拡大が政府の主な関心

事であったと考えられる。しかし、極度の不況から抜け出

すことができず、1990 年代後半に公共事業政策に批判が

集まったものの、地域別シェアは 50：50にまでなり、2000

年代前半にはついに地方部のシェアが都市部を逆転した。

1990 年代の公共投資は財政赤字を増大させ、今後の公共

事業の縮減を余儀なくされている。」（一部改変） 

 つまり、公共事業は地方財政政策として長らく重要視さ

れていたが、我が国の財政を上向かせたとはいいがたい。 

 

２ 財政状況と公共事業費 

 

さらに、公共事業費の対 GDP比に着目して、我が国の財

政状況の厳しさを説明する。 

「1970 年代は、高度経済成長の終焉に伴う裁量的な財

政政策の発動を契機として、GDPの伸びを上回るペースで

公共事業が行われ、1970年の 5.9兆円（対 GDP比 7.9％）

から、1980 年度には 27.9兆円（同 11.3％）まで拡大した。

1980 年代に入ると、財政状況の悪化のために公共事業の

増加は緩やかになり、1982 年度には初めて前年度比でマ

イナスを記録した。しかし、1986 年度以降は再び増加に

転じ、1993 年にはピークの 51.1 兆円（同 10.6％）に達

している。バブル経済が崩壊した 1991 年度から 1990年代

後半まで、公共投資が高い水準を維持したのは、対米貿易

収支の黒字を緩和すべく、公共事業による内需拡大を公約

した日米構造協議とこれを受けた「公共投資基本計画」（い

ずれも 1990 年）による影響がある。しかし、深刻さを極

める財政状況を受けて、1995年度以降は減少基調となり、

2003年度には投資実績額でみると 1988年度とほぼ同じ水

準（31.6 兆円）になり、対 GDP比でみると 1970年度以降

最も低い 6.3％に低下している。」（近藤（2008）『社会資

本整備における政治経済学的側面』より一部改変して引

用） 

 現在においても、我が国の財政は歳入を公債に依存する

厳しい状況が続いている。2008 年度一般会計予算におけ

る歳出を構成比でみた場合、国債費6は 24.3％を占め、こ

れは社会保障費に次ぐ 2番目の規模である。また、同年度

の GDPに対する長期政府債務残高7は GDPを上回る 116.7％

であった。そして 2009年度一般会計における歳出のうち、

公共事業費は社会保障費に次ぐ 13％を占め、依然として

主要な歳出費目となっている。さらに、財務省によると、

特別会計では公共事業費 4.2 兆円分が見直し可能と試算

されている。これは、費用対効果で明らかにつり合わない

等、実施の是非が問われる事業が存在する可能性が高いこ

とを示している。 

このような厳しい状況にある我が国が健全な財政運営

を維持するためには、いわゆる「公共投資のムダ」を極力

省く政策が重要になると考えられる。 

 

３ 近年の改革 

 

 前節で述べたように、公共事業のあり方が財政面からみ

て問題となっている中、第 1次小泉内閣期の構造改革にお

いていくつかの見直しが行われた。まずは 2003年、道路・

港湾等主要 7事業にそれぞれ設定された「5ヵ年計画」が

「社会資本整備重点計画」に一本化された。5ヵ年計画の

対象となっていた社会資本は、整備にかかる費用や時間が

長期にわたることが多いため、財源を計画的に確保する必

要があった。この計画全体については、①担当省庁による

全体計画の策定、②審議会における審議、③担当大臣の決

定という手順で事業の総量と総投資額を定めていた。しか

し、5ヵ年年計画に位置づけられた事業に 5年間の予算が

確保されるわけではなく、毎年度の予算審議によって決定

されていた。この決定方法は、長期計画の臨機応変な見直

                                                   
6 償還費用（国の借金の元金と利息の返済額）として 

7 公債残高＋借入金 
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しのために有効であるとされているが、ほとんど計画は緊

急措置法の制定によって継続されていたため、実際は省庁

の裁量が大きく、既得権益形成の温床になったと考えられ

る。 

 社会資本整備に関する縦割り行政の解決に加えて、5ヵ

年計画を根拠に拠出されていた特定財源を見直す意図が

あった。そして、2009 年度から道路特定財源が一般化さ

れる等、現在財政面での改革が進行中である。 

 さらに、事業を行う際の効率性を高めるべく、コストの

縮減、入札制度改革の着手も閣議決定された。それによる

と、2003 年度から 5 年間で、15％の総合コスト縮減率を

目標とするコスト構造改革に取り組み、2006 年度までに

11.5％の縮減率を達成した。2008 年度以降についても、

「公共事業コスト構造改善プログラム」を継続決定し、5

年間で 15％のコスト削減を目標にしている。また、一般

競争方式の拡大等を通じて、公正な競争による安価なサー

ビス供給を促進する必要性も明示されている。 

 

４ 公共事業と政治の関わり 

 

 社会資本整備という本来の公共事業の目的に加えて、日

本の厳しい財政状況や景気状況をふまえると、慎重かつ綿

密な事業選定がより一層必要である。しかし、人為的な非

効率や政治家と業者との癒着がニュースや新聞で報じら

れる等、公共事業は現在においても政策課題の多い分野と

なっている。このような資本の浪費という問題を抱えたま

までは、公共事業に対する国民の信頼が失墜するだけでな

く、事業の効果にも疑問が投げかけられることになる。で

は、どこから「ムダ」が生じているのだろうか。 

 採算予測の甘さや政策の失敗等様々な原因が考えられ

るが、公共事業に対する政治的な影響力は見逃すことがで

きない。以下、近藤（2008）『社会資本整備における政治

経済学的側面』より引用する。 

「社会資本整備を含む財政支出に関して、政治的な影響

力が働いている可能性があることは政治学の分野を中心

に以前から指摘されてきた。例えば、猪口・岩井（1987）

や堀（1996）らは、「族議員」と呼ばれる自民党議員が予

算編成過程で影響力を行使し、自分の選挙区や支持基盤に

利益誘導するための道具として公共事業を利用してきた

と指摘している。また、中野（1986）によると、地方の利

益団体が自治体や与党の地方組織に対してロビー活動を

行い、地方政府の予算に影響を与えてきた可能性がある。

また、経済学の立場からは 1990 年代以降、社会資本の生

産性に関する実証研究が数多く行われてきたが、これらの

研究の多くが地域間・事業目的間の配分について効率的で

はなかったことを明らかにしている。この事実は、井堀

（2001）が指摘するように公共投資の配分が生産性や便益

といった観点からではなく、政治的に歪められた可能性を

示す証拠の一つであると考えられる。その他、日経ビジネ

ス（2002）のように、マスコミやジャーナリズムの立場か

ら、個別の大型公共事業の非効率性に関して論じたものも

少なくない。」（一部改変） 

このように、様々な観点から政治的問題が公共事業に何

らかの影を落としているとされているが、いずれにせよ冷

静な議論が求められる。 

 政治と公共事業の関係を考える際にまず挙げられる仮

説は、政治家の選挙対策目的に公共事業が使われているの

ではないかということである。一般的に与党は、選挙時期

が予め決まっている参議院選挙において選挙時期に合わ

せて景気刺激策を打ち、良い経済状況を作り出してから選

挙に臨むとされている（政策操作仮説）。それに対して、

解散があり選挙時期が必ずしも決まっていない衆議院選

挙では、好況期に選挙を行おうとする傾向がある（日和見

仮説）。これら 2 つの仮説は疑問視されることも多いが、

比較的近年までの景気状況と選挙日程（表 1）や先の政権

交代選挙を考えれば、見当違いとはいいがたい。また、所

属政党が与党か野党かに限らず、地盤固めのために恒常的

な利益誘導をしているのではないかという指摘もなされ

ている。 

 また、政治家の行動を規定する上で選挙制度は重要な意

味を持つ。選挙制度には拘束名簿方式比例代表制や小選挙

区制のように政党間の競争を促進するものと、非拘束名簿

方式や中選挙区制のように個人間の競争を促進するもの

とがある。後者の場合、政党内においても激しい同士討ち

を行うため、私的財の供給等の利益追求政治に陥りやすい

ことが指摘されている（山田・飯田、2009）。 

 以上挙げたような問題は、直接確認することは極めて難

しく、それゆえ地に足の着いた議論が困難である。「近年

は国民の趣向も変わり、公共投資による集票行動は過去の

問題である」という主張もされている。しかし、省庁によ
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る官制談合や大物議員の政治献金問題は依然報道されて

いて、政治的な問題が完全に解消したと考えるのは早計と

いえる。 

 

５ 問題意識 

 

 以上みてきたように、更なる透明で成果重視の社会資本

整備を果たすべく、社会資本関連の法改正や自治体への財

源移譲が行われている。その結果、公共投資総額は近年減

少の一途をたどっているが、改善の対象となりうる政治的

関与の実態は詳細に把握されていない。また、当然のこと

ではあるが、単なる費用の削減だけでは、地理的条件や気

象条件が悪く経済力のない地方・産業が乏しく現在公共投

資に依存している地方が衰退するおそれがあり、根本的な

解決にならない。 

 よって本稿では、公共事業に関する補助金が恣意的に配

分されていないかどうか、そして厳しい財政状況の中、公

共事業費を減らすにはどのような方策が有効か、という問

題意識を持ち、実証分析を行う。そして、分析結果を踏ま

え、恣意的な関与をできる限り排除するシステム構築のた

めの提言を行う。 

 

Ⅲ 先行研究 

 

１ 先行研究・理論的枠組 

 

 公共事業と政治的との関係を検証した論文は、長峯

（1998）によると①生産関数や乗数効果を推計する「マク

ロアプローチ」、②費用対便益を計測する「ミクロアプロ

ーチ」、③「地域間配分」に注目した「再配分アプローチ」、

そして④政治学にもとづいた「公共選択アプローチ」の 4

つに大別される。本稿の研究は④に属し、政府から自治体

への支出と政治プロセスの分析を行う。このような政治経

済研究はかねてから行われてきたが、半ばブラックボック

ス化している政治分野を統計的に取り扱うため、データの

制約が大きい。さらに、計量分析における説明変数の多重

共線性や内生性の問題が常に指摘される8。そのため、分

析モデルがアドホック9にならざるを得ない側面があるが、

政治変数を工夫することによりモデルの説得力向上が試

みられてきた。主な研究では、吉野・吉田（1988）、Yoshino・

Sakakibara（2002）、玉田（2005）が一票の重み、菊地（1989）、

石上（1991）、堀（1996）、玉田（2005）が与党（もしくは

自民党）議員議席数・議席シェア10を用いている。また、

山下（2001）は地方政治に関する変数を用いている。それ

らの研究のうち、本稿では以下 2本を先行研究として参照

した。 

 政府の補助金と政治の関係を検証した論文に「補助金の

地域配分における政治・官僚要因の検証」（鷲見、2000）

がある。鷲見は、分析対象の補助金を①国庫支出金総額、

②普通建設事業費、③特別交付税に分類し、都道府県デー

タを用いて OLS（最小二乗法）分析を行った。説明変数と

しては、面積シェア・有効求人倍率（もしくは財政力指

数）・議員平均当選回数・与党議員シェア・与党地方議席

率・与党得票率を用いている。1991～1996 年度をそれぞ

れ分析した結果、①自民党単独政権期には官僚が補助金配

分に影響を及ぼしていたこと、②特別交付税は他に比べて

政治的影響を受けやすいことを指摘している。 

 「国による公共投資の地域間配分～パネル分析による政

治要因の検証～」（平、2004）では、公共事業費の配分に

おける政治的要因の影響度を測っている。平は 1991～

2000 年度のパネルデータを用いて、①国直轄事業費と②

地方補助事業費についてそれぞれ分析を行った。説明変数

としては、有効求人倍率・1人あたり県民所得・経常収支

比率・人口増加率・住宅地地価・一票の重み・建設業従事

者比率を用いている。その結果、地方補助事業は直轄事業

より政治的影響を受けやすいことを示唆している。 

これらの研究では、以下の理論的枠組が採用されている。 

 

                                                   
8 計量分析において、以下の問題が存在すると、推計結果の信頼

性が低下するといわれている。本稿も問題を解消しているとはい

いがたいが、できる限り慎重にモデル立てを行った。 

多重共線性…互いに独立として採用した説明変数どうしに相

関があること 

内生性…説明変数が誤差項と相関があること。本来ならば含ま

れる説明変数が分析モデルから除外されている場合、 

内生性の問題が指摘される。 

9 アドホック（ad hoc）…「特定の目的のための」。本稿のよう

な場合、選択した変数が理論に沿わないという指摘に反論するた

め、変数選択の根拠を後付けして理論との整合性・正当性を主張

することを指す。 

10 シェア…ある地域が全地域に占める割合 
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iiiiii PolFinanceG    

 

G ：公共事業の国庫支出 

Finance：社会・経済要因、 Pol ：政治要因 

 ：定数項、 i ：都道府県（1～47） 

 

 「社会・経済要因」には、有効求人倍率や経常収支比率

等、地域の景気状況や財政力を表す変数が入る。この要因

は、所得再分配や景気刺激といった公共事業の財政政策的

側面を考慮している。 

 「政治要因」には、公共事業における利害関係者の影響

力を表す変数が入る。具体的には、与党得票率や建設業従

事者割合等が用いられることが多い。これは、公共事業の

利害関係者イコール国会議員・官僚・業界（建設業である

ことが多い）という定義が一般的であるためである。しか

し、データの制約から官僚や業界の行動を反映することは

難しく、国政・地方選挙の結果がよく採用される。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

 本稿では分析モデルの設定にあたって、先行研究のモデ

ルに加えて以下の 3点を考慮した。 

 1点目は、政治変数の充実と細分化である。先行研究で

は国会議員の影響力として衆議院議員のみに注目する傾

向があるが、当然ながら参議院も議決権を有しているため、

本稿では衆参それぞれに変数を設定した。また、政府から

自治体への事業費支出においては、知事や業界も利害関係

者となるため、それらを反映しうる変数を導入した。 

 2 点目に、選挙制度を政治変数として取り上げた。「代

議士は選挙に落ちればただの人」という言葉が示すように

政治家にとって選挙での当選は政治家であるための前提

条件である。Kunicova・Rose-Ackerman（2005）は選挙区

制と政党投票制では、前者の方が議員個人として票や支持

基盤を固める活動の裁量を大きく与え、さらに、選挙区定

数が増えるほどに増加傾向にあることを指摘している。以

上より、本稿では当選を目指す議員の行動を規定する選挙

制度と公共事業費の関係を分析する。 

 3点目は、近年、公共事業費を抑制する政策の一環とし

て民間資本の活用が提唱されている。よって本稿では民間

資本が公共事業費を抑制しうるかを考慮する。 

 

Ⅳ 実証分析 

 

１ 分析モデル 

 

 本稿では先行研究および理論的枠組にならい、2002～

2006 年度の都道府県パネルデータを用いて実証分析を行

った。分析のモデルは以下の通りである。 

 

 

 

 ：普通建設事業費の国庫支出割合 

 

 

＜社会・経済的要因＞ 

21 ~  ：景気・財政の状況を表す変数 

 

＜政治要因＞ 

83 ~  ：利害関係者の影響力を表す変数 

109 ~  ：選挙に関する変数 

11 ：民間部門の影響力を表す変数 

 

 ：定数項、 ：誤差項、 i ：都道府県（1～47） 

 

 サンプル数は 235である。以下、各変数について詳しく

述べる。なお、各変数データの記述統計量については、表

2を参照されたい。 

 

（１）被説明変数 

 被説明変数（ ）には、各都道府県の普通建設事業費

の国庫支出割合を用いる。普通建設事業とは、自治体で経

常的に行われている公共事業を指す。公共事業に関する国

庫支出は、効果が薄い事業を誘導したり、選挙対策に利用

されたりしている、等と指摘されてきた。果たしてその指

摘が妥当なのか検証するため、近年縮減政策がとられてい

る国庫支出金の割合に注目した。当然ながら、国庫支出の

割合を左右しうる要因は政治以外にも存在する。例えば、

i
ijj ij

ii   


11

1
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産業に恵まれず相対的に財政力が乏しい都道府県では、国

庫支出の割合が高くなると考えられるが、これに関しては

社会・経済的要因で考慮した。 

 

（２）説明変数 

 被説明変数「普通建設事業費の国庫支出割合」を説明す

る要因として、以下の変数を用いる。 

 

＜社会・経済的要因＞ 

①景気の状況を表す変数 

・有効求人倍率（
1 ） 

公共事業が経済対策の一環として用いられることを考

慮して、各都道府県の有効求人倍率を用いる。この値が低

いほど景気状況が悪いため、政府は有効求人倍率の低い地

域に集中的に公共事業を行うと考えられる。よって、有効

求人倍率が高いほど公共事業の国庫支出率は下がると予

想される。 

②財政の状況を表す変数 

・経常収支比率（
2 ） 

 公共事業の再配分政策としての側面として、経常収支比

率を用いる。経常収支比率は財政運営の柔軟性を表す指標

であり、値が高いほど財政が硬直化しているとされる。経

常収支比率が高いほど必要な公共事業の経費が重荷とな

るため、国庫支出率は上がると予想される。 

 

＜政治要因＞ 

①利害関係者の影響力を表す変数 

・衆院 5 回以上（ 3 ）、参院 3 回以上（
4 ）当選議員

割合 

国会議員の当選回数と国庫支出の関係を検証するため、

都道府県選挙区11において衆議院（以下「衆院」）に 5 回

以上・参議院（以下「参院」）に 3 回以上当選した議員が

占める割合を用いる。自民党の部会長等、所属政党の重要

なポストを占める一つの目安は衆院選 5回以上当選、参院

選 3 回以上当選であるといえる（猪口・岩井、1987）。し

たがって、衆院選 5回以上、参院選 3回以上当選している

議員が各都道府県出身の全議員に占める割合が高ければ、

その都道府県に対して、より多くの補助金を配分すること

が可能と考えられる。 

                                                   
11 比例区選出は除外した。 

一方で、当選回数を増すことは必ずしも補助金配分を増

大させるとは限らないとの指摘もある（伊藤、2007）。当

選を繰り返すことにより支持基盤が固まり、利益誘導政策

に依らずとも再選を果たすことが可能になる。 

前者の議論に立てば各都道府県の当選回数 5 回以上議

員の割合が高いほど国庫支出率が高まり、後者の議論にた

てば、有力議員は補助金配分に影響を及ぼしていないとい

える。 

 

・衆院（ 5 ）、参院（ 6 ）与党議員割合 

国庫支出における与党の影響力を考慮して、都道府県選

挙区に占める与党議員の割合を用いる。公共事業予算決定

後の都道府県への配分の際、再選・政権維持を狙う与党議

員が補助金をより多く誘導する可能性がある。よって、与

党議員の割合が高いほど、国庫支出率が高まると予想する。 

 

・与党12支援知事ダミー（ 7 ） 

 各都道府県の首長である都道府県知事と国庫支出の関

係を検証するため、知事が立候補の際、与党の公認・推薦

を受けたら 1、受けなければ 0とするダミー変数を導入す

る。与党は当選を支援した首長に対して政治活動や次期再

選を支援することが多いため、公共事業補助を手厚くする

可能性がある。よって、与党に支援された知事の都道府県

では、国庫支出率が高まると考えられる。 

 

・談合疑惑度（ 8 ） 

 業界と国庫支出の関係を検証するため、全国市民オンブ

ズマン連絡会議「公共事業落札率・談合疑惑度調査」に掲

載されている「談合疑惑度」を用いる。談合疑惑度とは、

「予定価格 1億円以上の入札が行われた事業数」に占める

「落札率 90％以上の事業数」の割合を算出した値である。

談合と落札率の関係は一概にはいえないものの、過去の官

製談合の事例が落札率 90％以上の事業に集中しているた

め、業界と政界の癒着を表す政治変数として採用した。談

合疑惑度が高まるほど非効率な価格を国庫でまかなうこ

とになるため、国庫支出率が高まると考えられる。 

 

 

 

                                                   
12 分析期間の与党は自民党・公明党である。 
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②選挙に関する変数 

・有効投票率（ 9 ） 

 国政選挙の投票率と国庫支出の関係を検証するため、衆

議院選挙の有効投票率を用いる。衆議院選挙の有効投票率

は住民の政治に対する関心を端的に表し、投票率が低けれ

ば利益団体の組織票の影響力が強くなるといわれる。よっ

て、投票率が高まれば国庫支出率が下がる可能性がある。 

 

・比例復活議員割合（ 10 ） 

 比例区復活当選制度と国庫支出の関係を検証するため、

衆議院議員における比例区復活当選13を果たした議員が

占める割合を用いる。小選挙区に立候補する有力議員は、

万が一小選挙区で落選した場合に備え、比例代表選挙に重

複立候補することがある。比例名簿の順位決定には、小選

挙区の惜敗率が影響するため、選挙区における支持を確保

する目的で補助金をより多く誘導する可能性がある。よっ

て、比例復活議員割合が高いほど、国庫支出率も高まると

予想する。 

 

③政策に関する変数 

・民間資本割合（
11 ） 

 民間部門の影響力を測るため、内閣府『県民経済計算』

における総固定資本形成額に占める民間固定資本額割合

を用いた。近年は公共事業における民間資本の活用が促進

され、政府の負担を軽減する社会資本整備のあり方が注目

されている。よって、民間の資本形成力が高まるほど公共

事業の国庫支出率は低下すると考えられる。 

 

 以上の変数を用いて、パネル分析を行った。パネル分析

では、「個別効果」という主体それぞれの差異（この場合、

各都道府県の公共事業に対する選好等）も考慮することが

できる。この個別効果が説明変数と相関するとして扱うモ

デルが Fixed-effect モデルであり、個別効果を説明変数

と相関しない（確率変数）として扱うモデルが

Random-effect モ デ ル で あ る 。 Random-effect と 

Fixed-effect どちらのモデルを採択するかは Hausman 検

定14の結果によって決定する。 

                                                   
13 参議院議員選挙には比例区復活当選という制度自体がないた

め、分析に加えることができなかった。 

14 「推計式の誤差項と説明変数とは無相関である」という帰無

仮説を立て、それをカイ二乗検定するもの 

２ 推計結果 

 

詳細な推計結果は表 3に示した。本節での以下の考察に

合わせて参照されたい。なお、 Hausman 検定の結果

Random-effectモデルが採択された。自由度修正済決定係

数は 0.321488 である。 

各変数についての分析結果をみると、統計的に正に有意

となった変数は経常収支比率・談合疑惑度・比例復活議員

割合で、統計的に負に有意となった変数は有効求人倍率・

参院 3 回以上当選議員割合・民間資本割合である。一方、

衆院 5回以上当選議員割合・衆参与党議員割合・与党支援

知事ダミー・有効投票率に関しては、統計的に有意な結果

を得ることができなかった。次に、分析結果の解釈を要因

ごとに行う。 

 

（１）社会・経済要因 

社会・経済要因として採用した有効求人倍率は統計的に

負に有意、経常収支比率は正に有意と、先行研究とほぼ同

様の結果が得られた。これにより、分析モデルにおいて政

府の財政政策や自治体の経済的事情が原因の国庫支出の

増加を考慮することができたといえる。 

（２）政治要因 

①利害関係者の影響力を表す変数 

 国会議員に関する変数では、参院 3回以上当選議員割合

が統計的に負に有意、残りの変数は有意でないという、予

想とは異なる結果となった。この結果より、政権与党・有

力議員が補助金配分に影響を及ぼしていないことが示さ

れた。 

 業界に関する変数として導入した談合疑惑度は統計的

に正に有意となり、談合事業や節約の余地がある事業の経

費が本来より多い国庫負担でまかなわれている可能性が

示唆された。 

 一方、知事に関する変数として導入した与党支援知事ダ

ミーは統計的に有意とならなかった。これは、無所属で出

馬する知事が多く、選挙において政党の推薦が予めためで

あると考えられる。 

 

②選挙に関する変数 

 有効投票率は統計的に有意とならなかったが、比例復活

議員割合は正に有意という結果を得た。これは、投票率の
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増減は国庫支出の増減とは無関係であるが、比例区復活制

度が国庫支出を増加させる一因となっていることを示し

ている。政治学では衆議院の比例区復活制度は、特定の支

持基盤を固めれば当選可能であったかつての中選挙区制

の特徴を継承しているといわれている。そのため、公共事

業の国庫支出金をより多く獲得することが利益団体の支

持取り付けのための手段となる可能性がある。 

 

③政策に関する変数 

 政策に関する変数として採用した民間資本割合は統計

的に負に有意となった。この結果より、民間部門の資本形

成力が強ければ、公共事業支出の一部を代替し、国庫支出

割合を縮減させる効果が示された。同時に、公共事業に民

間資本を活用することは、政府のコスト負担を軽減させ、

効率的な社会資本整備・管理を行うことができるといえる。 

 

 以上をふまえると、公共事業の国庫支出は、選挙制度の

見直し、官製談合の防止、そして民間資本の活用を行うこ

とで縮減可能であるといえる。次章では、分析結果をふま

えた上で、具体的な政策を提言する。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

１ 復活当選制度の廃止 

 

分析の結果より、各都道府県出身議員において小選挙区

で落選したものの比例代表制にて復活当選を果たした議

員が占める割合が高まるほど補助金の配分を高めること

がわかった。このことにより、議員行動の裁量の程度が補

助金の配分率に影響を与えうると考えられる。以上の点を

踏まえ、我々は政治家の恣意的な関与を減少されるために、

現行の復活当選制を廃止すべきであることを提言する。 

 

（１）選挙制度と政治家の行動 

 議員は再選・昇進・理想とする政策の遂行の 3つをもと

に合理的に行動する（建林、2004）。また、一選挙区内で

の定数が多くなれば多くなるほど、議員が個人的に票を固

め 資 金 を 集 め る 自 由 度 が 高 ま る （ Kunicova ・

Rose-Ackerman）。かつて、日本で派閥政治が主流であった

理由は中選挙区制により、票と資金を党首等の党幹部が一

元的に管理できなかったことにより、派閥の領袖という個

人の権限が大きく作用していたことにある（北岡、2008）

さらに中選挙区制下では、選挙区内でのある特定の支持基

盤を固めれば再選することができた。このことが族議員と

いうある特定の政策分野に特化した議員を誕生させる要

因となり、官民の既得権益を固定化させる要因ともなった

（猪口・岩井、1987）。一方で、1994年に成立した政治改

革関連法案により、政治資金および選挙制度が大きく変わ

った。具体的には政治資金は党の一元管理化におかれ、ま

た衆院選の選挙制度が中選挙区制から小選挙区比例代表

並立制へと変わったのである。このことはより党首の力を

強め、議員個人の行動を減少させたのである（竹中、2006）。

また、小選挙区制下では、選挙区内の有権者のほぼ半数近

い支持を集めることが要求されるため、中選挙区制下のよ

うに特定の政策分野にのみ特化することが必ずしも再選

へと結び付かなくなったのである（真渕、2009）。このこ

とにより、族議員と官庁との癒着が解消され、より有権者

が求めんとしている政策が柔軟に追求されることが期待

できるのである。 

 

（２）日本の選挙制度 

我が国においては 1994 年の選挙制度改正まで、中選挙

区制が採用されていた。このことにより、政党内での同士

討ちが過熱し、より利益供与型の政策が遂行されていたこ

とが指摘されている（建林、2004）。そして、1996年の衆

院選から小選挙区比例代表並立制が導入されている。政党

間競争をより促進させる小選挙区制であるならば、利益供

与型の政策は減少しうると考えられる。しかしながら、選

挙制度が変更されて 10 年以上が経つにも関わらず、行政

の無駄、特に公共事業への批判は後を絶たない。その要因

として、比例での復活当選を認めていることが影響してい

ると考えられる。 

比例代表制のように政党間競争を促す選挙制度におい

ては、候補者個人の競争を促す選挙区制に比べて、議員が

個人的に支持基盤を固め、資金を集めるインセンティブは

低下する。また、非拘束名簿方式は拘束名簿方式に比べ議

員行動の自由度が増す。さらに、Myerson（1993）は、選

挙区の定数が大きくなればなるほど、少数の利益供与を行
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う動機が高まることを示した。したがって、候補者間の競

争を促進する選挙制度下においては、議員が利益供与型の

政策を追及する動機が高まり、よって補助金の配分はより

恣意的になりうる。 

現在、我が国では衆議院選挙において、小選挙区比例代

表並立制を採用している。先の議論に従えば、選挙区定数

が最小の 1 である小選挙区制は議員行動の自由度が最も

低いと考えられる。しかしながら、比例代表制と並立する

ことにより、小選挙区制にて落選した議員が比例制によっ

て当選することが可能である。このことにより、一選挙区

から複数人立候補することが可能である。また、復活当選

は惜敗率という小選挙区にて一位当選した候補者との票

の差によって左右される。したがって、各候補者は小選挙

区制であったとしても、政策分野を他の候補者とすみ分け

ることにより、比例での復活当選を可能にしている。つま

り、現在の選挙制度は議員行動の自由度が高い中選挙区と

しての特徴が強く残る選挙制度であるといえる。このこと

により、利益供与政治を行う動機、つまり補助金配分に関

して議員が恣意的に関与する動機が未だ存在するといえ

る。 

このことは実際に行った分析とも整合的であるといえ

る。比例復活により当選した議員の数が有意に働いている

ことから、比例復活制度は必要以上の補助金の配分を招く

ことが考えられる。 

 

以上より、補助金の配分を低下させ、ひいては必要以上

の公共事業を抑制するためには、少なくとも現在採られて

いる比例復活制度を廃止し、各候補者の立候補は小選挙区

あるいは比例区のいずれかのみを認めるよう選挙制度を

改正すべきである。 

 

２ PFIの促進 

 

分析の結果より、民間資本割合が上がるほど普通建設事

業費の国庫支出割合が減少することがわかった。これは民

間資本の活用によって公共事業が効率的に行われるため

だと考えられる。現在公共事業は厳しい財政状況下で削

減・効率化を求められているため、民間と協力して公共事

業のあり方を改善していくべきであろう。その具体的な方

法として我々は PFIの促進を提言する。 

（１）PFIとその課題 

 PFI（Private Finance Initiative）とは、民間の資金、

経営能力および技術的能力を活用して社会資本整備を行

う手法である。その資金面での特徴として、従来型の公共

事業では国や地方公共団体の財政資金が用いられるのに

対し PFI事業では民間が主に資金調達を行う。これにより

事業コストの削減ができるだけでなく、リスク管理の最適

化や民間の事業機会を創出することができる。PFIは 1992

年にイギリスで始まり、実際に公共事業全体の 17％を削

減することに成功した。 

 日本では 1999 年に PFI 法（民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律）が制定され、その

後、内閣府に PFI推進室が創設され、PFI 促進ガイドライ

ン等が作成された。PFI 法制定から 10 年あまりとなる現

在、PFI事業は増加の途をたどっており、2008年度末の事

業数は 339にのぼり、事業費も約 3兆円にまで達している。 

 一方で、PFIを活用する上での問題点も指摘されている。

具体的には手続きが煩雑であることや、事業のモニタリン

グの枠組みが十分に構築されていないことなどが挙げら

れる。特に本稿ではリスクマネジメントの問題と、民間事

業者からの発案の問題を取り上げる。 

 

（２）リスクマネジメント 

 PFIの課題として、事業を行う上でのリスクマネジメン

トが困難であることが挙げられる。というのも、PFI事業

の特徴として、収益の追求とともに公共性をも追求しなけ

ればならない上に、事業関係者が複数にわたるため、責任

の所在が不明確になりがちである。適切なリスクマネジメ

ントは、自治体が PFI事業を採用する上でも、民間企業が

PFI事業に参加する上でも重要な指標である。特に、資金

調達手法がプロジェクトファイナンスで行われるため、事

業の債務不履行リスクが低いということを示す必要があ

る。従って、PFIを行ううえで、プロジェクトファイナン

ス手法を駆使した官民の適切なリスク分担を契約書に具

体的に明記することで、事業の安定性・継続性を確保する

必要がある。 

 実際に、PFI推進委員会の報告においてもリスクマネジ

メントのあり方が課題として取り上げられている15。リス

                                                   
15 PFI推進委員会概要報告版

http://www8.cao.go.jp/pfi/pdf/191115iinkaihoukoku4.pdf 
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ク PFI 推進室からリスク分担のあり方をガイドラインと

して発表されている。しかしながら、基本的な考え方にと

どまり具体的な定量化手法は示されていないのが実情で

ある。 

 一方で、実際にリスクマネジメントの問題の克服により

成功した事業も存在する。PFIが活発に行われているイギ

リスにおいては、リスク負担分担表を作成することにより、

責任の所在を明確にしている。また、滋賀県が行った近江

八幡市民病院の事業においては、予め事業の経過とともに

リスクの項目を細分化し、市と事業者との間でリスク負担

を明確にする手法がとられた（表 4）。また「八尾市立病

院維持管理・運営事業」は施設の維持管理および医療関連

サービス等の運営業務を行う事業である。ここではサービ

スの向上やコスト削減に加え、需要変動リスクを官民で分

担する枠組みが取り入れられた。具体的には、サービスの

対価が固定額を事業期間にわたり支払う「固定払い」と実

需要数等を勘案して支払われる額が変動する「需要変動払

い」により構成され、市と民間事業者の間で需要変動リス

クを分担する仕組みである。 

 さらに、リスク分担表の作成により事業の責任を明確に

することは、事業の信頼性を高め、民間金融機関から資金

調達を行える可能性がある。資金調達が容易になることで

さらに PFIの可能性が広がるであろう。 

 以上より、PFIを促進するため、自治体や事業者間で負

うべきリスク項目化し、責任主体を明確にすることが必要

であると考えられる。そのためには、PFI促進を担う内閣

府としては、より一般化したリスク分担表を作成すること

が期待される。 

 

（３）民間事業からの発案 

 民間事業者による発案は PFI法第 3条に定める「民間の

創意工夫」を具現化する手段の一つである。しかしながら、

PFI 事業の発案には調査・立法段階で多大な費用がかかる

ため、民間事業としては発案しにくい実情がある。特に、

日本における課題としては、民間事業主体の発案に対して、

必ずしも資金が提供される環境が整っているとは限らな

い。 

 PFI 先進国であるイギリスやオーストラリアにおいて

は、PFIが魅力ある事業としての環境を整えるために、初

期の PFI 案件を成功させることに対して政府が積極的に

対策を打ち出している。具体的には、無利子融資や収入保

証、税制優遇措置、税控除措置などの資金調達支援・促進

制度が適用されていた。多くの PFI案件が実現し社会資本

整備への民間資金の活用が軌道に乗ってからは、徐々に政

府の介入を低下させていき、市場による資金調達へと移行

する方法が採られている。 

 このような段階的な資金調達面での支援策は、初期案件

での資金調達支援・促進制度は投資家や金融機関にとって

PFI事業が魅力であるとの認識を広め、全体としてより活

発な PFI活用が促進されると考える。 

 従って、政府は、PFI促進の長期的な展望に立って、無

利子融資など、積極的に PFI案件を成功させるための方策

をとるべきであろう。 

 

Ⅵ むすび 

 

１ 補論 

 

 かつて、選挙と公共事業との関係は、選挙対策や景気循

環との関係から議論されることが多かった。その点、本稿

では政治制度、特に選挙制度との関係において公共事業を

取り上げたことは意義があることであろう。今回の分析に

おいては、拘束名簿式比例代表制のように議員行動の自由

度を抑える制度が、補助金の恣意的関与を排除しうるかは

不明ではある。しかしながら、政党への投票を行う選挙制

度を採用する場合、投票は政権党への審判という側面が強

くなるであろう。したがって、政権を維持するためには政

党の正当性を高める必要があり、政策に対する各議員の恣

意的関与を出来るだけ排除する必要性が出てくるであろ

う。しかしながら、比例代表制は複数政党制および連立政

権となる傾向がある。このことにより、各政党の説明責任

を低下させることが指摘されている（ Kunicova・

Rose-Ackerman2005）。一方で、小選挙区制は個人への投票

であるが、政党の議員に対する支配と説明責任も上昇する

と考えられる。というのも、小選挙区制においてはデュヴ

ェルジェの法則 により二大政党制となる傾向がある。こ

のことは些細な政権運営の失敗等により投票態度が変化

する浮動票の重要性を高める。したがって、政権党は、政
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権の正当性を維持するために議員の行動に対して強い制

約を取りうると考えられる。 

 以上の議論を踏まえると、議員の恣意的関与を抑制し、

より公共性の高い政策を追及する上で、小選挙区比例代表

並立制から小選挙区制のみに移行すること、つまり二大政

党制へと移行することが有効な手段であろう。 

 

２ おわりに 

 

 公共事業のあり方は、新政権のもとで大きく変わってい

くと考えられる。個々の事業中止の是非はともかく、これ

までの慣例が議論の俎上にのぼり、必要であれば見直しを

行う絶好の機会が到来したといえる。 

 本稿では、公共事業は経済対策および再分配政策として

機能している一方、政治家の恣意的な私的利益の追求手段

として用いられることも発見できた。特に、現行の政治制

度では政治家が公共事業を恣意的に配分するインセンテ

ィブが存在している。また、民間主導で公共事業を行うこ

とで公共事業費を抑制する可能性が指摘できた。以上の点

を踏まえ、現行の選挙制度の改革、および民間資本活用の

政策を提言できたことは、折しも公共事業の改革が行われ

ている時期に、大変意義深いことである。 

 しかしながら、執筆を顧みた際、本稿には 2点ほど課題

が指摘されるであろう。1点目はやはり分析モデルの妥当

性である。参議院定数等は有意な結果が得られなかったこ

とから、中選挙区制が公共事業費を押し上げるという我々

の仮説が妥当なものというためにはより精緻なモデルの

創設が必要であるといえる。2 点目は、1 点目に関連する

問題であるが、説明変数の内生性の問題である。本稿では、

データの制約により本来ならば含まれるべき説明変数が

分析モデルから欠落している可能性を否定できず、絶対的

な理論を確立する必要がある。今後データが整備されたり、

分析手法が改良されたりすることにより、これらの課題が

解消されることを期待する。 

 ある時は我が国の近代化を支え、またある時は経済復興

の原動力となった公共事業は、今後も重要な役割を果たす

であろう。その役割がどのようなものであるかが常に検証

され、政策に反映されることを期待したい。そして、日本

全国で真に必要な生活インフラが整備されることを願い

つつ、本稿を締めくくる。 

 

参考文献・ＨＰ 

 

Jana Kunicova・Susan Rose-Ackerman（2005）“Electoral 

Rules and Constitutional Structures as Constraints on 

Corruption.” British Journal of Political Science, 35, 

pp. 573-606 

Myerson, Roger B.（1993）“Incentive to Cultivate 

Favored Minorities Under Alternative Electoral 

Systems.” American Political Science Review, 87（4）, 

pp. 856-869 

石岡佑太、村田聡（2006）「美しい国を創る公共投資とは

―産業別社会資本ストックの生産力効果と公共投資の政

治的要因の実証分析―」東京大学公共政策大学院事例研究 

伊藤光利（2007）「官邸主導型政策決定と自民党―コア・

エグゼクティヴの集権化―」『レヴァイアサン』第 38 号、

7～40ページ 

猪口孝、岩井奉信（1987）『族議員の研究：自民党政権を

牛耳る主役たち』日本経済新聞社 

北岡伸一（2008）『自民党―政権党の 38年』中央公論新社 

近藤春生（2008）「社会資本整備における政治経済学的側

面」財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュ

ー』第 89号、68～92ページ 

高澤美有紀（2006）「官製談合の主な事例と防止対策」国

立国会図書館 ISSUE BRIEF  NUMBER 543 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0543

.pdf.  

竹中治堅（2006）『首相支配―日本政治の変貌』中央公論

新社 

建林正彦（2006）『議員行動の政治経済学：自民党支配の

制度分析』有斐閣 

内閣府『民間資金等活用事業推進室（PFI推進室）』

http://www8.cao.go.jp/pfi/ 

増山幹高、山田真裕（2004）『計量政治分析入門』東京大

学出版会 

真渕勝（2009）『行政学』有斐閣 

山田真裕、飯田健（2009）『投票行動のフロンティア』お

うふう政治ライブラリー 



 14 

データ出典 

 

総務省『都道府県決算状況調』、『選挙関連資料』

http://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_1.html、 

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/index.h

tml 

内閣府『SNA（国民経済計算）』

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/toukei.html#kenmin

厚生労働省『一般職業紹介状況』

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html、 

全国市民オンブズマン連絡会議『公共事業落札率・談合疑

惑度調査』http://www.ombudsman.jp/rank/index.html 

日本インターネット新聞 JanJan『ザ・選挙 JANJAN 全国

政治家データベース』

http://www.senkyo.janjan.jp/index.html



 15 

図表

表 1 景気状況と選挙日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料出所：日本経済新聞） 

 

表 2 記述統計量 

変数名 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 歪度 尖度 合計 

普通建設事業費の国庫

支出割合 
0.275  0.261  0.695  0.128  0.081  2.526  13.202  64.573  

有効求人倍率 0.867  0.824  1.914  0.300  0.319  0.571  2.891  203.833  

経常収支比率 0.919  0.921  1.069  0.818  0.039  -0.008  3.800  215.920  

衆院 5 回以上当選議員

割合 
0.552  0.517  3.420  0.148  0.255  6.132  69.657  129.699  

参院 3 回以上当選議員

割合 
0.638  0.641  0.772  0.529  0.052  -0.172  2.268  150.044  

衆院与党議員割合 0.230  0.250  1.000  0.000  0.241  0.587  2.459  54.083  

参院与党議員割合 0.677  0.667  1.000  0.000  0.256  -0.222  2.042  127.244  

与党支援知事ダミー 0.153  0.000  1.000  0.000  0.361  1.926  4.709  36.000  

談合疑惑度 0.749  0.835  1.000  0.069  0.228  -1.253  3.680  175.931  

有効投票率 0.412  0.400  1.000  0.000  0.223  -0.092  2.544  96.797  

比例復活議員割合 0.599  0.500  1.000  0.000  0.377  -0.367  1.829  140.833  

民間資本割合 0.732  0.737  0.903  0.484  0.088  -0.296  2.617  172.041  
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表 3 推計結果 

変数名 係数 ｔ値  

有効求人倍率 -0.031  -1.660  * 

経常収支比率 0.170  2.519  ** 

衆院 5 回以上当選議員割合 -0.012  -0.761   

参院 3 回以上当選議員割合 -0.041  -3.778  *** 

衆院与党議員割合 0.002  0.202   

参院与党議員割合 -0.008  -1.281   

与党支援知事ダミー 0.010  1.623   

談合疑惑度 0.021  1.897  * 

有効投票率 -0.007  -0.130   

比例復活議員割合 0.020  2.123  ** 

民間資本割合 -0.372  -5.657  *** 

定数項 0.425  6.665  *** 

 

***1％有意 **5％有意 *10％有意 
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表 4 近江八幡市民病院のリスク分担表 

 

 

（資料出所：内閣府 HP）
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 高速道路無料化は正当化されるか1
 

～費用便益分析からみる料金制度の評価～ 

 

赤木 彩華・池浦 拓 

小川 恭平・金子 翠 

宮本 裕美子 

 

要旨 

 

日本の高速道路は利用者から高額な通行料金を徴収している。これは高速道路建設費の返済を目的とするためである。

この高い高速道路料金を反映して、地方部では利用者が少なく活用されていない路線が増えてきている。このような高速

道路の現状に対して、各党が様々な政策を掲げているが、社会的に望ましい高速道路料金への明確な解は出されていない。 

本稿では、金本（2006）「消費者余剰アプローチによる政策評価」を参考とし、消費者余剰アプローチによる費用便益

分析を用いて高速道路の有効活用という観点から高速道路料金の在り方について検証する。本稿では第1段階として現行

の料金設定での費用便益比を求めたのち、料金設定の変化によってどのように費用便益比が変化するのかを試算した。ま

た、高速道路無料化時の分析において近年の環境負荷や、利用者の増大に伴う混雑の発生、公共交通体系の崩壊への影響

も考慮した第2段階の分析も行った。なお、この分析は現状の高速道路料金無料化に対する問題を受け行った、我々独自

の分析である。 

分析の結果より、都市から離れた地域の高速道路では現行料金の費用便益比が低く有効に活用されておらず、無料化に

よって大幅に改善されること、また都市部や地方都市に近い地域の高速道路では現行料金でも有効に活用されているが無

料化により更に費用便益比が高くなるということが判明した。一方で首都高速道路・阪神高速道路においては現行料金で

十分に活用されており、休日料金割引による効果がほぼ見られなかった。加えて、阪神高速道路の無料化時の分析では、

速度が低下するに従い無料化の効果が表れなくなるという結果が得られた。また、2段階目の分析の結果、無料化によっ

て懸念される、環境負荷や混雑の発生は費用便益比を低下させるものではないという結果を得た。そして高速道路料金無

料化政策を平日に限定することによって、完全な無料化ほどの便益は見込めないまでも、高速道路の有効活用における大

幅な改善を期待できることが分かった。 

この結果から、首都高速道路・阪神高速道路を除いた高速道路料金無料化が有効な政策であると判明したが、財源確保

といった問題も残っているため、財源の問題に対して考慮し、その問題に対処する案として①揮発油税及び地方揮発油税

の増税、②平日のみ高速道路料金無料化を提言した。 

                                                   
1 本稿の作成にあたっては、山内直人教授(大阪大学)をはじめ、風間規男教授（同志社大学）、壁谷順之様（同志社大学大学院）、鈴木

奏到様（計量計画研究所）、中条潮教授（慶應義塾大学）、林宏昭教授（関西大学）、本西泰三教授（関西大学）から有益且つ熱心なコメ

ントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者た

ち個人に帰するものである。 
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Ⅰ はじめに 

 

 近年、高速道路の料金制度に関心が集まっている。

地方部における高速道路利用者の少なさや、諸外国

と比較して割高な料金設定であることなどから、高

速道路の料金は見直しが図られようとしているので

ある。 

日本の高速道路は、昭和 38 年に名神高速道路の一

部区間が開通したのを契機に、以後、建設を繰り返

し、現在の高速道路網を形成するにいたった。高速

道路の建設計画当初、その運用計画は、借入金を建

設費や維持管理費用に充て、期間内に徴収した通行

料金をその返済に充てるというものであった。その

ため、日本の高速道路料金は相対的に高いものに設

定されている。しかし、高度経済成長を終えると、

利用者の道路交通需要の停滞や高速道路の建設費の

高騰が生じ、それらが高速道路事業の運営を圧迫し

ている。また、一般道路の整備の発達や他の交通機

関との競争の激化などにより、高速道路の有効な活

用が行われなくなった。そこで、高速道路のさらな

る活用やその機能の強化を目指し、高額な高速道路

料金に対しては、2005 年道路関係四公団が民営化さ

れたことにより、弾力的な料金設定が行われること

を目指した。 

しかしながら、政策が実行された現在においても

依然として、日本の高速道路料金は高額であるとい

われており、昨今の原油価格の高騰や不況への対策

としても高速道路の通行料金の引き下げの動きがさ

らに高まっている。実際に、政策の場においても、

2009 年 3 月から地方部休日 1,000 円という料金設定

が自由民主党によりなされた。民主党も高速道路無

料化という案をマニフェストに盛り込み、高速道路

料金は本年度総選挙の争点となった。総選挙の結果、

2009 年 9 月に自由民主党から民主党へ政権交代がな

され、民主党の掲げる高速道路無料化政策の実現可

能性が高まった。このことから無料化政策の是非が

注目されており、国民の関心も高くなっている。 

そこで本稿では、高速道路のいずれの料金制度が、

社会全体にとって真に望ましいのかという問題意識

のもと、消費者余剰アプローチによる費用便益分析

を用い、現行料金・休日割引料金・無料の場合に対

してそれぞれの社会的費用と便益を測定する。そし

て得られた結果から、社会において望ましい高速道

路の料金設定がいかなるものであるか、また、その

料金設定のために今後必要となる施策を提言する。 

本稿の構成は以下の通りとなる。 

第Ⅱ章では、高速道路事業の現状と、高速道路料

金に関して概観した後、休日割引制度・無料化政策

についての詳細を記述する。そして、本稿における

問題意識を提示する。 

第Ⅲ章では、実際に高速道路事業において費用便

益分析を用いた先行研究を紹介し、本稿の意義を述

べた後、消費者余剰アプローチによる費用便益分析

に関する理論的枠組みを提示する。 

第Ⅳ章では、全国の高速道路のそれぞれの便益費

用比を、3つの料金制度に関して費用便益分析を行っ

た後、分析結果について考察を行う。 

第Ⅴ章では、考察をもとに、高速道路料金無料化、

無料化に伴う財源確保の問題を述べた後、問題を解

決に導くため無料化政策提言の下、①揮発油税及び

地方揮発油税の増税②平日のみの無料化といった 2

つの政策案を述べる。 

第Ⅵ章では、今後の課題と展望を述べ、本稿の結

びとする。 

 

Ⅱ 現状・問題意識 

 

１ 現状 

 

（１）高速道路事業の現状 

 高速道路事業は、かつて道路関係四公団（日本道

路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本

州四国連絡橋公団）がその役割を担っていた。しか

し、これら公団は官僚の天下りの受け皿として利用

され、その結果談合が横行し、国民の利益が大きく

損なわれているという実態が明らかになった。また

公団が建設する高速道路は、族議員の利権の源とも
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なっており、高速道路建設は国民の知らないところ

で官僚と族議員によって決められていた。こうした

政・官・業にまたがる癒着構造が社会的に問題視さ

れていた。そこで約 40 兆円に上る有利子負債の確実

な返済や、真に必要な道路を早期にできるだけ少な

い国民負担で建設すること、また民間のノウハウの

発揮により多様で弾力的な料金設定やサービスを提

供することなどを目的として、特殊法人等整理合理

化計画（2001 年 12 月閣議決定）において民営化方針

が示された。その後、道路関係四公団民営化関係法

（2004 年成立）に基づき、2005 年 10 月に道路関係四

公団が民営化された。民営化に伴って、道路関係四

公団は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機

構と 6 つの高速道路株式会社（東日本高速道路株式

会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式

会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式

会社、本州四国連絡高速道路株式会社）とに分割さ

れた。この民営化による日本高速道路保有・債務返

済機構の役割は、道路資産を保有することや高速道

路株式会社へ貸付を行うこと、また、高速道路株式

会社から貸付料の支払いを受けて、旧公団等から継

承した約 40 兆円の債務及び高速道路株式会社が高速

道路を新設、改築するに際しての新規債務の返済を

行うことである。一方、高速道路株式会社の主な役

割は、効率的な高速道路事業（高速道路の建設、管

理、料金徴収）を実施することとしている。民営化

されたことによって、高速道路株式会社が料金徴収

を行うことになったが、これにより、多様な高速道

路料金設定が可能となった。ただし、高速道路は国

民の共有の財産であるため、事業主体が民営化され

た株式会社になったとはいえ、有料道路事業におい

て、利潤の追求を主な目的とすることは適切ではな

く、その料金の設定に当たっては、日本高速道路保

有・債務返済機構と協定を締結し、国土交通大臣の

許可をもらったうえで決定され、利潤を含めないこ

とになっている。 

 

（２）現行の高速道路料金制度 

日本における有料道路制度は、財政上の制約のも

と、遅れていた道路整備の促進を目的として始まり、

道路特定財源制度とともに、国内の道路整備を推進

させる両輪として機能し、高規格幹線道路の着実な

整備や社会経済の発展に大きく貢献してきた。以下

では、現在とられている高速道路の料金制度につい

て概観する。 

 

①償還主義と公正妥当主義 

現在の高速道路株式会社が管理する高速道路（全

国路線網・地域路線網に属するもの）の通行料金の

額は、道路整備特別措置法第23条第1項第1号及び第4

号に基づき、高速道路株式会社と日本高速道路保

有・債務返済機構が締結する協定の対象となる高速

道路ごとに償還主義と公正妥当主義が適用されてい

る。ここでいう償還主義とは、高速道路の建設・管

理に要したすべての費用（用地費、工事費、補修費、

料金徴収費、金利など）を一定期間内に料金収入で

返済し、無料で開放することを前提とするものであ

る。将来の高速道路を無料で開放するために、現行

の料金は高額に設定されているのである。ここで、

一定期間内の料金収入での返済とは、45年以内での

返済のことをいう。これは、道路整備特別措置法第

23条第3項において、高速道路株式会社の管理の道路

の場合、「会社の成立の日から45年を超えてはなら

ない」とされている。また、公正妥当主義とは、「利

用者間の負担が公平で、かつ、他の公共料金、交通

機関の運賃、近隣の有料道路料金、物価水準等と比

較して著しく高くも低くもなく、社会的・経済的に

妥当として認められること12」とされている。道路関

係四公団の民営化が実施され、多様な高速道路料金

設定が可能となったものの、依然としてこの旧来の

償還主義を継承した料金となっている。将来の高速

道路を無料で開放するために、現行の料金は高額に

設定されているのである。実際に諸外国と比較して

みると、日本の高速道路料金はかなり割高なもので

あるといえる（図1）。 

なお、高速道路株式会社が管理する高速道路と指

定都市高速道路以外のその他の高速道路に対しては、

                                                   
 
2 社会資本整備審議会「道路関係四公団の民営化後の新し

い課題に対応した有料道路事業のあり方－中間答申」 
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償還主義と便益主義の原則が適用されている。便益

主義に関しては、道路整備特別措置法第23条第1項第

5号において、「これらの道路は、交通網を形成する

道路とは異なり、代替可能な一般道路の存在が前提

とされているため、この代替道路を通行した場合と

比べて得られる便益を算定し、利用者の受ける便益

が料金以上のものとなるように設定することで、利

用者に過分の負担を強いることを回避すること」と

されている。 

 

②全国料金プール制 

1956年から全国料金プール制という制度もとられ

ている。これは、全国の高速道路を一体とみなし、

路線ごとの供用開始時期によらず、収益をいったん1

つに集め、そこから各道路で必要な費用を捻出する

など、全路線の収支を一体的に管理し、債務の償還

時に全線を無料公開する方式である。路線別採算制

とした場合においては、事業実施時期、整備に要す

る費用、交通量の違いにより、料金の水準に大きな

格差が生じることになるため、1972年3月の道路審議

会答申において、①各路線が連結して全国ネットワ

ークを形成する高速道路の料金水準や徴収期間は、

一貫性、一体性が必要であること、②高速道路の建

設時期の相違に起因する用地費や工事費の単価の差

異により、路線ごとに料金水準に大きな格差が生じ

ることになるため、地域間の不公平感を解消する必

要があること、③借入金の償還を円滑に行う必要が

あること、の3つが示されたためこの全国料金プール

制が採択された。しかし、道路整備特別措置法によ

ると、償還が終わった高速道路は無料化することに

なっているが、全国料金プール制が採用されたため、

すべての路線で償還が終わらない限り、どの路線も

無料にはできないこととなった。この全国料金プー

ル制により、採算の良い路線で徴収された料金収入

が不採算路線の建設につぎ込まれたり、維持による

損失の補填に充てられたりするなど、本来ならば既

に償還が終わっている好採算路線が、いつになって

も無料化されないという問題が起こっている。実際、

日本道路公団の2002年の発表によると、東名高速道

路（第一東海自動車道）・中央自動車道・名神高速

道路（中央自動車道西宮線の一部）・東関東自動車

道水戸線・近畿自動車道名古屋大阪線の計5路線では

既に償還が終わっていると示された。 

しかしその一方で、山陽自動車道は未償還額が3

兆3847億円、北陸自動車道は同2兆5367億円、北海道

縦貫自動車道は同1兆4086億円などとなっており、自

力での償還はまず不可能であり、その上、赤字額は

今後も膨らむ可能性がある、とされている。また、

採算性の高い路線の利用者が支払う料金が不採算路

線への内部補助に充当される結果、受益と負担の関

係が曖昧化し、負担の公平性が損なわれることなど

が問題点として指摘されている。 

 

③全国料金一律制 

高速道路の料金制度に関しては、全国一律料金制

がとられており、高速道路1キロメートル当たりの料

金が全国で一律料金となっている。しかしながら、

時間節約などの便益が地域により異なるため、全国

一律の料金設定では地方部の利用者は割高感をもち、

その結果高速道路利用者が少ない現状となっている。

実際、道路の交通量の交通容量に対する比である混

雑度という観点から一般道路と比較すると、高速道

路のうち約65％もの区間において、並行する一般道

が混雑している状況にもかかわらず、高速道路には

比較的余裕があるなど、高速道路が十分に活用され

ていないことがわかる（図2）。具体的には、高速道

路に並行する一般道路において、平日の朝夕の時間

帯などで利用が集中し混雑する一方で、高速道路に

は交通容量に余裕がある区間が多いこと、また、同

じく高速道路に並行する一般道路において、総じて

大型車が昼夜を問わず一定交通量走行する路線が多

いことなどの状況が見られている。高速道路の状況

に関しては、休日や通勤割引時間帯に交通が集中し、

渋滞が発生する区間があるなどの状況が見られ、特

に大都市圏では、大都市中心部に交通が集中し、高

速道路を効率的に利用できないなど、深刻な渋滞の

解消等が課題となっている。こうした状況が、高速

道路または一般道路における走行速度の低下、地球

環境への負荷の上昇、沿道環境の悪化、交通事故等

の一因になっているものと考えられる。 

http://www.wdic.org/w/GEO/%E6%9D%B1%E5%90%8D%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%E8%B7%AF
http://www.wdic.org/w/GEO/%E6%9D%B1%E5%90%8D%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%E8%B7%AF
http://www.wdic.org/w/GEO/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93
http://www.wdic.org/w/GEO/%E5%90%8D%E7%A5%9E%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%E8%B7%AF
http://www.wdic.org/w/GEO/%E5%90%8D%E7%A5%9E%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%E8%B7%AF
http://www.wdic.org/w/GEO/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93
http://www.wdic.org/w/GEO/%E6%9D%B1%E9%96%A2%E6%9D%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93%E6%B0%B4%E6%88%B8%E7%B7%9A%20%28%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%29
http://www.wdic.org/w/GEO/%E6%9D%B1%E9%96%A2%E6%9D%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93%E6%B0%B4%E6%88%B8%E7%B7%9A%20%28%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%29
http://www.wdic.org/w/GEO/%E8%BF%91%E7%95%BF%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%B7%9A
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④利用者から見た料金制度 

内閣府大臣官房政府広報室の行った、現行の高速

道路の通行料金に関する世論調査によると、現行の

料金設定が「適切な料金水準である」と答えた人は

わずか7.9％であるのに対し、「高い料金水準なので，

管理・サービス水準を下げて，今より低い料金水準

とすべき」と答えた人の割合が27.8％、「高い料金

水準なので，通行料金の他に新たな財源措置を検討

して，今より低い水準とすべき」と答えた人が24.0％

となっている（図3）。これにより国民目線から見て、

現在の高速道路の料金水準は高く、低い水準を望ん

でいる人の割合が高いことが分かる。つまり高速道

路の通行料金は、新たな道路の建設や適正な維持管

理をまかなうために必要な水準に設定されてはいる

ものの、利用者にとっては望ましい料金設定とはな

っておらず、料金の引き下げを求める国民の声が多

数あることがいえる。この現在の日本の高速道路料

金の高さに対しては、物流コスト高を招いて、国際

競争力を低下させる要因や、消費者が海外からの安

価な製品を享受できるメリットを低減させる要因と

なっているとの指摘もある。さらに、地方部と都市

部において現在実施されている割引制度は、時間帯、

対象車両、利用区間等によって極めて多様で複雑で

あり、その点では、利用者本位の料金設定であると

は言いがたい。 

 

（３）各政党が打ち出している高速道路料金に対す

る政策 

 

①自由民主党の休日割引政策 

 自由民主党は、地域の活性化と物流の効率化を大

きな狙いとして、2009 年の 3 月から 2011 年 3 月まで

の約 2 年間（予定）という期間を限定し、地方部の

高速道路に対して休日 1,000 円の乗り放題を開始し

た。この休日割引政策では ETC 装着の普通車以下に

かぎり、地方部の料金に対して、休日の終日を上限

1,000 円とし 5 割引するものである。都市部に対して

は、首都高速道路において日曜祝日割引、阪神高速

道路において休日割引、また大都市近郊区間におい

て休日の時間帯割引や夜間割引が実施されている。

この値下げによって高速道路の利用者の負担は軽減

される。 

しかし、この休日割引制度はもともと混雑する休

日に割引を実施するために、ピークロード・プライ

シングの観点からは妥当ではないとの指摘がある。

ここでいうピークロード・プライシングとは、時間

帯ごとに料金を変えて最適な交通量を実現すること

である。また、年間 5000 億円に上ると見られる高速

道路株式会社の料金収入の減少分は、国から高速道

路保有・債務返済機構に対する道路財源の投入、す

なわち国民の税金によってまかなわれる。また、本

来返済すべき高速道路建設費の借入金の額は変わら

ないので、高速道路料金を割り引き続けることによ

って、借入金の償還が遅れてしまうということも考

えられる。さらにこの休日割引政策は、限られた利

用者、つまり休日の ETC 装着の普通車以下のみを対

象としたものであり、ETC 未装着車や大型貨物車、そ

してそもそも高速道路を利用しない人に対して負担

を転嫁するため、著しく公平感を欠く措置であると

も言われている。さらに、鉄道や船舶などの公共交

通機関に対する影響も大きい。実際、高速道路が

1,000 円で乗り放題になったお盆時期の旅客鉄道株

式会社各社の利用人数は過去最大の減少幅となり、

同様に、瀬戸内海などの船舶にも大きな影響を与え

た。また、休日割引政策による地域活性化の効果は、

観光客の増減の観点からみると、高速道路からのア

クセスが良い地域では観光客が増加したが、高速道

路からのアクセスが悪い地域では観光客は減少し、

すべての地域がその恩恵を受けたわけではなかっ

た。 

 

②民主党の無料化政策 

民主党は、2009年3月に発表した高速道路大綱にお

いて、高速道路の原則無料化を提案している。これ

は、高速道路を段階的に無料化し、物流コスト・物

価を引き下げ、地域と経済を活性化することをめざ

すものである。パーキングエリアに誰でも入れるよ

うになるため、工場や産業の誘致、遊園地などの建

設によって地域振興を図ることで、社会インフラの

有効な活用をめざす。ただし、現在の無料化政策は、
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このように経済政策としての側面が強く主張されて

いるが、無料化政策の当初の目的は、料金プール制

が原因で生じる、無駄な道路建設の抑制であった。

つまり、無料化政策を実施することによって、料金

収入による新たな高速道路の建設を抑えることがで

きるのである。 

2009年9月の民主党政権の発足により、比較的交通

量の少ない北海道エリアの581キロメートルと九州

エリアの794キロメートルの路線で2010年度から高

速道路無料化が先行実施される方針が公言された。

この2つの地域の利用状況や経済効果を調査しなが

ら、段階的に高速道路無料化を推し進めていくこと

となる。これは、交通量が少なく、限定された地域

で先行実施すれば、高速道路無料化に伴う悪影響を

最小限にとどめることができるうえ、対策を講じや

すく、地域経済に与える効果などを把握でき、この

データをもとに複合的な地域活性化策を策定できる

と民主党が判断したためである。ただし、首都高速

道路や阪神高速道路では、高速道路無料化により、

逆に交通渋滞の増大が見込まれるので、引き続き有

料とする。また、高速道路無料化案の担当者の馬淵

澄夫議員によると、首都高速道路や阪神高速道路以

外でも、交通量が多く渋滞が見込まれる高速道路で

は全線無料化にする方針はなく、同じ高速道路でも

区間を区切って無料にするとしている。 

この高速道路無料化の政策のメリットとしては、

一般道の渋滞緩和とそれに伴う交通事故の減少、流

通コストの軽減による生活コストや企業活動コスト

の引き下げ、地域活性化、ETC管理費や人件費の削減

などが考えられる。他にも高速道路建設に絡む利権

構造がなくなることによる税金の無駄遣いの減少、

経済効果も期待される。 

対して、高速道路無料化の問題点としては、排気

ガスの増加による環境悪化や料金所廃止による雇用

問題、環境負荷のより少ない鉄道や船舶、バスなど

の輸送手段を担う各社の経営に対する負の影響があ

り、特に、貨物輸送でのバランスを大幅に欠く恐れ

がある。このような環境への負荷、交通体系のバラ

ンスの崩壊、さらには、物流への影響に加え、交通

渋滞や交通事故の増大も懸念されており、これらの

問題は、特に都市部で深刻視されるものである。 

なお環境面に関しては、民主党政権は温室効果ガ

ス排出削減の中期目標として、2020年までに1990年

比で25％削減を明言し、温暖化対策への積極的姿勢

を示した。しかし、10月2日の運輸調査局の調査によ

ると、高速道路無料化政策により、鉄道利用者の

6.6％が車の利用に移行した場合、年間で削減目標量

の0.48％に相当する204万トンの二酸化炭素排出増

になることが明らかになり、高速道路無料化政策は

温暖化対策と矛盾するとの指摘もある3。また、この

調査結果を受け、旅客鉄道株式会社各社は同日、高

速道路無料化政策への慎重な対応を求める要望書を

国土交通省に提出した。しかし、この環境への負荷

に対しては、無料化によって新たに高速道路を使う

ようになるのは主に一般道を利用していた車であっ

て、高速道路を走ることで、燃費の悪くなる要因で

ある一時停止・信号停止などでの加速変化や渋滞が

なくなり、逆に二酸化炭素の排出量が減少するとの

意見もある。 

財政面に関して民主党は、高速道路の原則無料開

放に伴い、高速道路を保有する独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構を国有化する方針である。

しかし、これが国有化されれば、この機構が抱える

約30兆円の有利子負債が国の債務として計上される。

また、高速道路無料化によって１年間で約2.1兆円も

の減収が予想されるため、これでは高速道路の料金

収入で行う想定の新規高速道路の建設や既存高速道

路の維持管理ができず、借金への返済にもあてるこ

とができなくなる。つまり将来にわたって、別途、

多額の税金を投入する必要に迫られ、高速道路を利

用しない人にまでも大きな負担を強いることになる。 

しかし、高速道路を特別扱いせずに、一般道と同

じ目線で見ることにより、自動車に乗らない人や高

速道路を利用しない人であっても、物流のコストが

下がることで無料化の恩恵を受けられるので、一方

的に不公平であるとは言えないとの指摘もある。 

高速道路無料化に関する世論の声としては、産経

新聞とフジニュースネットワークの2009年9月7日時

                                                   
3 出典：産経新聞 2009 年 10 月 3 日 
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点の合同世論調査によれば、高速道路の無料化に賛

成と回答したのは、3分の1以下の26.1％で3割に満た

ず、反対が68.1％と3分の2を超えた。さらに民主党

支持層でも反対が56.7％と半数以上を示し、高速道

路無料化政策が国民に受け入れられていないことが

分かる。同様に、世論調査.netの「高速道路無料化

について」の世論調査でも、高速道路無料化に対す

る賛成の回答は21.7％で、反対が69.1％を占め、過

半数の人が反対していることがわかる（図4）。賛成

派の意見としては、輸送コストの減少により商品価

格が下がること、料金所の渋滞がなくなることなど

の意見がある。一方、反対派は、交通渋滞の増加や

過去の道路建設の借金返済に税金が使われることな

どへの懸念がある。 

 

２ 問題意識 

 

以上のような現状を踏まえ、本稿では地方部と都

市部それぞれに対して問題意識を掲げる。 

地方部においては、現行の料金制度では高速道路

利用者が少ない。対して、平行する一般道では混雑

が生じているという状況である。 

このことから有料道路の有効活用を可能とすると

ともに、並行する一般道路の渋滞緩和や沿道環境改

善、交通安全対策などに寄与するべく、今の有料道

路の料金設定を見直す必要性があると考えられる。       

そこで本稿では、交通量の少ない地方部の高速道路

の料金制度の問題意識として、現行の料金制度では

高速道路の利用を十分に促進できていないのではな

いかということをあげ、どのような料金体系が地方

部に対しては有効なのかを検証する。 

次に交通量の多い都市部の高速道路に関しては、

料金を低く設定することで、混雑度が高まり、物流

への影響や環境への負荷の増加、通勤交通等による

渋滞の増加、交通事故の増大などの悪影響が指摘さ

れている。そこで、都市部の高速道路の料金制度の

問題意識としては、料金設定を低くすること自体に

そもそも意義があるのかどうかということとし、ど

のような料金体系が望ましいかを検証することとす

る。 

また、現状で見てきたように、休日割引政策にも

無料化政策にも、いくつかの問題点が見受けられる。

そこで、現行の料金設定・自由民主党が実施してい

る休日割引政策・民主党が掲げる無料化政策の料金

体系のうち、どれが社会全体にとって真に望ましい

高速道路の料金設定なのかを、交通量の増減に伴う

環境への負荷・利用者の便益・政府収入なども考慮

に入れながら分析によって明らかにし、提言してい

くこととする。また、無料化政策では、環境負荷の

問題や渋滞による混雑、交通ネットワークへの負の

影響等も指摘されているため、これらを変化させた

ときに、どのような影響がでるのかも含めて検証し

ていくことする。 

 

Ⅲ 先行研究及び本稿の位置づけ 

 

１ 費用便益分析を用いた先行研究 

 

道路における政策評価の分析においては、一般的

に費用便益分析が用いられる。これは、事業の経済

的な効率を評価する手法であり、公共事業の採否や

継続の是非に関する判定を行うために用いられる。

日本においては、幹線道路の整備にあたって、国土

交通省整備局による「費用便益分析マニュアル」に

基づいて便益を計測することが義務付けられてい

る。このとき判断となる便益は、走行時間短縮便益、

走行費用減少便益、交通事故減少便益の 3 つであり、

他国のように雇用の創出などの幅広い意味での経済

効果を考慮しない。 

国内で、費用便益分析による道路の事業評価を行

ったものとしては、城所（2003）などが存在する。

なかでも我々の研究に最も近いものとして、民主党

高速道路政策大綱に記載された試算例である、国土

交通省国土技術政策総合研究所「平成 19 年度高速道

路料金割引社会実験効果推計調査検討業務」報告書

（2008）がある。上田（2009）における解釈によると、

この研究は、OD 交通固定の基で、高速道路と一般道

に対し、転換率を用いた分割配分法によって交通量
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推計を行っている。また便益計測においては、利用

者便益のみに対して、費用便益分析マニュアルに基

づく方法と台形公式による消費者余剰アプローチの

2 通りを用いている。こうして便益を算出したものを

基に、現行料金を 3 割値下げした場合、5 割値下げし

た場合、10 割値下げした場合で試算している。結果、

費用便益分析においては無料化による便益が 2 兆

7000 億円増加し、消費者余剰アプローチにおいては

無料化による便益が 7 兆 8000 億円増加するという結

果が示されている。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿は、費用便益分析を用いて全国の高速道路の

便益を計測するという、上記の研究と同様の分析を

行っているが、便益の計測の際に、利用者便益のみ

でなく大気汚染などの外部費用も考慮に入れている

点で特徴的である。また現状において、無料化政策

が混雑や環境汚染などに悪影響を与えるのではとい

う懸念があることから、分析の際には走行速度や温

暖化ガスなどの変数においては様々なパターンでの

試行を行っているという点にも独自性がある。 

 

３ 理論的枠組み 

 

本稿で用いる費用便益分析は、「新規事業採択時評

価における費用便益分析」にあたり、道路建設の是

非を便益として表すものであるため、高速道路を建

設する場合（Withケース）と建設しない場合（Without

ケース）の比較により計測を行う。本稿ではこの便

益を、台形公式によって導出する消費者余剰と生産

者余剰の変化で表している。2 つのケースの比較の

中で料金の変化を考慮することで、料金政策が高速

道路投資の便益に与える影響を見る。まず行うこと

は、2 つのケースにおいて、需要者の直面する価格

と、その価格下での需要量を予測することである。 

第一の価格に関しては、利用者が負担する様々な

コストをすべて含む「一般化費用」という概念を用

いる。この一般化費用を実際に用いる場合には、「品

質」の差を「価格」の差に変換する「原単位」を適

切に設定する必要がある。本稿では国土交通省道路

局「費用便益分析マニュアル」に記載されている原

単位を用いる（表 1）（表 2）。 

第二の需要量の予測に関しては、政策を実行する

場合としない場合の 2つについて考慮する。図 5は、

高速道路建設によって一般化費用が低下した時の便

益を表すものである。なお、価格を p、交通量を Q

とあらわす。高速道路を建設しない場合が B 点、す

る場合が C 点であり、B C 間は直線だと仮定してい

る。このとき、消費者余剰の増加、つまり高速道路

建設による便益は台形 pB B C pAの面積であるため、 

))((2

1 BAAB QQppB   

と表す。 

この理論的枠組みは、高速道路と一般道における

交通量と価格の推移にあてはめると以下のように表

される（図 6、図 7）。図 6 において、高速道路を建

設しないケースは高速道路交通量がゼロであるため、

図 5 の B 点と A 点は一致する。このときの価格には

一般道の一般化費用 p2を用い、p1
B=p2と設定する。 

まず高速道路における便益を計測する。高速道路

の一般化費用が p1
Aのとき、需要量は Q1

Aとなり、消

費者余剰の増加は三角形 p2 Q1
A p1

Aとなる。また高速

道路建設による生産者余剰の増加は、交通量 Q1
Aのも

とでの、高速道路の一般化費用 p1
Aから高速道路の燃

料税と高速道路料金の和である c1
A を引いたものと

なる。つまり、四角形 p1
A C D c1

Aで表される。 

次に一般道における便益を計測する。高速道路の

建設により、一般道の交通量が Q2
Bから Q2

Aに変化す

るため、一般道の生産者余剰は、一般道の燃料税 c2

から一般化費用 p2を引いた分だけ減少する。つまり、

四角形 EFGH で表されたものが一般道における余剰

の減少となっている。 

まとめると、高速道路建設によって生じる便益は、 
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として計測される。 

 本稿では、これに外部費用の増減を便益として加

える。以下分析において、実際に計測された交通量

を用い、料金の変化を考慮しながら便益を求める。 
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Ⅳ 分析・考察 

 

１ 分析 

 

分析においては、消費者余剰アプローチによる費

用便益分析を用い、高速道路の社会的費用・便益を

定量的に測定する。その際、金本（2006）「消費者

余剰アプローチによる政策評価」を参考とする。 

 費用便益分析とは、政策が社会に与える費用と便

益を推計し、その比率である費用便益比をみること

で政策を評価する手法である。高速道路の場合は、

高速道路を建設した場合の社会的便益と、建設する

ことで生じる社会的費用を比較し、高速道路投資が

社会的に望ましいのかを評価する。 

これらは、以下の式によって求められる。 

 

費用便益比＝社会的便益/社会的費用 

社会的便益＝利用者便益＋政府収入（生産者余剰）

－外部費用 

社会的費用＝高速道路建設費用＋高速道路維持管理

費用 

 

以下、上記の式を用いて高速道路の費用便益比を

推定する。 

 

（１）社会的便益の推定 

①高速道路利用者の消費者余剰 

高速道路を建設しない場合には高速道路の交通量

はゼロであるが、消費者余剰を測る際には、高速道

路需要がゼロになるような一般化費用の水準を推定

する必要がある。新規投資では投資前には高速道路

がないので、投資前のデータを基礎に推定できない。

そこで本稿では先行研究にならい、高速道路に対す

る代替物として一般道を用いる。高速道路の代替物

として取り上げた一般道に関して、様々な道順が想

定されるが、本稿では Google map にて示された最短

ルートを採択した。 

なお、高速道路は市街地から離れたところにある

ので、高速道路出口より市街地まで一般道を走行す

る必要がある。本稿においても高速道路ルートには

一般道も含めたルートを用い、市街地と市街地を結

ぶ一般道ルート・高速道路ルートを用いて分析を行

う。 

なお、交通量については国土交通省道路局「費用

便益分析マニュアル」によれば、道路交通センサス

の OD 表を用いて、三段階推定法により交通量の推計

を行うことを原則としているが、調査区間が多く時

間の制約もあったため今回は平成 17 年国土交通省

道路交通センサスや NEXCO 各社のホームページ・首

都高速道路株式会社のホームページ・阪神高速道路

株式会社のホームページにて掲載されている実際に

計測された交通量を用いることとした。 

 

消費者余剰＝（一般道の一般化費用－高速道路の一

般化費用）×高速道路の交通量×１/2 

 

ここで一般道・高速道路の一般化費用の推定は以

下の式によって求められる。 

 

一般道：一般化費用＝時間費用＋走行費用 

高速道路：一般化費用＝時間費用＋走行費用＋高速

道路料金 

 

これらの変数は、NEXCO 各社のホームページ・首都

高速道路株式会社のホームページ・阪神高速道路株

式会社のホームページに公開されている高速道路デ

ータや国土交通省道路交通センサスをもとに得たも

のである。 

 

時間費用：道路を通過する車一台あたりの時間的な

費用  

時間費用＝計測区間における車の走行時間×時間費

用の原単位 

走行費用：道路を通過する車一台あたりのタイヤ代、

車両整備費等走行にかかる費用 

走行費用＝計測区間の距離×走行経費の原単位 

高速道路料金：計測区間における高速道路の入場料

金 
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②政府収入 

 

高速道路の政府収入（生産者余剰）＝（高速道路料

金＋燃料税）×高速道路の交通量 

一般道の政府収入（生産者余剰）＝燃料税×一般道

の交通量減少分 

 

なお燃料税は計測区間の距離と燃料の原単位を乗

じたものを用いる。 

また一般道の交通量減少分とは、高速道路を建設

した際に高速道路に移動した交通量を表す。 

 

③外部費用 

 外部費用とは、道路利用者が受ける外部性の費用

である。今回は、温暖化ガス、SPM や NOx による大

気汚染、交通事故費用によって生じる外部性を推計

する。 

温暖化ガスと大気汚染に関しては、計測区間にお

いて消費する平均燃費量と温暖化ガス・大気汚染の

原単位を乗じて計測する。平均燃費量は日本で多く

使用されている燃費測定法の 10・15 モード燃費を利

用する。 

また、交通事故の社会的損失は、運転者、同乗車、

歩行者に関する人的損害額、交通事故により損壊を

受ける車両や構築物に関する物的損害額及び、事故

渋滞による損失額から算定された事故費用の原単位

を用いることとし、計測区間の距離と事故費用の原

単位を乗じたものを用いる。 

 

外部費用＝（車 1 台あたりの環境外部費用＋車 1 台

あたりの交通事故費用）×高速道路の交通量 

外部費用＝（車 1 台あたりの環境外部費用＋車 1 台

あたりの交通事故費用）×一般道の交通量減少分 

 

国土交通省「費用便益分析マニュアル」には車 1

台あたりの環境汚染費用が含まれていないが、環境

に対する国民全体の意識の高まりを考慮して、本稿

では先行研究に従って環境汚染費用を含めて分析を

行った。環境外部費用の原単位の推定値には大きな

誤差があるので、ここでは金本（2006）「政策評価ミ

クロモデル」第 4 章にある中位値を用いる。（表 3） 

 

（２）社会的費用の推計 

 高速道路の建設費用および維持管理費用は、国土

交通省道路局が道路四公団民営化の際に公表した推

計値や各日本高速道路ホームページにて公表されて

いるデータから求める。 

なお、道路維持管理に要する費用は、橋梁、トン

ネル等の道路構造物の点検・補修にかかる費用、巡

回・清掃等にかかる費用、除雪等にかかる費用等を

対象とする。 

本稿の分析において以下の前提を設ける。 

 

①費用及び便益算出 

費用便益分析にあたっては、算出した各年次の便

益、費用の値に割引率を用いて現在価値に換算する。 

本稿では 

・ 現在価値算出のための社会的割引率：4％ 

・ 基準年次：評価時点 

・ 検討年数：40 年 

の数値を用いて計算を行うものとする。検討年数は

道路施設の耐用年数等を考慮し、40 年としている。 

 

②車種区分 

車種により、走行経費、時間価値、燃費などが異

なるため、便益の算出に当たっては車種別に推計す

る必要がある。 

本稿では車種区分を乗用車・バス・小型貨物車・

普通貨物車の 4 区分とし、その構成比は国土交通省

道路交通センサスを参照した（表 4）。 

 

③休日の考慮 

観光目的の交通量が増大する・または通勤目的に

使用されないため交通量が減少する等、休日の交通

状況が平日の交通状況と大きく異なる道路が数多く

存在する。 

そのため、本稿ではすべての分析において平日と

休日のそれぞれの交通量・需要曲線を用いて計算を

行うものとする。 
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なお、今回災害時による通行止めの考慮、冬期の

交通状況の考慮については、本稿の目的が同一の高

速道路にて費用便益比の大小を比べることであるこ

とから除外した。 

 

④時速 

時速に関しては、国土交通省道路交通センサスの

平均時速表を用いた（表 5）。 

 

⑤1,000 円高速割引への変化 

高速道路料金の割引により、高速道路交通量に変

化が起こる。これにより以下の事項が増減する。 

 

高速道路・消費者余剰の増加：高速道路増加交通量

×割引分料金×１/2 

生産者余剰の増加：高速道路増加交通量×（燃料税

＋割引料金） 

外部費用の増加：高速道路増加交通量×外部費用 

一般道・生産者余剰の減少：一般道減少交通量×燃

料税 

外部費用の減少：一般道減少交通量×外部費用 

 

なお、高速道路の割引後の休日交通量のデータは

NEXCO 各社のホームページ・首都高速道路株式会社の

ホームページ・阪神高速道路株式会社のホームペー

ジやアンケート調査により入手した。 

 

⑥無料化への変化 

高速道路料金の割引により、高速道路交通量に変

化が起こる。これにより以下の事項が増減する。 

 

高速道路・消費者余剰の増加：高速道路増加交通量

×高速道路料金×１/2 

生産者余剰の増加：高速道路増加交通量×燃料税 

外部費用の増加：高速道路増加交通量×外部費用 

一般道・生産者余剰の減少：一般道減少交通量×燃

料税 

外部費用の減少：一般道減少交通量×外部費用 

 

なお、高速道路の無料化の交通量は 1,000 円高速

割引により増加した比率を考慮して推定値により分

析を行った。 

 データの欠損が多く、最終的なサンプル数は 28 と

なった。なお首都高速道路の分析にあたっては、平

成 17 年国土交通省「道路交通センサス」で用いた高

速道路交通量データと首都高速道路に依頼し得た平

成 20 年首都高速道路交通量データに開きが生じて

いた。これにより、首都高速道路料金の無料化時に

おける推定交通量が現実の数値と乖離が生じてしま

い、分析できなかった。一方で阪神高速道路の分析

にあたっては、平成 17 年国土交通省「道路交通セン

サス」の高速道路交通量のデータは用いていないた

め、無料化時における高速道路交通量の推定値が妥

当性のある数値となった。 

 なお、費用便益分析では便益の推定値の誤差が付

きものであり、その誤差の大きさの影響への誤った

印象を与えることを回避する方法として感度分析が

一般的に多く用いられる。しかし本稿の目的として、

同じ計測方法で求めた費用便益比が料金変化により

どれほど変化するのかを明らかにすることなので、

本稿では感度分析を行わなかった。 

 

２ 分析結果・考察 

 

（１）現行料金・休日 1,000 円割引料金・無料化時

での分析結果 

代表的な 1 区間、西日本高速道路株式会社・徳島

自動車道土成 IC～脇町 IC 間を取り上げて、詳細な

分析結果を掲載した。表 6 には土成 IC～脇町 IC 間

を通過するルート付近にある市街地・御所 CC～穴吹

駅間の高速道路ルート・一般道ルートそれぞれの基

本的情報、表 7 に高速道路ルート・一般道ルートの

交通量を記した。 

表 8 には高速道路ルート・一般道ルートの社会的

費用の内訳を記し、表 9・表 10・表 11 にはそれぞれ

現行料金での高速道路投資の便益と費用・休日 1,000

円割引料金での高速道路投資の便益と費用・無料化

での高速道路投資の便益と費用の分析結果を記した。 
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 次に表 12 に記した 28 サンプルでの分析結果から

考察を述べる。 

徳島自動車道・大分自動車道・米子自動車道・高

知自動車道・上信越自動車道・磐越道自動車道・関

越自動車道（水上 IC〜湯沢 IC 間）・常磐自動車道と

いった、都市から離れた地域では費用便益比が現行

料金のままでは高速道路が全く活用されていないこ

と、休日割引制度により多少改善したがその改善幅

は微小であること、無料化により改善幅が大きくな

り効果があったことが読み取れる。これにより、無

料化政策の有効性が示された。 

 続いて都市高速である、首都高速道路・阪神高速

道路に関しては、全体として費用便益比が現行料金

のままでも非常に高く、休日割引によって費用便益

比の改善幅はさほど大きくなく、分析箇所によって

減少していることが分かる。このように、首都高速

道路の無料化時における分析はできなかったが、首

都高速道路と阪神高速道路の現行料金・休日割引ケ

ースでの分析結果は同様の結果が得られた。また阪

神高速道路にて行った無料化における分析結果につ

いては、費用便益比が上昇した箇所もあるがその上

昇幅も小さく、減少した箇所が見られた。これによ

り無料化による効果があるとは言い難い。 

 次に滋賀県を通り関西地方から東海地方・北陸地

方を結ぶ名神高速道路（八日市 IC～竜王 IC 間・彦根

～八日市間）・東京都―神奈川県を結ぶ東名高速道

路（厚木 IC～秦野中井 IC 間）・愛知県へと続く東名

阪自動車道（四日市東 IC～四日市 IC）と伊勢自動車

道（津 IC～久居 IC）・埼玉県内を通る関越自動車道

（東松山 IC〜嵐山小川 IC）・仙台に近い東北自動車

道（泉 IC〜大和 IC）・札幌市を結ぶ東北自動車道（北

広島 IC～恵庭 IC）といった、都市・または地方都市

に近い地域に関しては、現行料金のままでも大いに

活用されているが、休日 1,000 円割引、無料化もと

もに費用便益比が現行料金よりも高まり、無料化政

策の有効性があることが分かった。 

 

（２）無料化政策での 2段階分析結果・考察 

 全体として無料化政策によって高速道路投資によ

る便益が高まったことが示された。しかし、無料化

政策には現状でも述べたように混雑や環境、公共交

通体系の崩壊の問題が懸念されている。特に環境外

部性等の外部費用については、近年急激な価値の高

まりを見せており、現在の価値での分析では過小評

価になる危険性がある。 

また、公共交通体系の崩壊を防ぐものとして、平

日のみの無料化が考えられる。これは旅客目的別構

成比の推移（図 8）でわかるように、休日はレジャー

目的の旅客割合が増加する一方、業務や営業目的の

旅客割合が減少している。平日における通勤等によ

る移動は、他の交通機関への移行は少ない一方で、

休日のレジャー目的等、非日常的な目的の移動は、

他の交通機関への移行が増加すると考えられる。し

たがって平日のみの無料化により高速道路料金無料

化による急激な人々の交通体系の変化を緩和する効

果があると考えたためである。 

そこで本稿では第 2 段階の分析として 

・混雑による配慮として①高速道路の時速を 10 ㎞/h

落とした無料化政策評価（阪神高速道路に限っては 5

㎞/h・10 ㎞/h） 

・環境による配慮として②環境に関わる費用・温暖

化ガス費用・大気汚染費用の原単位をそれぞれ 10%

増しした値を用いた無料化政策評価 

・公共交通体系による配慮として③平日のみ無料化

政策評価 

を行った。結果は表 13・14・15 を参照されたい。 

 阪神高速道路を除いた結果としては混雑による問

題をみると、多少費用便益比が落ちたものの、依然

として無料化政策の有効性が確認され、環境による

問題としては費用便益比が高まり無料化政策によっ

て交通量が増加しても環境からの悪影響は確認され

なかった。混雑に関しては速度が落ちたことにより

高速道路による時間短縮便益・走行費用減少便益が

多少減少するものの、それを上回る便益が依然とし

て高いためこのような結果になったと思われる。環

境による問題をみると、そもそも高速道路を走行し

たほうが一般道の停止・発進などの動作が少なく、

燃費が良いことから、高速道路の環境に関する費用

が一般道の費用よりも低い。したがって環境による
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外部費用が高くなったとしても無料化の便益が低く

なることはないことが明らかになった。 

阪神高速道路の結果としては、混雑に関する配慮

として行った時速を落とした分析において、5 ㎞/h

落とすと現行料金よりも無料化時の効果があるとこ

ろも見受けられるが、10 ㎞/h 落とすと無料化時の効

果がなかった。環境に関する配慮として行った分析

においては前述する通り、高速道路の走行時の燃費

効率の良さによって、無料化の便益比の改善が見ら

れた。このことから、速度が落ちる、つまり混雑が

発生すると無料化の効果が表れなくなってしまうこ

とが判明した。 

高速道路料金無料化政策を平日に限定した場合の

分析結果をみると、表 15 で示しているように、高速

道路料金無料化政策を平日に限定することによっ

て、完全な無料化政策による便益ほどは見込めない

までも、高速道路の有効活用における大幅な改善を

期待できることが明らかになった。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

前章までは、速道路の料金体系のうち、どのよう

な料金設定が社会全体にとって真に望ましいのかを

明らかにするために、費用便益分析及びその結果の

考察を行った。以下では前章の考察を受け、高速道

路の無料化を提言すると共に、無料化によって生じ

る財源の問題を考察し、財源問題への対策を伴った

無料化政策案を提言する。 

なお首都高速道路では無料化時における分析はで

きなかったが、民主党の掲げる政策にて、首都高速

道路と阪神高速道路は無料化する方針ではないと位

置づけているように、2 つの道路が同等のものとし

て扱われていること、また首都高速道路と阪神高速

道路の分析結果は同様の結果が得られたことから、

首都高速道路と阪神高速道路では同様の政策を打つ

こととする。 

 

１ 高速道路無料化政策 

 

分析において、高速道路料金の無料化政策は首都

高速といった都市高速を除いては高速道路の有効活

用という点で望ましい政策であることが分かった。

路線によって差はあるものの、高速道路料金の無料

化によって現行料金・1,000 円休日割引政策以上の

費用便益比の改善、つまり高速道路の今以上の有効

活用を期待でき、日本全体の交通ネットワークの効

率化を実現できるだろう。特に地方都市から離れた

箇所にある高速道路においては、有効に使われてい

ない不採算路線が多くあることが分析により明らか

になった。それらの利用を高速道路料金無料化政策

によって促進することで、既にある高速道路という

資産を有効に活用することができる。 

よって我々は高速道路料金の無料化政策を政策提

言とする。ただし、首都高速道路や阪神高速道路と

いった交通量の多い都市高速では、阪神高速道路の

無料化での二段階分析において明らかになったよう

に、さらなる交通量の増加に伴う渋滞などの発生に

より交通速度の低下を招き、むしろ無料化前よりも

費用便益比が低下する。このような分析結果を踏ま

え、都市高速に対しては休日割引の廃止を提言とす

る。 

また民主党は、渋滞の見込まれる一部の地方都市

路線は無料化しないという立場をとっていたが、本

稿では地方都市付近の高速道路などでも料金無料化

の効果があったことから、首都高速道路・阪神高速

道路を除く全ての有料自動車道を無料化することを

提言する。 

 

２ 無料化に伴う財源の問題 

 

続いて、高速道路料金無料化政策に伴って失われ

る財源について説明する。高速道路料金の無料化政

策が本稿の分析により有効な政策であることは明ら

かになったが、我々の分析においては失われた高速

道路料金収入は消費者余剰の増加分に含められ、社

会的な損失としては計上されず、料金収入の減少に

伴う財源の問題に関しては言及することができなか
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った。しかし、この財源の問題は現状・問題意識の

章で述べた通り国民の関心が最も高く、無視できな

い問題であるといえる。 

 日本高速道路保有・債務返済機構の報告書による

と、2006 年度の料金収入は、東・中および西日本高

速道路会社等の料金収入の総額は 1 兆 9794 億円、首

都高速・阪神高速・本四高速道路会社等の料金収入

の総額は 5523 億円、合計 2 兆 5317 億円であり、首

都高速・阪神高速を除いた高速道路料金収入は約 2.1

兆円とされている4。 

しかし高速道路料金を無料化にすることによって、

高速道路の料金収入で行う想定の新規高速道路の建

設や既存高速道路の維持管理ができず、高速道路建

設費の借金への返済にもあてることができなくなる。 

現在の有料道路事業費は約 2 兆 5000 億円/年、一

般道路事業費は約 9 兆 3000 億円/年であり、高速道

路を国有化するのであれば、高速道路も一般道路と

同様に国が管理・整備する必要性がある。維持管理

費は 2006 年度では 6 社（東日本、中日本、西日本、

本州四国連絡、首都高、阪神高速）合計で 5843 億円、

首都高・阪神高速を除いても 4863 億円となっている。

5高速道路が無料化されれば、料金収受に伴う人件費

等は不要になるが、人件費は維持管理費の 3 割程度

といわれているので、3000～4000 億円は必要という

ことになる。 

また高速道路建設費の借金への返済に関しては

「保有機構が抱える債務 35 兆円は、無料化開始時点

で国が承継する」ことになっている6。 

・元本の償還…承継債務を順次国債に乗り換え、そ

の後は国債償還の一般ルールである 60 年償還ル

ールに基づき償還する。よって、毎年度承継額の

1.6％を一般会計から国債整理基金特会に繰り入

れる。 

  35 兆円×1.6％＝0.56 兆円 

・利子の支払…承継元本に金利（2009 年＝2.0％）

                                                   
4 日本高速道路保有・債務返済機構「決算に合わせて開示

する高速道路事業関連情報（平成 18 年度）」 
5 日本高速道路保有・債務返済機構「平成 18 年度の高速道

路会社別営業収支」 
6 民主党『次の内閣』閣議（中間報告） 民主党高速道路

政策大綱～高速道路の無料化～ 

を乗じる。 

  35 兆円×2.0％＝0.7 兆円 

これにより、債務承継による国の財政負担が新たに

合計 1.26 兆円必要になる。 

これら財源の問題に関しては、現在の予算にある

税金のムダづかいの徹底的な根絶などの見直しで確

保することができるという考えもあり、民主党によ

れば「一般道の渋滞を解消するためのバイパス道路

建設などが各地で見られるが、現在既にある高速道

路を有効に活用することによりバイパス道路建設を

抑制でき、国・地方の財政負担の軽減に繋がる」と

している。また、高速道路料金を無料化にすること

によって得られる経済効果は 7兆 8000億円とされて

いることから、それによる増収も期待できるという

ことが考えられる。 

しかし、一般道路事業費の削減がどれ程可能なの

か、また高速道路料金の無料化政策によってどれ程

の経済効果がもたらされるのかといったことは、極

めて不明確でありこれが現在国民の不安視している

ことであると言える。また、高速道路の活用が進む

につれ、新たな維持管理費・新規建設費が必要なの

ではないかということも考えられる。そこで本稿で

は、首都高速・阪神高速を除いた、高速道路料金収

入減少分約 2.1 兆円を補うための、新たな税収の確

保という方向性で以下の政策提言を行う。 

 

３ 財源問題を補完するための政策案 

 

以上までで述べた通り、高速道路料金の無料化は

望ましい政策ではありながらも、財源の確保という

解決すべき問題が残っている。それらを解決し、よ

り望ましい政策とするために高速道路無料化政策の

補足的な政策として以下のものをあげる。 

 

（１） 揮発油税及び地方揮発油税の増税 

高速道路料金無料化実施に伴う財源の確保による

見解で新たな税制の導入ということに関しては、

2003年6月に管直人・民主党代表（当時）が私案とし

て車1台につき年5万の課税を一例として挙げた。し

かし、日本には現在約7000万台の車があり1台に年5
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万円課税すれば約3.5兆円になる。これは高速道路料

金収入減少分約2.1兆円をはるかに上回る額である

と同時に、車保有者すべてに課税するとなると、車

を全く乗らない人にとっては無駄な出費になってし

まう。またこれにより自動車を保有しない人が出て

くれば、人・モノの流れの活発化を促進する高速道

路料金無料化の意味をなさない。 

しかし、現在の国道等と同様に一般財源により高

速道路の維持・管理費を賄うことになると、高速道

路を使う機会の無い人も、使う人と同じように国民

全体で負担することになる。国道と同じだと考えれ

ば完全な解決は望めない問題とも言えるかもしれな

いが、不平等感が残るのは否めない。その解決策と

も言えるのが揮発油税及び地方揮発油税という国税

の増税である。普段から自動車を使う機会の多い人

たちからの税収を増やすことによって受益者負担に

近づけることができる。 

 通称ガソリン税と呼ばれる、揮発油税及び地方揮

発油税はガソリンに掛けられる国税である。その税

収は 2008 年までは道路特定財源とされていたが、現

在は一般財源となっている。現在はガソリン 1 リッ

トル当たり 53.8 円がかけられており、2007 年度の

税収額は 2.8 兆円となっている。この税率は現在で

も暫定税率によって上げられている状態ではあるが、

これをさらに増加させ、増えた税収を高速道路の維

持管理費に充てる。税収額から、年間のガソリン消

費量は約 500 億リットルと考えられる。ガソリン消

費量が変わらないと仮定すれば、1 リットル当たり

約 42 円の増税によって高速道路料金収入減額分の

約 2.1 兆円の財源を確保できる。 

  

（２）平日のみの無料化 

 ガソリン税の増税は財源を賄うことは可能である

が、生活に直結した消耗品の価格上昇となるので国

民への負担が大きく、大きな反発があることも十分

予想される。そこで、高速道路料金の無料化政策の

経済効果が表れ、財源の確保ができたという確証が

できるまでの期間限定策として、高速道路の有効活

用という面を考慮しつつ限定的な高速道路料金の無

料化政策を実施することを提言する。 

高速道路料金無料化政策を平日に限定した場合の

分析結果を表 15 で示している。この結果からは、高

速道路料金無料化政策を平日に限定することによっ

て、完全な無料化政策による便益ほどは見込めない

までも、高速道路の有効活用における大幅な改善を

期待できる。さらに、これに現行の休日の上限 1,000

円割引を併用すれば無料化と同程度の費用便益比の

改善を得られる場合もある。また、平日限定無料化

の効果はいくつかの点で期待できる。 

 第 1 に財源の確保である。平均的に高速道路の交

通量は休日のほうが平日よりも多いこともあり、現

在の 30％強程度の料金収入は維持できると考えられ

る。また、平日が無料化することで料金所にかかる

人件費等のコストも無料化と同様に抑えることがで

きる。以下では高速道路の休日料金が 30％強程度の

料金収入は維持でき、料金所にかかる人件費等のコ

ストが高速道路維持管理費の 3 割を占めるという仮

定の下、この政策での税収を示す。 

 

 高速道路料金収入確保分  

2.1 兆円×30％＝0.63 兆円 

 高速道路料金所人件費  

0.48 兆円×30％×2/7＝0.004 兆円 

 

これにより、約 0.626 兆円の税収が確保され、前

項で示したガソリン税の増税が 1 リットル当たり約

29.5円の増税によって高速道路料金収入減額分の約

2.1 兆円の財源を確保できるということになる。 

次に、物流コストである。民主党の政策において

も高速道路料金の無料化による効果として掲げてい

る輸送コストの減少は、平日に限定した場合でも十

分に望めるはずである。旅客目的別構成比の推移（図

8）でわかるように、平日に代わって休日は業務、営

業目的の旅客割合が減少することからもこれは明ら

かである。また、平日であれば一般道からの乗り入

れも限定的であると考えられるので、高速道路の一

般車の交通量の増加による輸送車の効率低下といっ

た影響も抑えられると考えられる。 

最後に地方の生活路線のネットワーク維持である。

高速道路料金を無料化することによって交通ネット
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ワーク維持が困難になり、バス、鉄道、マイカーに

よる役割分担に大きな変化がもたらされ公共交通体

系を損なう恐れがあるということは現状の章でもふ

れた。そこで休日に高速道路料金を課すことによっ

て、公共交通体系の崩壊への影響を軽減できると

我々は考え図 8 にあるように、休日は家事買い物社

交娯楽といった、レジャー目的の旅客割合が増加す

る一方、休日は業務や営業目的の旅客割合が減少し

ている。平日における主に通勤、通学や業務目的の

人々の移動は、他の交通機関へのまたがりは少なく、

休日のレジャー目的等、非日常的な利用目的の人々

の移動は、他の交通機関への移行が増加すると考え

られる。したがってこの政策により高速道路料金無

料化による急激な人々の交通体系の変化を緩和する

効果がある。 

この政策では、休日での高速道路を利用した新規

需要が見込めないというデメリットがあるが、日常

生活における高速道路の有効活用という観点・財源

の確保や他の交通機関への影響という観点で見れば

有効性のある政策といえる。 

 

Ⅵ むすび 

 

民主党への政権交代がなされ高速道路料金の無料

化政策実行の可能性が高まっている現在、この政策

の是非について、また高速道路の料金設定について

は様々な利害関係者・世論から活発な議論がなされ

ている。そして我々は高速道路の有効活用という目

的の下、総合的な視点から、高速道路料金の社会的

に望ましい料金体系について、費用便益分析により

高速道路投資便益分析を行い、その費用便益比を比

較し考察を行った。また本稿では分析の際に、環境

汚染による外部費用を考慮に入れ、また無料化時の

政策においては混雑や環境汚染による外部費用に重

きを置いた分析を行ったことで、無料化時でのデメ

リットと考えられる点により迫った分析を行ったと

いえる。 

しかしながら、今回の研究には課題も多く残され

ている。データの制約上、日本の各地点で分析を行

ったとはいえ、28 地域という限られたサンプルに留

まっている点である。次に交通量の推計において OD

表を用いて行うのではなく、交通量の実際のデータ

を分析に使用したため、平成 17 年度国土交通省「道

路交通センサス」のデータを一部用いた。便益に関

しては 40 年に引き延ばすとはいえ、休日割引制度後

の交通量に関しては最新のデータを用いたため、デ

ータの時間における統一を図ることができなかった。

このことから、社会実験を通して高速道路料金の無

料化時における高速道路・一般道の交通量のデータ

を蓄積すると共に、より精度の高い交通需要予測モ

デルの推計が望まれる。なお今回の理論モデルでは、

財源の問題や他の交通機関への影響については、例

えば高速道路の料金収入が政府や道路公団から利用

者の便益として移転するといった所得移転に過ぎな

いため、社会全体としては費用とならないと考えら

れる。したがって分析には組み込まなかった。しか

し、分析に組み込まなかったとはいえ現在無料化政

策を推し進めるにあたって重要視されている問題で

あることから、今後これらの外部性や雇用問題とい

った広義での便益も考慮に入れた理論モデルでの分

析が望まれる。 

最後に、本稿が交通ネットワークの発展に寄与す

るとともに、高速道路事業が人々の交流を活発化し

経済の発展をもたらし続けることを願って締めくく

ることとする。 
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図表 

図 1 高速道路料金の諸外国比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省「各政策課題と実施する料金社会実験」 

 

 

図 2 高速道路と並行する一般道路の混雑度 

 

出典：国土交通省「平成 18年 報道発表資料」 
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図 3 高速道路の通行料金に関する世論調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府大臣官房政府広報室「世論調査報告書 平成 18年 7月調査」 

 

 

図 4 高速道路無料化に関する世論調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：世論調査.net「高速道路無料化について」 
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図 5 高速道路建設による一般化費用低下の便益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 高速道路建設における高速道路の便益 
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図 7 高速道路建設における一般道の便益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p2 

 

Q2 

 

p2
 

 

 

 

 

 

 

 
B 

 

Q2
A

 

 

Q2
B

 

 

E 

 

H 

F 

 

Q2=D2 (p2, p1
B) 

 

c2
 

 

G 

 

Q2=D2 (p2, p1
A) 

 



 

40 

 

図 8 旅客目的別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「平成 17年 道路交通センサス」 

 

 

表 1 車種別の時間価値原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：国土交通省「平成 20年 費用便益マニュアル」 

単位：円/分・台
車種 時間価値原単位

乗用車 40.1
バス 374.27

乗用車類 45.78
小型貨物車 47.91
普通貨物車 64.18
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表 2 車種別の走行経費原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「平成 20年 費用便益マニュアル」 

一般道（市街地）

速度（km/h） 乗用車 バス 乗用車類 小型貨物 普通貨物

5 44.82 114.46 46 34.4 77.94

10 32.54 96.41 33.62 29.42 63.97

15 28.26 89.42 29.3 27.32 57.23

20 26.02 85.31 27.02 26 52.54

25 24.6 82.46 25.58 25.03 48.86

30 23.62 80.32 23.85 24.26 45.84

35 22.9 78.66 23.57 23.65 43.34

40 22.63 77.12 23.85 23.3 41.81

45 22.46 76.12 23.57 23.03 40.63

50 22.37 76.71 23.39 22.85 39.79

55 22.37 76.53 23.29 22.75 39.3

60 22.44 76.57 23.36 22.74 39.18

一般道（平地）

速度（km/h） 乗用車 バス 乗用車類 小型貨物 普通貨物

5 35.6 90.9 36.54 28.3 66.45

10 25.26 75.81 26.11 24.35 56.4

15 21.62 69.79 22.44 22.6 50.96

20 19.69 66.16 20.48 21.44 46.91

25 18.46 63.6 19.23 20.57 43.6

30 17.6 61.64 18.35 19.87 40.83

35 16.97 60.1 17.7 19.3 38.49

40 16.65 59.14 17.37 18.92 36.87

45 16.43 58.42 17.14 18.63 35.59

50 16.29 57.93 16.99 18.42 34.64

55 16.22 57.65 16.92 18.29 34.02

60 16.22 57.58 16.92 18.24 33.75

一般道（山地）

速度（km/h） 乗用車 バス 乗用車類 小型貨物 普通貨物

5 33.68 85.96 34.57 27.01 64.03

10 23.74 71.48 24.55 23.27 54.8

15 20.24 65.67 21.02 21.59 49.63

20 18.38 62.15 19.12 20.47 45.72

25 17.19 59.64 17.91 19.62 42.49

30 16.35 57.72 17.06 18.94 39.77

35 15.74 56.21 16.42 18.38 37.47

40 15.41 55.23 16.09 17.99 35.83

45 15.18 54.49 15.84 17.7 34.52

50 15.02 53.98 15.69 17.48 33.55

55 14.94 53.69 15.6 17.34 32.91

60 14.93 53.6 15.59 17.28 32.6

高速・地域高規格

速度（km/h） 乗用車 バス 乗用車類 小型貨物 普通貨物

30 11 41.19 11.51 15.04 35.25

35 10.51 39.88 11.01 14.55 33.22

40 10.15 38.85 10.64 14.14 31.5

45 9.87 38.05 10.35 13.82 30.11

50 9.67 37.46 10.14 13.58 29.04

55 9.54 37.08 10 13.41 28.28

60 9.46 36.9 9.93 13.32 27.85

65 9.44 36.91 9.9 13.3 27.75

70 9.47 37.1 9.94 13.35 27.97

75 9.55 37.49 10.03 13.48 28.52

80 9.69 38.08 10.17 13.69 29.41

85 9.89 38.86 10.38 13.97 30.65

90 10.15 39.84 10.65 14.34 32.25

※一般道であれば60km/h、高速・地域高規格であれば90km/hを
超える速度については60km/h、90km/hの値をそれぞれ用いる
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表 3 外部費用の原単位 

 

 

 

 

 

出典：金本（2006）「消費者余剰アプローチによる政策評価」 

 

 

 

 

費用原単位

事故費用（円/台・km・日）一般道 6.36

高速 0.74

温暖化ガス（円/リットル） 19.3

大気汚染（円/リットル） 9.9

費用項目
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表 4 ブロック別車種別運行台数構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「平成 17年 道路交通センサス」 

車 　　 種 H２ H６ H11 H17 車 　　 種 H２ H６ H11 H17
乗  用  車 67.0 70.3 76.3 79.3 乗  用  車 59.0 64.7 70.4 74.8

北 バ      ス 0.4 0.3 0.3 0.3 バ      ス 0.2 0.2 0.2 0.2
（乗用計） 67.5 70.7 76.6 79.6 （乗用計） 59.3 64.9 70.6 75.0

海 小型貨物車 25.5 22.2 16.5 13.8 小型貨物車 35.1 29.1 23.5 19.5
普通貨物車 7.0 7.1 6.9 6.6 普通貨物車 5.7 6.0 5.8 5.5

道 （貨物計） 32.5 29.3 23.4 20.4 （貨物計） 40.7 35.1 29.4 25.0
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 54.8 61.2 69.4 74.2 乗  用  車 52.3 60.2 67.4 72.2

北 バ      ス 0.6 0.3 0.3 0.3 山 バ      ス 0.3 0.2 0.2 0.2
（乗用計） 55.4 61.5 69.8 74.5 （乗用計） 52.5 60.4 67.6 72.5

東 小型貨物車 40.1 32.6 24.4 20.8 小型貨物車 43.8 35.8 28.6 23.8
普通貨物車 4.5 5.8 5.8 4.7 普通貨物車 3.6 3.8 3.8 3.7

北 （貨物計） 44.6 38.5 30.2 25.5 陰 （貨物計） 47.5 39.6 32.4 27.5
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 56.1 64.0 71.4 76.9 乗  用  車 56.8 64.6 71.2 75.3

南 バ      ス 0.5 0.4 0.3 0.2 山 バ      ス 0.2 0.2 0.2 0.2
（乗用計） 56.6 64.4 71.7 77.1 （乗用計） 57.0 64.9 71.4 75.5

東 小型貨物車 38.8 30.8 23.3 18.3 小型貨物車 38.7 30.5 24.3 20.4
普通貨物車 4.6 4.8 5.0 4.5 普通貨物車 4.3 4.6 4.4 4.2

北 （貨物計） 43.4 35.6 28.3 22.9 陽 （貨物計） 43.0 35.1 28.6 24.5
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 61.1 67.2 73.4 77.8 乗  用  車 52.3 59.1 66.7 72.7
バ      ス 0.4 0.2 0.2 0.2 四 バ      ス 0.2 0.2 0.2 0.1
（乗用計） 61.5 67.4 73.6 78.0 （乗用計） 52.6 59.3 66.9 72.8

小型貨物車 34.2 28.1 21.5 17.5 小型貨物車 43.6 36.3 29.0 23.1
普通貨物車 4.3 4.6 4.9 4.5 普通貨物車 3.9 4.5 4.1 4.0
（貨物計） 38.5 32.6 26.4 22.0 国 （貨物計） 47.4 40.7 33.1 27.2
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 65.3 70.4 74.8 76.6 乗  用  車 57.3 64.0 71.4 76.3
バ      ス 0.5 0.4 0.5 0.3 北 バ      ス 0.3 0.2 0.2 0.2
（乗用計） 65.9 70.9 75.3 76.9 （乗用計） 57.6 64.2 71.6 76.5

小型貨物車 27.9 22.9 18.4 16.9 九 小型貨物車 38.0 31.5 24.0 19.5
普通貨物車 6.2 6.2 6.3 6.2 普通貨物車 4.4 4.3 4.4 4.0
（貨物計） 34.1 29.1 24.7 23.1 州 （貨物計） 42.4 35.8 28.4 23.5
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 62.3 68.7 74.8 78.8 乗  用  車 52.4 58.6 66.2 72.1

東 バ      ス 0.3 0.2 0.2 0.2 南 バ      ス 0.3 0.2 0.2 0.2
（乗用計） 62.7 68.9 75.0 79.0 （乗用計） 52.8 58.8 66.5 72.3

小型貨物車 32.9 26.3 20.2 16.4 九 小型貨物車 43.2 36.2 29.3 23.8
普通貨物車 4.5 4.9 4.8 4.6 普通貨物車 4.0 4.9 4.2 3.9

海 （貨物計） 37.3 31.1 25.0 21.0 州 （貨物計） 47.2 41.2 33.5 27.7
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 57.2 66.0 73.6 79.5 乗  用  車 64.1 67.8 72.9 75.8

北 バ      ス 0.3 0.3 0.2 0.2 沖 バ      ス 0.5 0.2 0.4 0.2
（乗用計） 57.6 66.3 73.8 79.7 （乗用計） 64.6 68.0 73.3 76.0

小型貨物車 37.9 29.3 21.5 16.4 縄 小型貨物車 31.5 28.3 22.4 20.2
普通貨物車 4.6 4.4 4.7 3.9 普通貨物車 3.9 3.7 4.3 3.8

陸 （貨物計） 42.4 33.7 26.2 20.3 県 （貨物計） 35.4 32.0 26.7 24.0
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0
乗  用  車 61.2 66.7 72.5 76.7 乗  用  車 60.1 66.2 72.4 76.6
バ      ス 0.3 0.2 0.2 0.2 合 バ      ス 0.4 0.3 0.3 0.2
（乗用計） 61.5 66.9 72.8 76.9 （乗用計） 60.5 66.5 72.7 76.8

小型貨物車 34.7 28.6 22.5 18.4 小型貨物車 34.6 28.3 22.1 18.4
普通貨物車 3.8 4.5 4.7 4.6 普通貨物車 4.9 5.2 5.2 4.9
（貨物計） 38.5 33.1 27.2 23.1 計 （貨物計） 39.5 33.5 27.3 23.2
合      計 100.0 100.0 100.0 100.0 合      計 100.0 100.0 100.0 100.0

近
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臨

海

関

東

内

陸

関

東
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海
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表 5 平均旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「平成 17年 道路交通センサス」 

（単位：km／ｈ）

道路種別 沿道状況 S55年度 S58年度 S60年度 S63年度 H２年度 H６年度 H９年度 H11年度 H17年度

                                                                                        Ｄ Ｉ Ｄ 68.0 71.3 69.6 64.3 63.9 55.0 65.4 60.9 63.9

高速自動車 その他市街部 79.3 85.9 83.6 80.9 75.0 68.0 82.1 71.1 77.9

国道 平 地 部 85.6 85.8 85.7 86.5 87.2 81.2 88.6 86.8 82.9

山 地 部 82.1 81.1 81.3 85.4 86.4 80.2 81.8 79.2 79.4

合　　計 82.9 82.8 82.8 84.4 85.0 78.3 83.5 80.4 79.8

Ｄ Ｉ Ｄ 41.8 43.2 40.0 46.0 50.8 23.6 35.6 42.5 39.0

都市 その他市街部 - 42.7 26.2 56.3 69.0 75.3 55.4 71.6 49.5

高速道路 平 地 部 77.5 57.1 74.0 60.8 75.1 54.3 73.9 72.5 54.3

山 地 部 - - - - - - - 45.2 57.3

合　　計 42.3 43.3 40.1 46.3 51.3 24.6 36.6 44.3 40.4

Ｄ Ｉ Ｄ 52.2 51.0 47.5 51.5 54.8 29.8 42.5 47.7 45.1

高速道路計 その他市街部 79.3 83.8 79.5 79.4 74.7 68.3 80.2 71.1 74.9

平 地 部 85.6 85.7 85.7 86.4 87.2 80.8 88.4 86.6 82.2

山 地 部 82.1 81.1 81.3 85.4 86.4 80.2 81.8 79.1 79.3

合　　計 79.4 76.7 76.1 79.1 80.6 66.6 75.5 75.1 73.7

Ｄ Ｉ Ｄ 25.7 22.1 23.2 23.2 23.2 20.9 21.1 20.8 20.8

一般国道 その他市街部 34.0 30.7 31.8 31.4 31.9 28.8 30.3 29.9 29.9

（直轄） 平 地 部 43.4 40.8 41.8 42.9 41.7 40.5 40.8 40.5 40.4

山 地 部 46.8 46.1 46.0 46.9 46.9 46.4 46.8 45.6 45.8

合　　計 40.9 36.2 37.1 37.5 36.9 34.9 35.3 34.6 34.7

Ｄ Ｉ Ｄ 26.5 22.1 22.2 22.9 23.4 21.1 21.7 22.1 22.1

一般国道 その他市街部 33.8 32.7 31.3 30.8 31.6 30.5 31.5 32.3 32.3

（その他） 平 地 部 39.5 38.8 39.2 40.0 40.4 38.7 40.5 40.6 40.2

山 地 部 39.1 38.8 39.4 40.0 40.6 40.9 40.9 41.7 42.1

合　　計 38.0 36.6 36.7 37.1 37.6 36.7 37.7 38.2 38.2

Ｄ Ｉ Ｄ 26.0 22.1 22.8 23.1 23.3 21.0 21.3 21.3 21.3

一般国道計 その他市街部 33.9 31.8 31.5 31.1 31.7 29.7 31.0 31.1 31.1

平 地 部 41.6 39.8 40.5 41.4 41.0 39.5 40.6 40.5 40.3

山 地 部 41.6 40.5 41.0 41.7 42.1 42.1 42.2 42.6 43.0

合　　計 39.4 36.4 36.9 37.3 37.3 36.0 36.7 36.7 36.7

Ｄ Ｉ Ｄ 23.5 - 18.8 19.5 20.0 18.9 19.8 19.4 20.2

主要地方道 その他市街部 32.1 - 29.0 28.9 29.3 27.6 29.0 29.6 29.8

平 地 部 38.4 - 36.8 37.5 37.9 36.7 37.3 37.2 37.5

山 地 部 37.1 - 37.6 37.8 38.1 36.4 38.3 38.4 38.7

合　　計 36.2 - 33.7 34.2 34.5 32.9 34.0 33.8 34.2

Ｄ Ｉ Ｄ - - - - 20.4 18.7 19.8 19.5 19.8

一般都道 その他市街部 - - - - 28.6 27.5 28.1 28.8 28.7

府県道 平 地 部 - - - - 36.6 35.7 36.7 36.2 36.3

山 地 部 - - - - 35.6 33.8 35.6 35.1 35.1

合　　計 - - - - 33.8 32.1 33.4 33.0 33.1

Ｄ Ｉ Ｄ - - - - 20.2 18.8 19.8 19.5 20.0

地方道計 その他市街部 - - - - 28.9 27.5 28.5 29.2 29.2

平 地 部 - - - - 37.1 36.2 37.0 36.7 36.8

山 地 部 - - - - 36.6 35.0 36.7 36.5 36.5

合　　計 - - - - 34.1 32.5 33.7 33.4 33.6

Ｄ Ｉ Ｄ - - - - 21.2 19.5 20.3 20.0 20.4

一般道路計 その他市街部 - - - - 29.8 28.3 29.3 29.8 29.9

平 地 部 - - - - 38.2 37.2 38.0 37.8 37.8

山 地 部 - - - - 37.7 36.7 38.1 38.0 38.1

合　　計 - - - - 34.9 33.5 34.5 34.3 34.5

Ｄ Ｉ Ｄ - - - - 21.7 19.8 20.8 20.6 21.0

合　　計 その他市街部 - - - - 30.0 28.6 29.7 30.2 30.3

平 地 部 - - - - 38.8 37.8 38.7 38.5 38.6

山 地 部 - - - - 38.4 37.5 39.0 38.9 39.2

合　　計 - - - - 35.5 34.1 35.2 35.0 35.3

 注) １．昭和55～平成２年度の旅行速度はピーク時に調査、平成６年度以降は混雑時に調査したものである。

２．合計は交通不能区間を含む値である。
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表 6 土成 IC～脇町 IC間 

 

 

  

 

 

 

表 7 土成 IC～脇町 IC間 交通量 

 

 

 

 

 

表 8 土成 IC～脇町 IC間 社会的費用の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

表 9 土成 IC～脇町 IC間 高速道路投資の便益と費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

路線名 観測地点 距離 所要時間 高速での時速 一般道での時速 高速距離（ｋｍ）高速での時間（分）料金

御所CC～穴吹駅 徳島自動車道 土成IC～脇町IC 19 14.4 80 40 18.8 0.235 650

県道鳴門池田線 美馬市脇町字猪尻 20.6 30.9 - 40 - -

（単位：円/台）

費用項目 高速道路ルート 一般道ルート

利用者費用（税・料金除く） 738.8 1426.5

　時間費用（分） 622.9 1336.6

　走行経費（税・料金を除く） 115.9 90.0

税・料金小計 750.4 126.4

　高速道路料金（円/台） 650 0

　燃料税 100.4 126.4

一般化費用 1489.2 1552.9

外部費用小計 62.1 194.5

　温暖化ガス 31.0 42.0

　大気汚染 15.9 21.5

　事故費用 15.2 131.0

社会的費用 800.8 1775.3

平日交通量 休日交通量 1000円高速 無料平日 無料休日

高速道ルート 7863 8700 10195 10798 11948

一般道ルート 14913 16500 15005 15005 11978

費用・便益 金額・便益費用比 単価等

年あたり便益・管理費（億円/年）

　消費者余剰の増加 3.13

　政府収入増加便益 18.17

　外部費用減少便益 3.40

　管理費 -8.83

　純計 15.87

便益の割引現在価値（億円） 326.62 割引率4%

建設費用（億円） 941.9 50.1億円/㎞

便益費用比 0.346779235
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表 10 土成 IC～脇町 IC間 休日料金割引ケースの便益と費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

表 11 土成 IC～脇町 IC間 無料化ケースの便益と費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

費用・便益 金額・便益費用比

年あたり便益・管理費（億円/年）

　現行料金の消費者余剰の増加 3.13

　　　　　　政府収入増加便益 18.17

　　　　　　外部費用減少便益 3.40

　割引料金の消費者余剰の増加 0.59

　　　　　　政府収入増加便益 1.3

　　　　　　外部費用減少便益 0.1

　管理費 -8.83

　純計 17.86

便益の割引現在価値（億円） 376.88

建設費用（億円） 941.9

便益費用比 0.400137178

費用・便益 金額・便益費用比

年あたり便益・管理費（億円/年）

　現行料金の消費者余剰の増加 3.13

　　　　　　政府収入増加便益 18.17

　　　　　　外部費用減少便益 3.40

　無料の消費者余剰の増加 3.60

　　　　　　政府収入増加便益 -0.29

　　　　　　外部費用減少便益 1.47

　管理費 -6.18

　純計 23.30

便益の割引現在価値（億円） 425.10

建設費用（億円） 941.9

便益費用比 0.440897576
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表 12 現行料金・休日割引・無料化時による費用便益比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 13 無料化時の費用便益比―第 2段階分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行料金 休日割引 無料化

徳島自動車道 土成IC～脇町IC 0.336586129 0.400137178 0.440897576

大分自動車道 九重IC～湯布院IC 0.598644694 0.719368697 0.907496241

名神高速道路 八日市IC～竜王IC 5.472306534 5.789828027 6.822496595

米子自動車道 溝口IC～米子IC 0.219434119 0.342077812 0.274978519

高知自動車道 高知IC～伊野IC 0.342744773 0.370909093 0.514294474

首都高速道路 台東区東上野４丁目２６ 1.793105694 1.810868213

首都高速道路 大田区羽田空港３丁目 8.547436595 9.116379678

首都高速道路 港区芝３丁目２ 15.2460265 15.15043597

首都高速道路 港区六本木５丁目１８ 8.513646073 8.548178556

首都高速道路 大田区平和島２丁目１ 3.090071537 3.172316409

首都高速道路 世田谷区用賀４丁目５ 8.429915053 8.319504856

阪神高速道路 大阪市東成区東今里１丁目 5.280403398 5.253609125 5.434968193

阪神高速道路 大阪市港区石田３丁目 2.180113586 2.19089823 2.126045241

阪神高速道路 堺市南清水町１丁目 1.079294508 1.063813483 1.15804304

阪神高速道路 大阪市西淀川区歌島４丁目 1.761156612 1.732961886 1.627683763

名神高速道路 彦根IC～八日市IC 3.981559249 4.117697025 4.758672097

北陸自動車道 福井IC～鯖江IC 2.452562365 2.547765585 2.921417054

中央自動車道 岡谷JCT～伊北IC 2.887392818 3.121034178 4.072441731

東名高速道路 厚木IC～秦野中井 6.84954686 7.074587925 8.036775004

東名阪自動車道 四日市IC～あかつき台 5.854698082 5.95196271 6.479457383

伊勢自動車道 津IC～久居IC 1.900361812 1.980764805 2.294836156

東北自動車道 恵庭IC～北広島IC 1.270734461 1.345467469 2.014765083

上信越自動車道 松井田妙義IC〜碓氷軽井沢IC 0.757751574 0.947497136 1.907276985

磐越道自動車道 猪苗代磐高原IC〜磐梯河東IC 0.139579269 0.237562025 0.929275624

関越自動車道 水上IC〜湯沢IC 0.815333086 1.016819387 1.892327395

関越自動車道 東松山IC〜嵐山小川IC 4.062596328 4.277114392 5.858744573

常磐自動車道 北茨城IC～いわき勿来IC 0.137316606 0.257199258 1.007678591

東北自動車道 泉IC〜大和IC 1.41220058 1.527602158 2.46776995

道路名 計測区間・地点
B/C

無料化 70km/時での無料化 環境原単位＋10%

徳島自動車道 土成IC～脇町IC 0.44089758 0.423137465 0.452491397

大分自動車道 九重IC～湯布院IC 0.90749624 0.864311006 0.909447495

名神高速道路 八日市IC～竜王IC 6.8224966 6.595277544 6.845461405

米子自動車道 溝口IC～米子IC 0.27497852 0.343973455 0.365285224

高知自動車道 高知IC～伊野IC 0.51429447 0.48179577 0.481659317

名神高速道路 彦根IC～八日市IC 4.7586721 4.343628649 4.772552003

北陸自動車道 福井IC～鯖江IC 2.92141705 2.713942526 2.934734591

中央自動車道 岡谷JCT～伊北IC 4.07244173 3.907387648 4.088481715

東名高速道路 厚木IC～秦野中井 8.036775 7.702407701 8.058825167

東名阪自動車道四日市東～四日市 6.47945738 6.197396738 6.504606339

伊勢自動車道 津IC～久居IC 2.29483616 2.176359934 2.305136975

東北自動車道 恵庭IC～北広島IC 2.01476508 1.899873711 2.072591989

上信越自動車道松井田妙義IC〜碓氷軽井沢IC 1.90727698 1.728701879 1.967554856

磐越道自動車道猪苗代磐高原IC〜磐梯河東IC 0.92927562 0.831051179 0.970805885

関越自動車道 水上IC〜湯沢IC 1.8923274 1.840277079 1.96240584

関越自動車道 東松山IC〜嵐山小川IC 5.85874457 5.597649403 5.738811563

常磐自動車道 北茨城IC～いわき勿来IC 1.00767859 0.954854892 1.050199486

東北自動車道 泉IC〜大和IC 2.46776995 2.358293834 2.534755643

道路名 計測区間
B/C
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表 14 無料化時の費用便益比―第２段階分析(阪神高速道路) 

 

 

 

 

 

 

表 15 平日のみ・無料化時の費用便益分析、及びそのグラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行 割引 無料化 -5km/時 -10km/時 環境原単位＋10%

阪神高速道路 大阪市東成区東今里１丁目 5.280403398 5.253609125 5.434968193 5.375457049 4.91700375 5.446420071

阪神高速道路 大阪市港区石田３丁目 2.180113586 2.19089823 2.126045241 2.067385672 1.648069363 2.126029692

阪神高速道路 堺市南清水町１丁目 1.079294508 1.063813483 1.15804304 1.128118309 0.897169939 1.15880924

阪神高速道路 大阪市西淀川区歌島４丁目 1.761156612 1.732961886 1.627683763 1.585736729 1.305155766 1.629518195

道路名 計測区間
B/C

無料化 平日のみ無料 平日無料・休日割引

徳島自動車道 土成IC～脇町IC 0.440897576 0.404531158 0.421317371

大分自動車道 九重IC～湯布院IC 0.907496241 0.799411934 0.856012809

名神高速道路 八日市IC～竜王IC 6.822496595 6.45927001 6.57811905

米子自動車道 溝口IC～米子IC 0.274978519 0.251972971 0.229722684

高知自動車道 高知IC～伊野IC 0.514294474 0.456239326 0.467789423

名神高速道路 彦根IC～八日市IC 4.758672097 4.513162048 4.649299824

北陸自動車道 福井IC～鯖江IC 2.921417054 2.761813423 2.857016643

中央自動車道 岡谷JCT～伊北IC 4.072441731 3.642180977 3.875822337

東名高速道路 厚木IC～秦野中井 8.036775004 7.647431348 7.872472413

東名阪自動車道 四日市IC～あかつき台 6.479457383 6.311179445 6.408444072

伊勢自動車道 津IC～久居IC 2.294836156 2.161072609 2.241475603

東北自動車道 恵庭IC～北広島IC 2.014765083 1.80928602 1.884019028

上信越自動車道 松井田妙義IC〜碓氷軽井沢IC 1.907276985 1.52215081 1.711896372

磐越道自動車道 猪苗代磐高原IC〜磐梯河東IC 0.929275624 0.664018507 0.762001263

関越自動車道 水上IC〜湯沢IC 1.892327395 1.517409005 1.718895306

関越自動車道 東松山IC〜嵐山小川IC 5.858744573 5.09046227 5.303406594

常磐自動車道 北茨城IC～いわき勿来IC 1.007678591 0.719482915 0.839365567

東北自動車道 泉IC〜大和IC 2.46776995 2.167544855 2.282946433

道路名 計測区間
B/C
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 公立小中学校の耐震化はなぜ進まないのか1 

～全市区町村のマイクロデータによる要因分析を用いて～ 

 

安東奈々・上野智子 

伊達章平・田中沙夜・番匠一光 

 

要旨 

 

わが国では地震による被害が後を絶たず、今後も東海地震、南海・東南海地震、首都直下型地震などの切迫性が指摘さ

れ、甚大な被害をもたらす危険に晒されている。 

兵庫県南部地震（1995年）発生時における死者の 8割の死因が建物倒壊による圧死であり、そのうち過半数の建物が、

新耐震基準を満たしていないものであった。これを契機に、地震防災で最重要の一つである建築物の耐震改修工事につい

て、現行の耐震基準（1981年施行、以下新耐震基準」とする）を満たさない建物に対してより積極的に行うことが求め

られた。後に制定された「耐震改修促進法」（同年）においてその建築物の耐震化を促した。最近では中央防災会議（2005

年）において建築物の耐震化を国家的緊急課題とし、「改正耐震改修促進法」（2006年）で自治体に耐震促進計画を義務

付けるなど、行政による耐震化への積極的な取り組みは継続して行われている。しかしながら、1981年以前の建物に係

る耐震化率は 44.9％しかなく、耐震化の遅れが依然として問題であることがうかがえる。 

そこで我々は、政府や各地方自治体の地震防災に対する取り組みを分析するため、公共施設、特にその中でも災害時の

避難場所として、児童の安全確保として重要な役割を果たす公立小中学校の耐震化に着目した。すると、2009年 4月 1

日現在、全国での耐震化率は平均して 67.0％と低く、最高の神奈川県(99.8%)と最低の長崎県(46.6%)との間に大きな差

があり、耐震化率の地域格差も生じていることが判明した。公立小中学校に対する耐震改修に関してよりたい進化を促す

ような対策が急務であるといえる。 

以上の問題意識より、耐震化を促進するために地域格差の要因を明確にする必要があると考えた。そこで、都道府県別・

市区町村別の「公立学校施設の耐震改修状況調査」や「財政状況等一覧表」等のデータを用い、線形ロジットモデルで回

帰分析を行った。分析においては、石川・福重（2006）を先行研究とした。その結果、まず市区町村ごとの分析では、東

海、東南海・南海など大地震の切迫性から耐震促進を進めるよう指定された地域、また財政状況の良い地域において耐震

化が進んでいることがわかった。また、都道府県別での分析の結果、現行の耐震基準を満たさない建物が多く、耐震診断

を判定する機関が少ない地域ほど耐震化が遅れることがわかった。これを踏まえそれぞれ考察を行い、耐震化を推進する

ための 3つの政策提言を行った。 

 

                                                   
1 本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、天野洋文様（株式会社 ケー・シー・エス）、風間規男教授（同志社

大学）、壁谷順之様（同志社大学院生）、砂川智和様（吹田市教育委員会）、林宏昭教授（関西大学）、本西泰三教授（関西大学）、柳橋正

廣様（産業政策計画研究所株式会社）から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本

稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 
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Ⅰ はじめに 

 

日本は地震大国と言われ、いつどこで地震が発生しても

おかしくない状況にある。実際、過去に関東大震災・兵庫

県南部地震（阪神・淡路大震災）・新潟県中越沖地震など

の大きな地震を経験しており多数の犠牲者がでている。 

2008 年 5 月に中国四川省で発生した大地震は記憶に新

しいが、この地震では、多くの小中学校が倒壊し、多数の

児童の犠牲者が出た。翌月には国内でも、岩手・宮城内陸

地震が発生したことによって学校施設にひびが入るとい

う被害が報告された。 

日本では、「耐震改修促進法」（1995 年）、「改正耐震改

修促進法」（2006年）といった耐震化に関する制度が制定

されているが、2009 年の文部科学省の公立学校施設の耐

震改修状況調査によると、耐震基準も満たしている小中学

校は 67%となっており、いまだ耐震の基準をクリアしてい

ない学校がある（図 1）。子供たちが安全かつ安心して教

育を受けられる場である学校において中国四川省でのよ

うな被害は二度と起きてはならない。さらに地域により耐

震化率に差があり、地域によって安全性に差が生じている

ことも問題であると考える。 

以上の現状を踏まえ、本稿では市区町村と都道府県のデ

ータを用い 2段階で分析を行った。その結果から公立小中

学校の耐震化の遅れの原因をさぐり、耐震化を促進させる

政策提言を行う。 

なお本稿の構成は以下の通りである。第Ⅱ章で日本にお

ける地震についての現状を述べたあと、地震に対する様々

な政策について述べる。第Ⅲ章では、防災について研究が

なされた先行研究を紹介し、本稿の意義を述べる。第Ⅳ章

では公立小中学校の耐震化率についての分析を行い、その

考察を行う。第Ⅴ章では第Ⅳ章の分析結果から学校耐震化

がより進むための政策を提言する。そして第Ⅵ章に今後の

展望を述べ、結びとする。 

 

 

 

Ⅱ 現状 

 

１ 地震大国日本 

 

関東大震災（1923年 9月）や兵庫県南部地震（阪神・

淡路大震災（1995年 1月）、新潟県中越地震（2004年 10

月）など、日本では地震による被害が後を絶たず、2008

年 6月 14日に発生した岩手・宮城内陸地震、日本列島の

内陸部の活断層の危険をまざまざと示した。この地震の震

源域北東部までのびている断層は，これまでの研究では活

断層として認識されたものではなかった。更に今後も、東

海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の発生の切迫

性が指摘されており、我が国はいつ、どこで地震が発生し

てもおかしくない状況下にある。また今世紀前半に発生す

る可能性が高いといわれている東海・東南海・南海地震発

生時の被害想定12によると、発生時刻などで被害状況は変

わるものの、最悪の場合、死者は約 2万 4700人、震度 7

の激しい揺れや 10メートルを超える津波で約 96万棟の住

宅などが全壊、経済被害は約 81兆円に達するとしている。

このようにひとたび発生すれば、多大な被害をもたらす地

震の危険に日本は常に晒されているのである。しかしなが

ら、約 2000にもおよぶ活断層の調査は大幅に遅れており、

また 2009年 8月 1日から 2日に野村総合研究所が行った

「地震防災対策に関する意識調査」によると、過半数の人

が、近い将来「大規模な地震に遭遇する」「居住している

住宅が甚大な被害を受ける」と回答しているものの、住宅

の耐震化が必要とみられる人の過半数は、耐震化を必要と

は考えていないという結果が出され、備えも十分ではない

実態が浮き彫りとなるなど、地震防災に関する人々の意識

は決して高いものとは言えない。 

建築物の耐震改修については、中央防災会議で決定され

た「建築物の耐震化緊急対策方針」（2005）において、全

国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とさ

れるとともに、東海、東南海・南海地震に関する地震防災

戦略（2003年）において、10年後に死者数及び経済被害

額を被害想定から半減させるという目標の達成ための最

も重要な課題とされ、緊急かつ最優先に取り組むべきもの

                                                   
 

2 2003年 9月、中央防災会議が公表 
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として位置づけられている。特に切迫性の高い地震につい

ては発生までの時間が限られていることから、効果的かつ

効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められ

ている。 

 

２ 今後予想される地震とその被害予想 

 

前述において今後の大地震の切迫性を挙げたが、ここで

その予想される主な地震について、例を挙げながら紹介す

る3。まずは東海地震について、例えば朝 5 時にマグニチ

ュード 8の地震が発生した場合、揺れ、火災や津波などに

より建築物が約 26万棟全壊、死者は 7900～9200人、経済

的被害が約 37 兆円にのぼると想定されている。次に東南

海・南海地震について、この地震はおおむね 100～150 年

の間隔で発生しており、前回が 1944 年に発生しているこ

とから、今世紀前半での発生が懸念される。ここでも同様

の条件で発生すると仮定すると、約 33 万棟の建築物が全

壊し、死者は約 1万 7800人、経済被害は最大で 56兆円の

損失となると予想されている。3つ目に日本海溝・千島海

溝周辺海溝地震について、この地震はマグニチュード 7～

8クラスの大規模な地震が繰り返し発生し、北海道、青森

県、宮城県の太平洋沿岸の一部で震度 6弱以上の強い揺れ

が生じる。また北海道の太平洋沿岸の一部で 15 メートル

以上、三陸海岸の一部で 20 メートル以上の大規模な津波

が発生すると予想されている。また、これら 3つの大地震

に関しては、東海・南海・東南海連動型地震として様々な

組み合わせの可能性を持ちながら、近い時期に発生、最悪

の場合同時に発生する危険性が否定できないとされてい

る。もしこれが現実のものとなった場合、太平洋ベルト地

帯全域に地震動による被害が及び、地域相互の救援・支援

は実質不可能となると見られている。今後発生が予測され

ている連動型地震のうち最大のものはマグニチュード

8.7 に及び、津波も最大で 20mを超えるとされている。被

害想定は、建物全壊 50万棟以上、死者数 2～3万人、経済

被害は 53～81兆円とも言われている。        

最後に、首都直下型地震について、東海地震と同様の条

件設定で、建築物の被害が約 23万棟、死者 5300人、経済

被害が 112兆円と予想されている。さらに首都ということ

もあり、都心部への滞在者が特に多いと考えられる昼 12

                                                   
3 中央防災会議公表のものを利用 

時に発生したと想定すると約 650 万人の帰宅困難者が発

生すると想定されている。こちらについても、首都直下地

震対策大綱による災害対策が行われている。 

 以上の地震は全てすでに防災計画が策定されており、被

害の危険性がある地域は強化地域・推進地域に指定され対

策が進められているが、それについては本稿の分析におい

ても加味しているため、分析の章にて詳細を述べる。 

 

３ 地震対策に関する制度の変遷 

 

 1995 年 1月 17日に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡

路大震災）での犠牲者は 6400人を超え、約 21万棟の家屋

が全半壊した。また、犠牲者の 8割弱が建築物の倒壊等に

よる圧迫死であり、その 9割が古い木造住宅であったと報

告されている4。1981年 6月に建築基準法が改正されたが、

建設省（現国土交通省）の建築震災調査委員会の報告によ

れば、現行の新耐震基準以前に建築された建築物に被害が

多く見られ、一方で、それ以降に建築された比較的新しい

建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当

であると考えられている。 

この教訓をもとに 1995 年 12 月 25 日に「建築物の耐震

改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」が施行され、

現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に

耐震診断や改修を進めることとされた。 

2004 年には「東南海・南海地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法」、「日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が

公布され、地震が発生したとき、著しい災害が想定される

地域を指定し、「被害想定」「対策大綱」「応急対策要領」

などが定められ、自治体や事業所にはそれぞれの地震を想

定した防災計画策定が要求されることとなった。 

さらに「改正耐震改修促進法」が 2006 年 1 月に施行さ

れ、大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の

耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込ん

だ耐震改修計画の作成が都道府県に義務付けされ、地方公

共団体による耐震改修等の指示等の対象に、幼稚園、小中

学校、老人ホーム等の追加がなされることとなった。近年

では 2008 年 5 月に中国・四川大地震によって学校が倒壊

したことを受け、日本でも 2008 年 6 月に改正地震防災対

                                                   
4 2003年度「復興の総括・検証」中間報告（神戸市）による。 
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策特別措置法が施行され、地震の震動及び衝撃に対して倒

壊し、又は崩壊する危険性が高いとされる Is 値50.3 未満

の公立小中学校等の建物について、地震補強事業について

は補助率を 1/2から 2/3、コンクリート強度等の問題によ

り、やむを得ず行う改築事業については補助率を 1/3から

1/2 へと引き上げることとされ、公立小中学校の建物につ

いて、市町村に対し耐震診断の実施、耐震診断の結果（各

建物の Is値等の耐震性能）公表が義務付けられた。 

 

４ 公立小中学校の耐震改修 

 

 以上のような法律で新耐震基準を満たさない建築物の

耐震改修が義務付けられ、政府は速やかな耐震診断の実施

及び結果の公表や、耐震診断の結果、緊急性の高い建物か

ら優先的に耐震化に取り組むことを通知するなど、設置者

の耐震化への取組を指導、支援している。このように、年々

耐震化に対する要求は高まっているにも関わらず、建築基

準法改正（1981 年）以前に建てられた公立小中学校に係

る耐震化率は 2009年 4月 1日現在で 44.9％に過ぎず、法

改正に追い付いていない現状が見てとれる（図 2）。 

そこで我々は、日本政府、各地方自治体の地震防災に対

する取り組みを分析するため、公共施設、特にその中でも

公立小中学校の耐震化に着目した。公立小中学校は災害時

の児童生徒の安全確保、教育活動の場としても重要な意義

を持ち、また先に記した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震

災）の際にも校舎が避難場所として使用されていたという

例もあるように、非常災害発生時の地域住民の応急的な避

難場所として指定されることが多く、地域住民にとって最

も身近な公共施設であるともいえる。このため、平常時の

児童･生徒の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設とし

ての機能確保の観点からも公立小中学校の耐震性確保が

求められるとの認識のもと、強力に公立小中学校の耐震化

の促進に取り組むべきであると考える。 

なお、日本における小中学校の耐震改修状況は、文部科

学省が各都道府県教育委員会を通じて行っている「公立学

校施設の耐震改修状況調査」によって知ることができる。 

 

                                                   
5「国土交通省告示第 184号」（2006年）において Is値について、

Is値 0.3未満は、大規模地震に対して倒壊または崩壊する危険性

が高いとされ、Is値 0.6以上は、倒壊または崩壊する危険性が低

いとされている。 

５ 公立学校耐震化の流れ 

 

 1981 年 6 月の建築基準法改正以降の新基準により建設

された建物は､概ね震度 6 強の地震に対して安全であると

されていることから、それ以前に建設されたものについて、

耐震診断を実施し、耐震性がないと判断されたものは、補

強又は改築工事を実施し、地震に対する安全性を確保する

ことを目的として耐震改修は行われる。 

耐震診断とは、建物が 1981 年 6 月の建築基準法改正以

降の新基準と同等以上の耐震性を有するかを判定するた

めの調査であり、各社団法人（建築士事務所協会等）制定

の、「建築物耐震診断・改修判定委員会設置要綱」に基づ

き設置された、耐震判定委員会（以下判定委員会とする）

による審査を経て、改築・補強が必要と判断されれば、耐

震設計を行い、再度判定委員会による審査を通して、最終

的に建築業者6によって耐震化工事が行われる。判定委員

会について、判定委員は、大学教授等学識経験者の建築構

造専門家によって構成される。耐震改修促進法や義務教育

諸学校施設費国庫負担法に基づき、特定行政庁や文部科学

大臣から補助金の交付を受ける場合、第三者による客観的

な評価である耐震判定委員会の判定を受ける必要がある。 

 

Ⅲ 先行研究・本稿の意義 

 

１ 先行研究 

 

地震に関する研究は多数あるものの、人々の危険回避選

好についてものや、地震発生時の被害における経済被害の

予測をしたもの、人々の防災意識についてのものが多く、

耐震化についての実証分析はあまり見当たらなかった。そ

の中で石川・福重（2006）では、今後予想されている大き

な地震（東海・東南海・南海地震）の被害の予想や、兵庫

県南部地震（阪神・淡路大震災）における住宅の倒壊によ

る被害の大きさを指摘し、耐震改修を最優先課題としてい

る。これを受けた様々な住宅改修における支援制度が各地

                                                   
6 建築業者について、「地方自治法施行令第百六十七条の十の二」

（1947年）に基づき、一般競合入札において決定する。 
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方公共団体でも行われていていることに着目し、これらの

支援制度が居住者の住宅改修に対してどれほどの効果を

もたらしているのかを都道府県別のデータに基づき線形

ロジットモデルを用いて分析を行っている。その結果、都

道府県ごとの耐震診断・耐震改修支援制度は住宅の耐震改

修率には有効でなかったが、市町村レベルでの耐震診断・

耐震改修支援制度は有効であるという結果が導き出され

た。また外谷（2009）では都道府県の 3期間パネルデータ

を用い、自然災害の人的・物的被害と防災政策の関係を、

人的・物的被害の指標として「死者数」「負傷者数」「一人

当たり物的被害額」等を、防災政策として「一人当たり災

害復旧投資額」等を用いて研究している。結果、台風と地

震に対し両方とも事前政策が被害軽減に有効であること

が、特に地震に対しての方がその効果が大きいということ

が明らかになった。このように地震に対する事前準備であ

る耐震化は地震大国日本においては最重要課題とされて

いる。しかし、田中（2008）によれば、自然リスクとは一

般的に「発生確率」と「被害の大きさ」の積で表されるが、

地震の場合、低い発生確率と被害の規模が非常に大きく面

的な広がりを持つという特殊性から正確なリスクを算出

することができず、そのため、事前対策の困難さがあると

も指摘されている。以上の先行研究より、耐震化は重要で

あり、支援制度によって促進させられることもあるが、一

方でそれを阻害する要因があることが問題となっている

ことも明らかになった。 

 

２ 本稿の意義 

 

 以上のようにいくつかは耐震化に対する研究もなされ

てはいたが、住宅や企業の耐震化に着目しているものなど

個人の意識の問題に関わるものが多く、あまり具体的な政

策が提言されていなかった。そこで本稿では、今まではあ

まりとりあげられていなかった公立小中学校の耐震化に

着目した。市区町村間・都道府県間での耐震化の格差の原

因を探ることで、耐震化の支障となっている事柄を明らか

にし、新たな対策を打ち出すことができる。更に、住宅や

企業のように個々人の意識にかかわる問題よりも、行政に

関わる問題といえることから、より制度的な面から追究す

ることができると期待している。また分析に使用するデー

タに関しては、公立小中学校の耐震化を管轄しているのが

主に市区町村であることより、全市区町村のものを用いた。

このため先行研究よりサンプル数が増え、より詳細な分析

を行うことができた。しかしながら、一部データの制約上

市区町村では分析することができなかった項目について

は都道府県データを用いて行った。また現状や政策提言に

ついては、いくつかの市に問い合わせることで現場の意見

を伺うことができ、現場の声も考慮した研究とすることが

できた。 

以上より、本稿では公立小中学校耐震化の障害となって

いる問題を明らかにし、より耐震化が進む一助となること

を目的としている。そうすることで、子供達に安全で安心

な教育の場を提供すること、さらに学校は自然災害発生時

の避難施設としても用いられることから、近隣住民が安心

して暮らせる地域づくりをするという点において、本稿は

有益な研究であると考える。 

 

Ⅳ 分析 

 

１ モデル 

 

 市区町村、都道府県の耐震改修需要モデルは線形ロジッ

トモデルが有効である。よって本稿におけるモデルは以下

のように設定する。 

 

＊分析①：市区町村別耐震改修需要モデル＊ 

 

市区町村別公立小中学校耐震化率 

定数項 

各市区町村の人口増加率 

各市区町村の経常収支比率 

各市区町村の統廃合計画数 

各市区町村の 1981年以前建築物割合 

日本海溝・千島海溝・千島海溝周辺推進地域ダミー  

東海地震対策強化地域ダミー 

東南海・東海地震対策推進地域ダミー 

＊分析②：都道府県別耐震改修需要モデル＊ 
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 各都道府県の耐震改修を必要とする一学校 

たりの判定委員会数 

 

 

だがロジット変換をすると必然的に誤差項εが不均一

分散となるため、最小分散の性質を失い BLUE（best liner 

unbiased estimator）ではなくなる。その分散は  

であるため、ウェイトを 

 

とする。 

 

上記のような、加重最小二乗回帰モデルを用いるのが一般

的であるため本稿においてもウェイトをかけたモデルを

採用することとする。 

 モデルにおける被説明変数の耐震改修率 Pi には、全市

区町村と全都道府県の耐震改修率の二つを用いる。二つモ

デルを設定する理由は、データ制約から全市区町村のモデ

ルで分析できない変数を全都道府県においてみるためで

ある。 

 

２ 分析（市区町村） 

 

以下、全市区町村で用いた説明変数について述べる。市

区町村の分析においては、説明変数として（１）地域要因、

（２）財政要因、（３）学校特性要因、（４）その他要因に

大別できるものを候補とし、これらが被説明変数にどのよ

うな影響を与えるかをみる。 

 

（１） 地域要因について 

東海強化地域ダミー、東南海・南海推進地域ダミー、日

本海溝・千島海溝・千島海溝周辺推進地域ダミーを用いた。

東海強化地域とは、大規模地震対策特別措置法（1978）第

3 条第 1 項（「大規模な地震が発生する場合に著しい地震

災害が生じるおそれがあるため、地震防災に関する対策を

強化する必要がある地域を強化地域として指定する。」）に

基づき指定された、地震防災対策強化地域を指す。推進地

域とは、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（2004）第 3 条第 1 項（「東南海・南海地

震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあ

るため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南

海・南海地震防災対策推進地域とする」）、及び日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（2005、東海・東南海と同様の内容）に基

づいて指定された地域を指す。これらに指定されることに

より、地震防災体制を強化する様々な対策の推進を図るよ

う国から指示を受け、それに関して一部補助も出されるよ

うになる。なお、2007 年度全国において一律化される前

段階に、強化・推進地域は「安全・安心な学校づくり交付

金」において比較的有利な財政支援の算定方法が取られた。

分析に用いたデータは基本的に 2006 年度のものを用いて

いるため、全市区町村の耐震化率のばらつきと相関をもつ

ものと想定している。すなわちこの変数が仮に正に有意と

判断されれば以下のような因果関係が考えられる。国から

の地震の危険性に関する情報を明示されるため、または国

からの補助が優遇されることによって、公立学校の耐震化

促進への意識が高まり、地域行政の重要課題として優先し

て行われるようになるため、指定外地域よりも耐震化が進

むことが考察されうる。本来であれば地震発生確率を用い

るべきであるが、上記のダミー変数と強い相関が計測され

たために、多重共線性の問題を回避すべく変数から落とす

こととした。なお地震発生確率は都道府県のモデル組み込

まれているためここでは説明を割愛する。 

それに加え、総務省統計局公表の、都道府県・市区町村

別人口増減率（2000 年～2005 年）を学校耐震改修に影響

を及ぼす指標として考え、その値を説明変数に設定する。

人口増減率は自然動態と社会動態の二つからなり、 

自然動態：自然増減＝出生児数-死亡者数 

  社会動態：社会増減＝入国超過数＋国籍異動者数（日

本人について）＋市区町村間(または都道府県間)転入超過

数 

と定義される。すなわち自然人口増数が多いもしくは社会
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人口増数が多い市区町村は、居住地としての評価が高く、

市区町村(または都道府県)にとってその状態は望ましい

と考えられる。すなわちその状態を維持するために建物の

耐震改修を積極的に行うインセンティブが生まれるだろ

う。よって符号条件は正である。 

最後に統廃合・改築の計画数を用いた。統廃合・改築が

予定される場合、耐震改修を先延ばしにするか、もしくは

行わないという決断が耐震改修を進める主体でとられる

可能性が高いのではないか。よって期待される係数は負で

ある。また厳密には、被説明変数で用いた耐震改修率と同

じ年のデータを使うことは正しくないかもしれないが、ど

の年度でのデータを用いるかを恣意的に決めることを避

けるため、あえて同年のデータを用いることとした。 

 

（２） 財政要因について 

各地方自治体の経常収支比率を説明変数とすることで、

地方自治体の財政状況が耐震改修の実施に影響を与える

か否かを調べる。経常収支とは地方公共団体の財政構造の

弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費

のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に

充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心と

する毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、

減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合

である。この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの

程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど

財政構造の硬直化が進んでいることを表す。また一般的に

80％を超えると弾力性が失いつつあるといわれている。よ

って経常収支比率が高いほど耐震化が遅れていることが

わかれば、財政状況の悪い自治体への対策を検討していか

なければならない。したがって符号条件は負である。 

 

（３） 学校特性要因について 

 全市区町村ごとの小中学校全棟数に占める、1981 年以

前の学校棟数割合を設定する。1981 年に特定建築物にか

かる耐震化基準が改定され、それ以前の建築物は耐震基準

を満たさないものが多いことは明らかなので過少定式化

を避けるために導入した。よって 1981 年以前学校割合が

大きい市区町村においては学校の耐震化が進んでいない

という傾向を統計的にとらえることが目的である。よって

符号条件は負である。 

 

３ 考察（市区町村） 

 

 以上の説明変数を用いた分析（表 2）より、日本海溝・

千島海溝・千島海溝周辺推進地域ダミー以外の説明変数全

てが説明力を持つことから、耐震化率の地域格差の要因は

多岐かつ複合的に考えられるが、まずは、説明変数ごとに

順に考察していく。 

 

（１） 地域要因 

人口増加率が高い、すなわち人口の社会増及び自然増の

割合が高い地域は、自治体の動きが活発で地域行政に対す

る姿勢が積極的であるがゆえに、耐震改修率に正の影響を

もっていたといえる。統廃合に関しても、予想通りの符号

が得られた。すなわち統廃合・改築の計画により、自治体

は耐震化を遅らせているという結果である。しかしこの結

果をもってして、統廃合が問題だ、というわけではない。

統廃合・改築を実施すれば、耐震基準を満たさない学校の

総数が減るため耐震改修率は上がるからである。つまり、

統廃合・改築か耐震改修かという二択を早急に選択するこ

とが重要であると考える。 

次に重点地域ダミーについてであるが、まず、日本海

溝・千島海溝・千島海溝周辺推進地域が説明力を持たなか

ったことについては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が施行さ

れたのが 2005年であることより、2006年の耐震化率にほ

とんど影響しないことが原因と考えられる。よって、東海

強化地域、南海・東南海推進地域についてのみ考察してい

く。強化・推進地域が正の説明力を持つ結果より、これら

に指定されている自治体において耐震化が促進されてい

ることがわかる。すなわち、この指定が、耐震改修工事に

着手する動きを早めていることが言えるのではないか。先

の強化・推進地域についての説明でも触れたとおり、指定

されたことで早急な防災体制の強化を図らざるを得なく

なったため、その一環として公立学校の耐震改修も積極的

に行われるようになったことがこの結果に表れていると

考えられる。補助金の支給も防災体制強化を促進した要因

としては大きいが、その補助金が公立学校の耐震改修工事

にも充てられているかが不明なため、これが公立学校耐震

化率を上げる大きな要因とは断定しがたい。よって、本稿



 

 56 

では強化・推進地域に指定されたことによる自治体の意識

向上が要因であると仮定する。 

 

（２） 財政要因 

経常収支比率の係数が負の説明力を持つ、すなわち財政

状況の悪い自治体は耐震化率も悪いという当然の結果を

受け、耐震工事に関する国からの補助金という形の支援を

有効に利用していないのではないかと考える。新耐震改修

促進法において補助金について明記されてはいるが、それ

は耐震診断結果の善し悪しに準じて補助の度合いを設定

したものであり、各自治体の財政状況を考慮したものでは

ない。よって、現在の耐震促進政策が、財政状況の悪い自

治体にとって特段好ましいものとはなっていないため、さ

まざまな地域行政の課題がある中で敢えて耐震工事を優

先的に行おうとする機運は高まらないと考える。安全・安

心な学校づくり交付金についても、財政状況にかかわらず

一律の割合で補助を出していることから、同様に財政状況

の悪い自治体が耐震改修工事を積極的に行う誘因とはな

りがたい。このように財政状況の悪い自治体は依然として

耐震化が遅れている中で、来年には補助の期限が切れてし

まうことは問題であるため、早急に補助の延長を検討すべ

きである。 

財政状況の良し悪しにかかわらず耐震化促進し得るよ

うに、補助制度の見直しも徐々に行うべきであると考える。 

以上の経常収支比率や重点地域ダミーの結果から財政

面と意識面に大きな要因があることが考えられるが、ここ

で注目すべきは 1981年建物割合の結果である。1981年以

前の建物、すなわち新耐震基準を満たしていない建物が多

い市区町村ほど耐震化率が低いのは当然のことであるが、

そういった市区町村ほど耐震改修工事を行わなければい

けない学校数が多いため、財政状況の善し悪しや耐震化に

対する積極性の有無に関わらず、全ての耐震改修工事を完

了させるのに時間がかかる、すなわち耐震化率が上がりに

くくなる。これは、財政面や意識面の問題が解決されてい

ても、耐震工事をスムーズに行える基盤が整っていなけれ

ば耐震化が進まず結果が出ないことを表している。よって、

耐震改修促進には財政支援や意識向上施策よりも、実際に

工事を行う際に障害となる問題を解決することが第一と

考えられる。 

４ 分析（都道府県） 

 

 全市区町村における分析結果、考察を受けて都道府県に

おいて設定したモデルについて述べる。なお財政要因に関

して、耐震改修は各市町村が行う施策であるため都道府県

の分析において経常収支比率は用いない。都道府県のモデ

ルにおいては市区町村で設定した分類に加え、 

その他説明変数を取り入れる。また市区町村の分析と重複

する変数については触れない。 

 

（１） 地域要因 

まず、耐震改修を進めざるを得なくなるような地理的な

特性を示す指標として、地震発生確率を用いる。市区町村

では、強化地域ダミーのデータを用いたため落とした変数

であったが、都道府県においてそのダミーを用いる意味は

ないので、分析の質を上げるという意味で加えた。地震調

査研究推進本部地震調査委員会作成の、「地震ハザードス

テーション J-SHIS」にて各市区町村の将来 30 年以内に

震度 5弱及び6弱の地震が発生する確率を求めた値が有効

であると考えられる。しかし両方を説明変数に同時に加え

ることで多重共線性が生じることは明らかなので、後者の

みを用いることとする。また市区町村における分析同様に

人口増減率を加える。 

 

（２） 学校特性要因 

 市区町村の分析同様、1981年以前学校割合を用いる。 

 

（３） その他要因 

 公立学校の耐震改修に積極的か否かを示す指標として、

耐震改修状況の非公表度合いを設定する。変数の定義とし

ては、「耐震診断の結果を非公表にしている市区町村の数

を、その市区町村を含む都道府県において、1981 年以前

でかつ耐震診断を満たしていない学校棟数で除した値」を

用いる。地震対策特別措置法により耐震診断及び改修につ

いての実施状況を各地方自治体に義務付けているが、非公

表に対する罰則規定などが無いため公表していない地方

自治体もいくつか存在している。耐震改修を意識的な側面

から押し進めるインセンティブとして機能していると考

えられるため設定した。この説明変数が、正に有意と認め

られるならば、政策的に効果が認められる。逆に変数とし

て説明力を持たないならば、現行法よりもより強制力のあ
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る法律を制定し、早急な耐震改修を促すといった提言へ繋

げることが期待できるため、候補として上げている。 

 それに加え、現状で触れた判定委員会を変数として加え

ている。ほぼすべての都道府県に判定委員会があるが、各

都道府県により耐震改修を必要とする学校数との比率を

考えたとき、全国一律の数だけで十分なのだろうか。そこ

で判定委員会の数を 56 年以前の建物でかつ耐震改修を必

要とする学校の数で割った、「耐震改修を必要とする一学

校あたりに割り当てられる判定委員会の数」を変数として

採用した。すなわちこの変数の符号が正と推計されれば、

判定委員会の数が耐震改修を進める上で阻害要因の一つ

であると結論付けることができる。 

 

５ 考察（都道府県） 

 

 耐震改修状況の非公表度合い変数だけが説明力を持た

ず、設定したほかの変数はすべて説明力をもっていた。こ

の結果から、耐震改修状況の公表の義務付けが耐震化を進

めるインセンティブになっていないといえる。というのも

耐震化が進んでいる都道府県でも公表せず、また進んでい

ない都道府県で公表しているという現状がある場合が考

えられるからだ。市民の不安をあおるという懸念から公表

をしないという現状もあるが、政策的には意味が薄いと言

える。 

また耐震診断判定機関が多く、新耐震基準を満たしてい

ない建物が少ない都道府県ほど耐震化が進んでいること

から、耐震基準を満たしておらず早急に耐震改修を行わな

ければならない学校数の多い地方自治体ほど工事の進度

が思わしくなく、その要因が耐震工事の判定機関の少なさ

であると考察できる。現状で紹介したとおり耐震工事まで

には耐震診断、判定というプロセスを踏まなければならず、

その役割を果たす機関の不足によって、依頼が混雑し、な

かなか進行しないという問題が生じている。実際に取材協

力を得た吹田市によって、判定機関及び判定委員の少なさ

が工事の実施を遅らせていることも要因の一部であると

判明したため、この分析結果はそれを反映したものとなっ

ている。よって、単純な結論ではあるが耐震判定機関を多

く設置することで学校の耐震改修率を引き上げることが

可能であるといえる。 

６ 理論について 

 

モデルの設定において、用いた理論を以下で紹介する。 

本稿の分析モデルで用いたロジスティック関数とは 

=  

であらわされ、Y の域値は０≦Y≦１であり、βが正の時

には０から１へ単調に増加するから累積相対度数と同じ

性質をもつ。このとき非線形関数の線形化変換 

ln )=  

をロジット変換という。耐震化率を被説明変数に設定して

おり、耐震化率の理論値は 0％から 100％の値をとるべき

であるためロジット変換を含む回帰モデルが先行研究に

おいても用いられている。しかし、このモデルは分散不均

一を必然的に伴う。以下単回帰モデルを設定してみていく。

ある属性をもつものの母集団における比率を Pi、標本に

ける割合を とする。Piはある変数 Xiと共に単調に変化

すると仮定すると、その関係がロジスティック関数であら

わされるものとする。このときロジット変換は、上記のも

のに従う。また Piハットのロジット変換を 

 

と定義する。ここで、Niを第 i水準の標本サイズとして、

属性をもつときは 1、持たないときは 0をとる確率変数を

Ziと定義すると、Piハットは 

=      (i=1,…,m) 

と表すことができる。このとき Ni× はパラメータ Piの

二項分布に従うから、 の分散は Pi(１－Pi)/Ni となり、

水準ごとに異なってしまうことになる。また、A の Yi に

関して一次近似を行うと 

=ln( ) +  

となる。以上のことから、単回帰モデル 

 =  

 

が得られ、これをロジットモデルという。誤差項の分散は

下のように明らかに分散不均一である。 

V( )= =  

よってウェイトを 
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i= =  

とした加重最少二乗回帰を行うというのが一般的であり、

本稿においても採用した方法である。なおこの記述は田中

勝人著『計量経済学』に依拠している。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

前章の考察から、公立学校の耐震化を進めるために、下

記の３点について政策提言したい。 

 

１ PFI導入の推進 

 

前章の分析・考察で、各市町村の経常収支比率が公立学

校の耐震化率に負の説明力をもったことから、公立学校の

耐震改修を行ううえで、地方公共団体の財政的な負担を軽

減することが必要であるといえる。公立学校の耐震改修に

かかる費用のうち、国は「安全・安心な学校づくり交付金」

という交付金制度を制定し、地震防災対策事業に対する国

庫補助として、小中学校の改築・補強に原則として 3分の

1、また、Is値 0.3未満の建物に関しては改築に 3分の 1、

補強に 3分の 2の交付金を認めている。しかしながら、昨

今の経済不況を考えると、市区町村の財政状況は厳しく、

国庫補助だけでは耐震改修を進めることができない状況

にある。ここで、財政的な負担軽減のために PFIという手

法の導入を促進するべきであると考える。 

「PFI（Private Finance Initiative）とは、民間の資

金、経営能力、及び技術的能力を活用することによって、

効率的・効果的に公共施設等の社会資本を整備し、質の高

い公共サービスを提供しようとする公共事業の手法を指

す7。PFIのメリットとしては、公共施設の建設・維持管理・

運営を一体的に民間事業者に委託し、その施設の維持管

理・運営によって民間事業者が収益を得ることで、国又は

地方公共団体から民間事業者への支出が部分的に相殺さ

れ、負担コストが低減されうるということが挙げられる。」

とある。しかし、公立学校施設整備への PFI手法の導入に

                                                   
7 「文部科学省 公立学校施設整備における PFI活用のあり方に

ついて」より 

ついて、学校運営自体は収益を望める事業ではなく、児童

生徒に対する教育活動自体を SPC（特定目的会社）が受託

して行うことは想定されないため、SPCの経営努力による

人件費合理化のメリットが十分に発揮できない。よって

PFIを学校耐震化事業にて行う際の利点は、従来の公共事

業において設計、建設、改修、維持管理、運営等の各業務

を分割し年度ごとの発注であったものを、PFIにおいては

各業務を一括して、長期契約として民間業者にゆだねるこ

とにある。すなわち以下の二つの側面から財政コストを削

減できるといえる。 

 

（１） 財政支出の削減 

設計・建設から維持管理・運営を一体的に一つの事業と

して発注することになり、入札は設計企業、建設企業及び

維持管理・運営企業等が連携して、事業期間を通したライ

フサイクルコスト縮減を追求した耐震化事業の計画を立

案することになる。 

 

（２）財政支出の平準化 

PFIでは、耐震化事業の財源として国庫補助金と地方債

のほか、民間資金を活用する（図 3）。PFI事業の財源にお

ける利点としては、PFI事業を活用するにあたり、国庫補

助対象とならない経費と補助対象となる経費のうちの国

庫補助金と地方債以外の部分については一時的に PFI 事

業者が費用を負担し、公立学校の設置者から PFI事業者へ

後年にわたる割賦払いとして支払うことが可能である。つ

まり従来型の事業方式であれば一度に多額の一般財源が

必要となり、その点が地方公共団体にとって障害となり耐

震化促進を鈍らせる要因の一つとなっていた。しかし民間

資金を活用することで一般財源の支出を事業期間にわた

り平準化することができ、事業実施初年度における公立学

校設置者の支出を伴わずに事業を実施することが可能と

なった。 

更に、民間事業者を選定する際に、総合評価一般競合入

札方式8を採用するため、価格から自動的に落札される一

般競合入札とは違い、①児童・生徒の安全の十分な確保、

②地域防災拠点としての機能確保、③児童・生徒の学習環

境の向上や外観のデザインに貢献という評価基準をより

満たす耐震設計が採用される。よって、従来よりも安全面

                                                   
8 「地方自治法施行令第 167条 10の 2」より 
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や機能面により優れた施設へと改修できることが期待さ

れ、市民にとっても好ましい事業といえる。 

四日市市立小中学校の施設整備事業の例によると、耐震

化・老朽化対策のため、四つの小中学校の改築、改修等を

PFI 事業として実施したところ、性能発注や設計・施工一

括発注の採用に伴い民間企業の創意工夫の余地が拡大し、

従来手法に比べて市の財政支出が約 30％(約 18 億円 3 百

万円)縮減されたという。 

PFI 導入により、SPC が各種契約を一元化することによ

り、地方公共団体の手間を省くことが可能となり、人員削

減も期待できる。 

文部科学省によると、現在既に多くの地方公共団体が

PFI を活用した施設整備に高い関心を寄せており、公立学

校の施設整備についても、2008 年 4 月 1 日時点で、34 事

業について PFI事業の実施方針が公表されており、今後と

も各地方公共団体において幅広い活用が見込まれる。 

しかし、PFIは事業化の過程において、種々の手続き等

に数年の期間を要するとともに、初めて実施する場合等に

は、公立学校の設置者である地方公共団体の職員に慣れな

い作業が発生する等の負担がかかることになる。これをう

け、文部科学省は、「公立学校施設整備 PFI 事業のための

手引書」（2003）、「複合化公立学校施設 PFI 事業のための

手引書」（2004）を取りまとめ、公立学校の設置者が迅速

に耐震化に取り組めるように、公立学校の耐震化に特化し

たマニュアルを作成している。これにより、より多くの地

方自治体が PFIに関心を寄せるよう、また関心を寄せてい

る自治体が積極的に導入を促進できるよう、このマニュア

ルを広め、導入促進を図るべきである。 

具体的には、国が市区町村の担当者に対し PFI導入に関

してのセミナーを開講する、市区町村は住民・議会に PFI

に関して説明可能になるように勉強会等を行う、国が定め

た耐震化率の目標に達成できない可能性のある市区町村

は耐震促進計画に PFIの導入について明文化するなど PFI

を広め導入しやすい環境を作るべきであると考える。 

 

２ 耐震判定委員会の拡充 

 

公立学校の耐震化を行うには、まず耐震診断を行い、の

ちに補強設計、そして工事となるが、診断・設計のあとに

それぞれ耐震判定委員会による判定を行わなければなら

ない。この判定委員会の数が少ないために、判定を待たね

ばならず、耐震改修が進まない状況にあるということは、

前章の分析・考察から明らかとなった。この結果をうけ、

判定委員会の拡充を提言したい。 

ただし、長期的に見ると無作為に拡充しては無駄がでる

可能性があると考える。そこで耐震判定委員会の少ない地

域に重点的に設置すべきである。たとえば四国では高知県

にしか判定委員会がなく、関西も公立小中学校の数に比べ

判定機関が少ない。また北海道も学校数に比べ判定委員会

が少なく、さらに周りに都道府県がなく、他県に依頼する

ことが困難であると考えると現在の状況は十分とはいえ

ないのではないかと考えられる。 

以上のように耐震判定委員会を拡充し、依頼を分散させ

ることで、耐震化促進につなげることが可能になると考え

る。 

 

３ 公表の有無に関する罰則規定 

 

 分析より、地震発生確率の高い地域や、地震対策の強化

地域に指定されている地域では耐震化率が高いことが明

らかになった。これは地域の防災に対する意識の高さが耐

震化に繋がっていると考えられる。そこで現在意識が低い

地域の防災意識をあげ、耐震化を促進させるために公表の

有無の義務化の徹底を提言したい。 

耐震改修率や耐震診断実施率の公表は 2008 年の改正地

震対策特別措置法により義務付けられているが、公表して

いない自治体が多くある。その理由として、住民の不安を

あおるといった意見があるが、市民に対して公立施設に関

する情報公開を行わないのは大きな問題である。そこで、

公表義務化が耐震化率引き上げにつながるように、非公表

の自治体に対して何らかの罰則を設けるべきであると提

言する。具体的には、非公表であった場合には、耐震改修

に係る国庫補助の割合を下げるなどの政策を導入したい。

罰則によって、より自治体に対する公表の強制力が高まる

だけでなく、耐震化の現状に対する市民のチェックが入る

ことにもなり、市民と自治体が一体となって耐震化を進め

ようと高い意識をもつことにつながるのではないか。この

ことは結果として、耐震化促進へ大きな役割を果たすはず

である。 
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Ⅵ むすび 

 

本稿では公立学校の耐震化についての国の政策、またそ

れにも関らず進まない耐震改修工事に触れ、そこに問題意

識を持ち研究を進めてきた。日本では、耐震基準に関する

法律が整備されており、中国四川省の地震の被害は無関係

だと考える人もいるであろう。しかし、耐震基準を満たせ

ていない公立小中学校も多くあり、今後の学校耐震改修を

進めていく上で、本稿が意義のあるものになることを期待

している。しかし最後に本稿における課題についても触れ

ておく。 

 データの制約や、耐震化に影響を与えていると思われる

事柄で変数に盛り込むことができなかったものがいくつ

かある。まずは建築士の偏在の問題である。建築士数は正

確に把握されておらず、データを得られなかったために、

建築士の偏在による耐震化の遅れを分析することはでき

なかった。次に、公立小中学校の学校施設の Is 値に関し

て、都道府県別のデータはあるものの市区町村別のデータ

はなく、Is 値による分類からの分析をすることはできな

かった。データの体系的な整備が求められる。また、地方

公共団体職員の人員不足については、耐震化事業にかかわ

る人数の特定は困難で、変数に組み込めなかった。 

また、政策についても、判定委員会の拡充を提言したも

のの、その規模に関しては考慮できておらず、実現性にお

いて課題が残るものとなった。 

 最後に、全国の公立小中学校が完全に耐震化され、子ど

もたちが安心して学校に通うことができ、地域住民の安全

が守られるようになることを願い、本稿の結びとする。 
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図表 

図1：都道府県別公立小中学校の耐震化率/耐震診断率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省より（2009年4月1日現在）） 

 

 

図2：1981年以前の公立小中学校に係る都道府県別耐震化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省より（2009年4月1日現在）） 
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表1 耐震化に関する法整備の変遷 

  名称 主な内容 

1981 年 建築基準法施行令改正 新耐震基準法が定まる 

1995 年 耐震改修促進法 
新耐震基準法以前の建築物について 

積極的な耐震診断・改修を進める。 

2004 年 
東海、東南海・南海地震防災対策 

推進基本計画 

東海、東南海・南海地震対策としての 

地域が指定される。 

2004 年 

日本海溝・千島海溝周辺地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置法 

施行令 

日本海溝・千島海溝周辺地震対策としての地域

が指定される。 

2006 年 改正地震改修促進法 特定建築物の範囲拡大（小中学校も含まれる。） 

   
各都道府県に「耐震改修促進計画」の作定を 

義務化 

    耐震改修促進税制の導入 

2008 年 改正地震防災対策特別措置法 
Is 値 0.3 未満建築物について、国庫補助率 

引き上げ 

    
公立小中学校について、市町村は耐震診断の 

実施・結果公表を義務づけ 

 

表 2 分析結果（市区町村） 

変数 係数  ｔ値   

定数 1.014767 25.78395 *** 

人口増加率 0.011768 6.505907 *** 

経常収支比率 -0.00232 -11.33716 *** 

統廃合計画数 -0.00081 -2.995286 *** 

1981 年以前建築物割合 -0.01366 -25.95711 *** 

日本海溝・千島海溝周辺海溝地震 

対策地域ダミー 
0.038706 1.224055  

東海地震対策強化地域ダミー 0.398423 15.01781 *** 

東南海・東海地震対策推進地域ダミー 0.072851 4.258494 *** 

*** ：有意水準 1％    
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表 3 分析結果（都道府県） 

変数 係数 ｔ値   

定数 0.659877 3.320176 *** 

人口増加率 0.03242 2.709016 *** 

耐震診断結果公表の有無 -1.8077 0.6251  

判定委員会 49.63654 3.708815 *** 

震度 6 以上の地震発生確率 0.004086 4.385344 *** 

1981 年以前の建物割合 -0.01126 -3.68732 *** 

***：有意水準 1％    

 

表 4 基本統計量（市区町村） 

 

表 5 基本統計量（都道府県） 

  平均 中央値 最大値 最小値 歪度 尖度 
標準 

偏差 

人口増加率 -0.44255 -0.8 4.2 -3.7 0.803646905 0.371513 1.807562 

震度 6 以上発生確率 16.65319 6 99.9 0.1 2.080320578 4.091489 23.88969 

1981 年以前建築物 

割合 
61.2 61.3 78.8 33.1 -0.721362811 3.774387 7.423289 

判定委員会 0.001301 0.001088 0.008646 0 3.14442578 12.12252 0.001577 

統廃合計画 0.071793 0.050052 0.246311 0.004036 1.304106619 1.438198 0.054157 

耐震診断結果公表の 

有無 
0.005687 0.003057 0.023237 0 1.018382184 0.247749 0.005977 

 

 

 

 

 

  平均 中央値 最大値 
最小

値 
歪度 尖度 

標準 

偏差 

人口増加率 -1.93194 -2.21213 29.9 -32.8 0.529939 3.685147 4.886668 

経常収支比率 73.02408 88.95 112.4 0.1 -1.45362 0.288699 35.72795 

統廃合計画数 2.294889 0 229 0 14.27901 313.804 8.795651 

1981 年以前建築物割合 60.67189 61.5 100 5.6 -0.32418 0.00169 17.71337 

日本海溝・千島海溝周辺海溝 

地震対策地域ダミー 
0.068874 0 1 0 3.408265 9.629025 0.253324 

東海地震対策強化地域ダミー 0.085845 0 1 0 2.959726 6.768849 0.280227 

東南海・東海地震対策推進地域

ダミー 
0.211664 0  1   0 1.41311  -0.00313  0.408622 
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図 3 PFI事業に係る財源構造の例 

 

（文部科学省「公立学校耐震化 PFIマニュアル」より） 
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出生行動の実証分析1 

～第 2子第 3子出生の決定要因～ 

 

織田 真美子・清水 崇将 

杉山 知大・永野 満大・西垣 奏子 

 

要旨 

 

近年、我が国では少子化が大きな問題となっている。合計特殊出生率は 2005年に 1.26という戦後最低値を記録した。

ここ数年は上昇傾向にあるものの、考えられる上昇要因は一時的なものが多いため楽観視できない。また、諸外国と比

較してもきわめて低い水準にある。出生率の低下は、将来の生産年齢人口の減少による日本経済の停滞、及び現行にお

いて賦課方式をとっている年金など種々の社会保障制度の崩壊を招く恐れがある。国はこの問題に対して様々な政策に

取り組んできたが、依然として少子化の根本的な解決には至っていない。実際、子どもが欲しいと思っているにもかか

わらず出産を断念している夫婦の存在が、国立社会保障・人口問題研究所の調査において指摘されている。そこで出生

順位別出生数に目を向けると、第 1 子の出生数と比較して第 2 子第 3 子の出生数の減少率の大きさが目立つ。つまり、

本当は 2人や 3人の子どもを望んでいても、1人の子どもしか産み育てられない家庭が多くあるといえる。このことが

合計特殊出生率の低下に大きく影響していると考えた。以上のことから本稿では、第 2子第 3子の出生行動を促進する

ために、どのような環境や制度の構築が有効かということを問題意識とした。分析においては、データに欠損のない

14府県 218市町村を対象として、金銭的な要因に加えて保育サービスの供給などの子育てを取り巻く環境が第 2子第 3

子の出生行動に与える影響をみるために、最小二乗法（OLS）を用いた。分析の結果、居住地域に待機児童が多く、保

育所を利用できないかもしれないという懸念は、その時点で子どもを持たない夫婦の出生行動には影響を与えなかった

一方で、すでに 1人あるいは 2人の子どもを持つ夫婦の出生行動を抑制していることが明らかとなった。また、住居に

かかる費用に負担感を持つ夫婦ほど、出生順位に関係なく出生行動が抑制されていることなどが示された。この結果を

受け、本稿では 2つの観点から政策提言を行った。第 1に、待機児童の解消に向けて、認可保育所を増加させるために

地方自治体への保育所設置基準の策定権限移譲と保育の質を担保する第三者調査機関の設置、さらに低年齢児保育拡充

のために家庭福祉員制度の拡充と質の確保を提言した。第 2に、住居費負担の軽減を目指して、子育て世帯、新婚世帯

向けの住宅支援を提言した。 

                                                   
1 本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、風間規男教授（同志社大学）、壁谷順之様（同志社大学大学院）、川

畑知志様(国際協力銀行)、木下祐輔様(三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社)、黒澤睦教授（明治大学）、林宏昭教授（関西大

学）、本西泰三教授（関西大学）、柳橋正廣様(産業政策計画研究所株式会社)、山田章平様(厚生労働省)、渡辺拓也様(日本政策投資銀行)

など多くの方々から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主

張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 
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Ⅰ はじめに 

 
2009 年、与党となった民主党が児童手当を政策の大き

な柱として挙げるなど、日本では出生率の低下が非常に大

きな問題となっている。出生率が低下し生産年齢人口が減

少すると、経済活動の低迷や社会保障制度の崩壊が危ぶま

れる。これは、将来の日本を担う世代の生活に大きく影響

するため、看過できない問題である。 

また我が国では、女性の社会進出や核家族化に伴い、子

育ての環境が大きく変化した。この環境の変化に加え、経

済的な負担から、子どもを産みたくても産めない家庭は少

なくない。つまり、本当は 2 人や 3 人の子どもを産み育

てることを望みながらも、負担の大きさから、1 人の子ど

もしか育てることができない家庭が存在すると考えられ

る。実際に、日本の出生順位別出生数に着目すると、第 2

子第 3 子の出生数の減少は、第 1 子のそれと比較して顕

著であることがわかる。このように、少子化社会の我が国

において、第 2 子第 3 子の出産を断念する家庭が存在す

ることは、喫緊の課題である。 

 そこで本稿では、第 2 子第 3 子の出生を促す制度の確

立を目指す。なお、本稿の構成は以下の通りである。 

 まず第Ⅱ章では、日本の出生率や少子化対策などの現状

を述べ、それをふまえた問題意識について述べる。第Ⅲ章

では、先行研究と本稿のオリジナリティを提示する。第Ⅳ

章では計量分析を行い、その結果から第Ⅴ章で第 2 子第 3

子の出生行動を促す政策を提言する。 

 

Ⅱ  現状 

 

１ 日本の合計特殊出生率 

 

日本で少子化が叫ばれるようになって久しい。1人の女

性が生涯に産む子どもの平均数である合計特殊出生率は、

2005 年に戦後最低となる 1.26まで落ち込んだ。しかしな

がら、その翌年の 2006 年には 1.32、2007 年には 1.34、

そして 2008年には 1.37となり、ここ数年は僅かながら上

昇を続けている（図 1）。この動向について様々な考察が

なされているが、2008 年の上昇については、閏年で出生

数が 2年ぶりに増加したことや、出産期の女性数が減った

ことが、主な要因との見方がなされている123。また 2007

年までの景気回復で、家計に余裕が生じたことも出産の誘

因になったとみられる。ただし、これらはいずれも一時的

な要因であり、少子化の流れから抜け出したとはいえない。

さらに、2008年の合計特殊出生率の 1.37 は、人口の自然

増加が期待できる 2.08 を大きく下回るため、楽観視でき

ない。 

また、日本の合計特殊出生率を OECD 諸国と比較した場

合、加盟する 30 カ国の 2006 年の平均が 1.65 であるのに

対し、日本は 1.32 と大きくそれを下回る。順位に目を向

けても、30カ国中 26位であることから、日本の合計特殊

出生率は国際的に比較しても低い水準にあるといえる（図

2）。 

 

２  出生率低下が引き起こす問題 

 

出生率の低下が社会に与える深刻な影響として、以下の

2点が考えられる。 

 

（１）生産年齢人口の減少による経済活動の低迷 

出生率が低下し、生まれてくる子どもの数が減少すると、

将来の生産年齢人口 34が減少する恐れがある。国立社会保

障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2006年 12月

推計）」によると、2005年時点で約 8,442 万人であった生

産年齢人口は、2055 年には、およそ半分の約 4,595 万人

まで減少する見込みである。このような生産年齢人口の急

激な減少により、我が国の将来的な経済活動の低迷が予想

される。 

 

（２）社会保障制度における現役世代の負担増加 

少子高齢社会の我が国で、出生率が低下し、将来の日本

を担う世代の人口が減少すると、社会保障制度の継続に支

障をきたしうる。実際、国立社会保障・人口問題研究所「人

口統計資料集（2009）」による、1985 年から 2005 年まで

                                                   

 
2日本経済新聞朝刊(2009年 6月 1日) 
 
34 15歳から 64歳までの人口 
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の年齢別人口割合の推移をみてみると、年少人口 45割合が

21.5％から 13.7％に、生産年齢人口割合が 68.1％から

65.8％に低下しているのに対し、老齢人口 56割合は 10.3％

から 20.1％へと上昇している。この傾向は将来さらに加

速するとみられ、2055年には年少人口割合が 8.4％、生産

年齢人口割合が 51.1％にまで低下する一方、老齢人口割

合は 40.5％になると予測される（図 3）。老齢人口と生産

年齢人口の比率をみると、1985 年には 1 人の高齢者に対

し 6.6 人の生産年齢人口がいたが、2005 年には高齢者 1

人に対し 3.3 人になっている。さらに 2055 年には、1.3

人で 1 人の高齢者を支える計算となる（図 4）。このよう

に、出生率が低下し老齢人口割合が上昇すると、社会保障

制度における若年層の経済的な負担は増大する。 

 

３  保育・子育て政策の変遷 

 

ここでは、以上の問題を回避すべく、我が国の出生率低

下に対し、国がとった対応について記述する。 

1989年に日本の合計特殊出生率は 1.56にまで落ち込ん

だ。これは、一般的に出生行動を控えるとされる丙午の

1966 年の 1.57 を初めて下回ったため、「1.57 ショック」

と呼ばれた。これを契機として、少子化に社会の注目が集

まり、国が少子化対策を講じるようになった。国は 1995

年に最初の具体的な計画として、「今後の子育て支援のた

めの施策の基本的方向について」、通称「エンゼルプラン」

を提案した。これは、国、地方自治体、また企業や地域社

会といった社会全体で子育てをサポートしていくことを

狙いとし、今後 10 年間の方向性を示したものであった。

そしてこれを達成するために、「緊急保育対策 5か年事業」

として 1999 年を目標に、保育所の量的拡大、多様な保育

サービスの充実、地域子育て支援センターの整備が進めら

れた。その後、1999 年に「重点的に推進すべき少子化対

策の具体的実施計画について」、通称「新エンゼルプラン」

が策定された。これは、仕事と子育ての両立の負担感や、

子育てそのものの負担感を緩和し、安心して子育てができ

るような環境整備を進めることを目的としている。近年の

政策についてもこの流れを引き継いでおり、2007 年の

                                                   
４5 0歳から 14歳までの人口 
56 65歳以上の人口 

「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」では、少子

化の要因を社会の就労と子育ての二者択一的な構造に求

めている。そしてワークライフバランスの実現へ向けた包

括的支援を行うための「次世代育成支援策」の再構築が指

針として示された。 

 

４ 理想子ども数と予定子ども数の乖離 

 

前述した通り、我が国では様々な少子化対策が取られて

いるにもかかわらず、子育てを取り巻く環境は十分整備さ

れているとは言い難い。このことは、国立社会保障・人口

問題研究所「第 13回出生動向基本調査（2005）」のアンケ

ート結果からもわかる。これに着目すると、既婚者の理想

子ども数 67と予定子ども数 78には乖離があることがわかる

（図 5）。これは、現在の社会において子どもが欲しくて

も何らかの原因で理想人数の出産を諦める人がいること

を意味している。また同調査によれば、「子育て、教育に

お金がかかりすぎる」、「高齢出産を避けたい」、「自身の仕

事に差し支える」、「育児の心理的、肉体的負担に耐えられ

ない」といった事情が、出産を諦める主な原因となってい

る（図 6）。つまり、本当は 2 人や 3 人の子どもを産み育

てることを望みながらも、その負担の大きさから、1人の

子どもしか育てることができない家庭が存在すると考え

られる。 

 

５ 出生順位別出生数の推移 

 

ここで実際に、1985年と 2007年の出生順位別出生数を

比較すると、第 1 子については 596,902 人から 518,091

人へと 13.2％の減少に留まっているのに対し、第 2 子に

ついては 560,763 人から 402,854 人まで 28.2％減少し、

第 3 子については 228,518 人から 136,173 人まで 40.4％

減少している（図 7）。すなわち、第 2 子第 3 子の出生数

の減少は、第 1 子のそれと比較して顕著であるといえる。

このように、少子化社会の我が国において、第 2 子第 3

子の出産を断念する家庭が存在することは、喫緊の課題で

                                                   
67 すべての育児環境が整っている上で欲する子どもの数 
78 経済状況、社会環境といった現状を考慮した上で求める子ども

の数 



 

68 

 
 

ある。 

 

 

６ 問題意識 

 

前述の通り、少子化社会の我が国で理想人数の子どもの

出産を断念せざるをえない環境は、早急に改善することが

望まれる。そこで本稿では、第 2子第 3子を産みやすい環

境と制度を設けることで、合計特殊出生率の上昇を目指す。

子どもを産みやすい環境や制度を整えれば、第 2 子第 3

子の出生数は現状よりも増加し、その結果として合計特殊

出生率を引き上げることができると考えた。具体的には、

第 2子第 3子の出生行動の要因を分析することで、適切な

環境と制度について検証する。 

 

Ⅲ 先行研究と本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

 

出生率については、これまでに多くの研究がなされて

いる。地方自治体の少子化対策に注目した論文に、大阪大

学山内直人研究会（2005）がある。大阪、京都、兵庫の市

町村データを用いて、出生率低下の要因を分析した結果、

女性賃金や住居費割合、待機児童率などが出生率に負の影

響を与え、地方自治体ごとの保育サービスであるショート

ステイ事業が出生率に正の影響を与えるということを示

している。 

また、日本の子育て支援策の政策コストとその効果に

着目した研究には、阿部・原田（2008）がある。市区町村

データを用いて、出生率決定の要因を要因変数と政策変数

とを結合して分析した結果、地域の所得、子どもの養育に

かかる女性の時間費用の高さや、住宅費の高さ、教育への

志向の高さ、保育環境の未整備が出生率に負の影響を及ぼ

すことが示されている。また、児童手当は巨額の財政支出

を必要とするため費用対効果が小さいとした一方で、保育

所の整備は、特に都市部において児童手当の 4分の 1程度

のコストで出生率を回復させうる、と述べている。 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿の目的は、第 2子第 3子の出生行動の要因を分析す

ることである。過去に第 3子の出生行動について実証分析

を行った研究には、明治大学加藤久和研究会（2008）があ

る。この研究では、都道府県データを用いた実証分析の結

果、女性の労働力率が高いほど、総出生数における第 3

子の出生数の割合が高いということが示されている。しか

し、説明変数は女性の労働力率のみで、保育サービスにつ

いては言及していない。そこで本稿では、子育てを取り巻

く環境として重要な保育サービスが、第 2子第 3子の出生

行動に与える影響を分析することをオリジナリティとし

た。 

 

Ⅳ 実証分析 

 

１ 分析手法 

 

ここでは、第 2子第 3子の出生行動の要因を探ることを

目的として、最小二乗法（OLS）による回帰分析を行う。

分析対象は全国の市町村のうち、データに欠損のない 14

府県 89の 218市町村とする。分析に用いる回帰モデルは下

記のものである。 

i

k

kiii XY   


10

1  

i

k

kiii XZ   


10

1  

i

k

kiii XW   


10

1  

i ：サンプル数(1,2,…,218) 

iY
：総出生率 

iZ
：第 1子出生率 

                                                   
89 大阪府、京都府の 2府と、宮城県、茨城県、神奈川県、新潟県、

福井県、山梨県、静岡県、愛知県、岡山県、山口県、佐賀県、宮

崎県の 12県 
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iW
：第 2子第 3子出生率 

iX1 ：女性賃金 

iX 2 ：可処分所得 

iX 3 ：住居費割合 

iX 4 ：教育費割合 

iX 5 ：婚姻率 

iX6 ：離婚率 

iX7 ：log（人口密度） 

iX8 ：核家族世帯割合 

iX9 ：単独世帯割合 

iX10 ：待機児童率 

 ：定数項 

i ：誤差項 

 このモデルにおいて回帰分析を行い、「第 1 子出生率」

を被説明変数とした場合と「第 2子第 3子出生率」を被説

明変数とした場合とを比較し、考察を行う。 

 それぞれの変数については次節で詳しく説明する。 

 

２ 変数の選定とデータ出典 

 

被説明変数には 2005 年度の市町村別「総出生率」、「第

1 子出生率」、「第 2 子第 3 子出生率」を用いる 910。2005

年度の市町村別の総人口や総出生数、出生順位別出生数は

各府県の「2005 年度人口動態統計」で公開されているた

                                                   
910 出生率とは人口 1000 人に対する出生数の割合のことであり、

本稿では総出生数、第 1子出生数、第 2子第 3子出生数を総人口

で除し 1000倍することで、「総出生率」、「第 1子出生率」、「第 2

子第 3子出生率」を得た。 

め、そのデータを用いた。 

 説明変数には、大阪大学山内直人研究会（2005）を参考

に選定した「女性賃金」、「可処分所得」、「住居費割合」、

「教育費割合」、「人口密度」、「待機児童率」に加え、本稿

のオリジナリティとして、「婚姻率」、「離婚率」、「核家族

世帯割合」、「単独世帯割合」を選定した。 

「女性賃金」は、出産や育児の機会費用を表すと考えら

れるため選定した変数である。これは「2004 年度全国消

費実態調査」に記載されている同年度のデータを用いた。

ここで言う機会費用とは、女性が出産、育児を選択してい

なければ得られたであろう労働供給による所得のことで

ある。よって「女性賃金」は「第 2子第 3子出生率」に負

の影響を与えると考えられる。 

「可処分所得」は、所得が出生行動に与える影響をみる

ために用いた。データは「2004 年度全国消費実態調査」

から得た。親の所得が多いほど子どもの数も多くなると考

えられてきたが、Becker の質・量モデルでは、親の所得

が多い家庭においては子どもの数を増やすよりも質の高

い少人数の子どもを育てようとする傾向があると指摘さ

れている。そのため、「可処分所得」が「第 2 子第 3 子出

生率」にどのような影響を与えるかは予測しがたい。 

「女性賃金」、「可処分所得」は金銭表示となっているが、

その金額でどれだけの財・サービスを得られるかという単

位で計測すべきである。そこで、全国で物価水準が異なる

ことから、総務省による 2004 年度の都市階級別消費者物

価地域差指数を用いてこれらの変数をデフレートした。 

次に、「住居費割合」、「教育費割合」については、これ

らの上昇が出生行動の意思決定にどのような影響を与え

るかをみるために選定した説明変数であり、「2004年度全

国消費実態調査」から得た同年度の住居費、教育費を実支

出で除して算出した。住宅にかかる費用の負担感が大きく

なれば、更なる支出を懸念して出生行動を抑制すると予測

できる。また、子どもの教育にかかる費用が大きくなれば

なるほど出生行動は抑制されると考えられるため、「住居

費割合」「教育費割合」ともに「第 2 子第 3 子出生率」に

負の影響を及ぼすと予測できる。 

 「婚姻率」、「離婚率」は、結婚が出生行動にもたらす影

響をみるために選定した。「統計でみる市区町村のすがた

2007」に記載された 2004 年度の婚姻件数、離婚件数と、
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各府県の「2004 年度人口動態統計」から得た同年度総人

口のデータから算出した、人口 1000 人当たりの婚姻件数、

離婚件数をそれぞれ「婚姻率」、「離婚率」とした。我が国

では、婚姻が出生行動の前提にあるといえる。つまりある

年に結婚した人数が多いほど、翌年の第 1子の出生数も多

くなると考えられるため、「婚姻率」は「第 1 子出生率」

には正の影響を与えると考えられるが、「第 2 子第 3 子出

生率」にどのような影響を与えるかは予測しがたい。また、

離婚して有配偶者数が減少すれば出生数は減少すると考

えられるため、「離婚率」は「第 2 子第 3 子出生率」に負

の影響を与えると考えられる。 

また、地域特性が「第 2子第 3子出生率」に及ぼす影響

をみるための説明変数として、「人口密度」を選定した。

各府県の「2004 年度人口動態統計」から得たデータを使

用して、同年度の「人口密度」を算出した。「人口密度」

は、その地域がどれだけ都市化しているかを表した指標だ

と考えられる。都市化の進んだ地域は、地方部と比べて利

便性の点で優れているものの、自然環境の面で劣ることか

ら、「人口密度」が「第 2 子第 3 子出生率」にどのような

影響を与えるかは予測しがたい。 

 夫婦が親と同居していることが出生率にどのような影

響を与えるかをみるために選定した変数が「核家族世帯

1011割合」、「単独世帯 1112割合」である。データは「平成 17

年国勢調査」から得た。近年の夫婦共働きの増加により、

祖父母等の親類が子育てにおいて果たす役割は大きいと

考えられるが、我が国では依然として核家族世帯は多い。

そのうえ、三世代世帯が減少しているのに対し、高齢者等

の単独世帯は増加傾向にある（図 8）。よって「核家族世

帯割合」や「単独世帯割合」が高いことは、子育てにおい

て親類の援助を受けづらい世帯の割合が高いことを意味

するため、「第 2 子第 3 子出生率」に負の影響を及ぼすと

考えられる。 

さらに保育サービスに関する指標として、「待機児童率」

を説明変数に用いた。国立社会保障・人口問題研究所「第

13回出生動向基本調査（2005）」では、初婚の夫婦が理想

の子ども数を持たない理由として、「子育て、教育にお金

がかかりすぎる」、「高齢出産を避けたい」という金銭的・

                                                   
1011 夫婦とその子どものみから構成される世帯 
1112 世帯員が 1人だけの世帯 

年齢的な理由に続き、「育児の心理的、肉体的負担に耐え

られない」という理由が挙げられている。このような負担

を軽減するために、保育サービスの供給は重要だと考えら

れる。本稿では「待機児童率」として、2004 年度の待機

児童 1213数を、同年度待機児童数と同年度保育所在所児数

とを足し合わせた数で除したものを使用した。待機児童数

は「i-子育てネット」から、保育所在所児数は「統計でみ

る市区町村のすがた 2007」から得た。待機児童が発生し

ている状況は、保育サービスの供給が需要を満たしていな

いことを示しているといえる。よって「待機児童率」は「第

2子第 3子出生率」に負の影響を与えると予測できる。 

 以上の説明変数は、出生行動におけるタイムラグを考慮

するため、可能な限り被説明変数の前年のデータを用いた。

なお、すべての変数についてその説明力をみるために標準

化を行った。標準化を行う前の基本統計量は表 9に示した。 

 

３ 分析結果と考察 

 

 分析結果（表 10 から表 12）から、「総出生率」に対し

ては「婚姻率」、「核家族世帯割合」が正の影響、「住居費

割合」、「離婚率」、「待機児童率」が負の影響を与えた。「第

1子出生率」に対しては「婚姻率」、「核家族世帯割合」、「単

独世帯割合」が正の影響、「住居費割合」、「離婚率」が負

の影響を与えた。さらに、「第 2 子第 3 子出生率」に対し

ては「婚姻率」、「核家族世帯割合」が正の影響を与え、「住

居費割合」、「離婚率」、「待機児童率」が負の影響を与えた。 

 以上の結果をふまえ、出生行動に影響を及ぼす要因を詳

しく見ていくことにする。まず「住居費割合」は我々の予

想通りすべての被説明変数に対して負の影響を与えた。こ

れは、住居費の高さからくる負担感がさらなる支出を懸念

し、出生行動を抑制したからだと考えられる。 

次に、「婚姻率」はすべての被説明変数に対して正の影

響を持った。つまり、前年に婚姻届を提出した件数が多い

地域ほど、翌年の出生率が高いということである。ただし、

婚姻届を提出した翌年に第 2子第 3子を出産することは稀

であるため、「第 2 子第 3 子出生率」に対しても影響を与

えたのは予想外の結果であった。本来ならば第 2 子第 3

                                                   
1213 認可保育所への入所申請をしているにも関わらず、施設の定

員超過等の理由で入所できない児童 
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子の出生数は、数年前の婚姻件数の影響を受けると考えら

れるが、婚姻における地域特性の存在が今回の結果に影響

したと考えられる。「離婚率」については我々の予想通り、

すべての被説明変数に対して負の影響を持った。この結果

から、離婚によって有配偶者が減少することで、出生率が

低下すると考えられる。 

「核家族世帯割合」はすべての被説明変数に対して正の

影響を与えた。また、「単独世帯割合」は「第 1子出生率」

に対して正の影響を与えた。この結果から、親類とともに

生活をせずに夫婦もしくはその子どものみで住んでいる

世帯が多い地域ほど、出生率が高いということになる。こ

れは我々の予想とは逆の結果であった。親類による拘束感

や緊張関係から解放され、のびのびと子育てができる環境

がプラスに働いたと考えられる。 

「待機児童率」は、「総出生率」と「第 2 子第 3 子出生

率」に対しては負の影響を持ったが、「第 1 子出生率」に

対しては有意な結果を得ることができなかった。このこと

から、待機児童の減少は第 2子第 3子の出生率を上げ、そ

れが出生率全体の上昇にも貢献すると考えられる。 

その他の説明変数については、どの被説明変数に対して

も有意な結果を得られなかった。「女性賃金」、「可処分所

得」、「教育費割合」で有意な結果を示せなかったことから、

出産・育児の機会費用や所得が増えるないし教育にかかる

費用が減ることによる金銭的な余裕が、出生行動の意思決

定につながるということは今回の分析結果からは示せな

かった。また、「人口密度」が出生率に与える影響を示せ

なかったのは、都市部、地方部ともに、出産や子育てにお

けるメリット、デメリットがあるためだと考えられる。 

ここで、有意であることが示された変数の標準化係数に

着目すると、「婚姻率」の係数が非常に大きく、それに続

いて「核家族世帯割合」、「離婚率」、「単独世帯割合」の係

数が大きいが、これらの要因に関しては国や地方自治体レ

ベルでの施策の実施は困難だと考えられる。そこで本稿で

は分析結果をもとに「住居費割合」と「待機児童率」の 2

つの要因に焦点を当てて政策を提言する。 

 

 

 

 

Ⅴ 政策提言 

 

１ 住居費負担の軽減に向けて 

 

（１）子育て世帯、新婚世帯向けの住宅支援 

分析結果より、住居にかかる費用の負担感が出生行動を

抑制することが示された。そこで本稿では、子育てにおけ

る住居費負担の軽減を目指し、各都道府県に対して子育て

世帯と新婚世帯向けの公営住宅の優先入居と、子育て支援

住宅の新設を提言する。 

ここで、住居費の負担を軽減するために現在とられてい

る 2つの施策に注目したい。まず 1つ目は、公営住宅の優

先入居者に、新たに子育て世帯および新婚世帯を加えた施

策である。子育て・新婚世帯は低所得であるがゆえに、狭

小な住居で出産や子育てを行うことを余儀なくされる場

合が多い。この施策はそのような世帯が公営住宅に入居で

きる機会を増やし、居住を安定させることで、出産や子育

ての支援を図ることを目的としている。子育て世帯を優先

入居者に設定する地方自治体は複数あるが、新婚世帯につ

いては、愛知県で 2009年 8月から導入されている。 

2つ目は、子育て支援住宅の設置である。これは、安心

して子どもを生み育てることができる環境づくりを進め

るため、住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅と、

子育てを支援するサービスを提供するものである。子育て

支援住宅を実施している例として北海道がある。北海道の

子育て支援住宅は、所得制限つきで、新規入居者を小学校

就学前の子どもを持つ世帯に限定している。さらに、入居

対象要件に合致する新たな世帯を継続的に受け入れるた

めに、入居期間を子どもが中学校に就学するまでに制限し

ている。これは、提供する子育て支援サービスが、子育て

を始めた初期の一定期間を対象に居住の安定を図ること

を目的としたためである 1314。 

このように、住居費が比較的安くて済む公営住宅に、子

育て・新婚世帯が優先して入居できるようにしたり、子育

て支援住宅を設置したりする政策は、住居費の負担の大き

さから出産を控える家庭への大きな手助けになると考え

                                                   
1314「北海道子育て支援住宅推進方針」より 
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られる。 

そこで、本稿では全国の都道府県に対して前述した政策

を実施するよう提言する。 

 

（２）補論 

 上述の政策により公営住宅に子育て世帯や新婚世帯と

いった若年世帯が多く入居すれば、近隣世帯との交流から

コミュニティが生まれ、親子が気軽に打ち解けあえる環境

ができると考えられる。それにより、子育て世帯の住居費

の負担を軽減するだけでなく、出産や育児の心理的負担を

も軽減する付随効果が期待できる。 

例えば、北海道では「北海道子育て支援住宅推進方針」

のもと、「北海道住生活基本計画」が 2007年 2月に策定さ

れ、子育て支援住宅の普及、推進がすすめられている。こ

こでの地方自治体による子育て支援サービスとして、入居

者や地域の子育て世帯が集う集会所や広場の併設、子育て

アドバイザーによる子育て相談や援助等のサービスが提

供されている。また、広島県では保育所を併設した公営住

宅の整備も進められている。 

このように、子育て・新婚世帯の公営住宅への優先入居

や子育て支援住宅の設置は、経済的な支援だけでなく、子

育てを安心して行える環境の整備という役割も果たす。 

 

２ 待機児童解消に向けて 

 

分析により、待機児童数の減少が第 2 子第 3 子の出生

率上昇、ひいては総出生率の上昇につながることが示され

た。したがって本稿では、待機児童解消に向けて政策提言

を行う。 

待機児童は以前からも問題視されており、国や地方自

治体ごとに様々な制度がとられてきた。待機児童解消に向

けての国の取り組みとしては、1994 年に策定された「今

後の子育て支援のための施策の基本的方向について」をは

じめとして、1999 年の「重点的に推進すべき少子化対策

の具体的実施計画について」、2001年の「仕事と子育ての

両立支援策の方針について」の一環として制定された「待

機児童ゼロ作戦」、2004年の「次世代育成支援対策推進法」、

2005 年の「子ども・子育て応援プラン」、2008年の「新待

機児童ゼロ作戦」というように、国による施策が講じられ

てきた。 

各自治体でも国の方針を受け、取り組みがなされてい

る。埼玉県では「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」に基づ

き、2007 年度から 5年間にわたって、毎年 2000人の児童

受け入れ枠の拡大を図ることを目指し、安心こども基金

1415を活用した保育所の整備を行っている。また、千葉市

は 2008 年度から「待機児童解消に向けた緊急 3 か年整備

計画」に基づき、駅周辺地域での小規模保育所整備の推進

や多様な設置運営者の参入の促進を行っている。 

しかし依然として待機児童問題は解決せず、全国の認

可保育所の待機児童数は 2003年から 2007年にかけては減

少が続いたものの、その後は 2 年連続で増加しており、

2009 年 4 月時点では 25,384 人となっている（図 13）。ま

た、これは認可保育所の入所希望を市町村に申請している

児童数のみであり、申請はしていないが保育所を利用した

いと考えている潜在待機児童の存在も問題視されている。

実際、厚生労働省のアンケート調査によると、現在は認可

保育所を利用していないが、受け入れ先があれば子どもを

預けたいと考えている家庭は推計で約 85 万世帯いるため、

潜在待機児童は約 85万人にのぼるといわれている。 

このように待機児童が解消しない背景には、2つの問題

点がある。1点目は保育所の設置基準の厳しさが認可保育

所の増加を阻害している点であり、2点目は待機児童の約

8割を占める低年齢児について、保育が難しく人手もかか

るため、受け入れ保育所が少ない点である。したがって本

稿では、この 2つの問題点に対して解決策を提示する。 

 

（１）認可保育所の増加を目指して 

 保育所の設置には国によって定められた基準があり、こ

の基準の厳しさが認可保育所を容易に増やせない原因と

なっている。保育所設置基準は、1948 年に制定された児

童福祉法に基づき、厚生労働省の省令「児童福祉施設最低

基準」で規定されている。ここでは、保育所の必要とする

設備や、幼児あたりの必要面積、幼児年齢別の必要な保育

士人数などが定められている。そして、この規定を満たす

ものでなければ国からの公的補助を受けることができず、

                                                   
1415 国から交付された交付金を財源に、各都道府県において造成

する基金。平成 20年度から平成 22年度までの間、「保育所等整

備事業」、「家庭的保育改修等事業」、「保育の質の向上のための研

修事業」を実施するために設置された。 
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東京都などの都市部では特にこれらの設置基準を満たす

ことが難しいとされている。 

それを受けて東京都では、都の独自の設置基準を設け、

その基準を満たす保育所を認証保育所とするなどの工夫

をしている。通常の認可保育所では、0歳児保育を行わな

い施設があり、開所時間は 11 時間を基本としているのに

対し、認証保育所では全施設で 0歳児の受け入れを実施し、

開所時間も 13 時間を基本とする。さらに、こうした認証

保育所を増やしていくため、東京都及び市区町村は認証保

育所に対して運営費の補助を行っている。だが、2009 年

の厚生労働省の発表によると、都市部における待機児童の

発生は深刻であり、待機児童数は首都圏や近畿圏をはじめ

とする都市部に 20,454人おり、全待機児童の 80.6％を占

める。都市部では保育所の面積や屋外遊戯場を十分に確保

することが難しく、設置基準を満たしている認可保育所が

増えにくいため、このことが待機児童の増加につながって

いると考えられる。そこで、待機児童の解消に向けて、保

育所設置基準を地域の実情に合わせるために、基準策定の

権限を地方自治体に委ねることが望ましい。 

 実際に、国は 2009年 10月に、認可保育所の設置基準に

関する規制を緩和する方針を固め、保育所の設置基準策定

の権限を地方自治体に委譲する方向で調整に入った。設置

基準の緩和によって、十分な土地が確保できない場所でも

保育所が設置できるようになり、民間の参入をも促すこと

で保育所数の拡大が期待できる。これが実現されると、待

機児童の多い地域での児童受入数が増加し、待機児童の解

消に貢献すると考えられる。 

しかし、国のこの方針には問題点もある。地方自治体に

設置基準策定の権限を委譲することは、地域ごとの保育の

ニーズに柔軟に対応できるという利点があるが、一方で設

置基準を緩和することで、結果として保育所に児童が詰め

込み状態になるなどの保育の質の低下が懸念されている。 

そこで本稿では、保育の質の監視に特化した第三者調査機

関の設置を提言する。児童 1人当たり遊戯面積や保育士数

などの担保されるべき最低限の保育の質を定め、それが遵

守されるよう監視を行う。また、毎年地方自治体ごとの認

可保育所数と待機児童数の集計をもとに、設置基準の緩和

が有効であった地方自治体の設置基準を公開する。 

 

（２）低年齢児保育のさらなる拡充 

 次に、低年齢児保育の現状を見ていく。2009 年の厚生

労働省の発表によると、低年齢児の待機児童数は全体の

81.9％を占めており、そのうち 1、2 歳児の待機児童数は

17,492 人と特に多いことがわかる（図 14）。低年齢児保育

とは 0歳から 2歳児の保育のことで、かつては乳児保育と

呼ばれていた。女性の社会進出などによって、仕事と育児

の両立を望む人が増加したため、低年齢児の保育需要が増

加したといわれている。国はこのニーズに答えるために、

1995年度から「低年齢児保育促進事業」を開始した。「低

年齢児保育促進事業」は、低年齢児保育に積極的に取り組

む保育所を対象に、人件費や設備投資に対する補助を行う

ものである。この制度によって、保育が困難であるという

理由から敬遠されがちな低年齢児の受け入れ数増加が期

待された。しかし、上述した通り依然として低年齢児の保

育サービスの供給は需要を満たしきれていない。 

そこで本稿では、保育所で満たしきれない低年齢児の保

育需要を、家庭福祉員制度の拡充によって補うことを提言

する。 

 家庭福祉員制度とは、一般に保育ママと呼ばれる制度で

あり、保護者が勤めているなどの理由で保育を要する乳幼

児を、子どもの保育についての技能及び経験を有する家庭

福祉員の家庭で預かり保育する事業である。この制度は、

都市の保育所不足への対応、近くに保育所がない過疎地で

の保育の確保という役割を担っている。国は 2000 年に地

方自治体の家庭福祉員事業に対する補助制度を導入し、

2009年度の補助単価は児童１人につき月額 54,300円であ

った。しかし保育士または看護士の資格を持つ家庭福祉員

しかこの補助は受けられず、2007年度には全国で 74の地

方自治体が家庭福祉員制度を実施しているにもかかわら

ず、国の補助制度を利用できているのは 12 の地方自治体

にとどまっている。 

そこで国は 2010 年 4 月に、国からの補助を受けられる

家庭福祉員の資格の緩和と、国の制度への格上げを実施す

ることを決定した。これによって、家庭福祉員制度の普及

が期待できるが、この制度には問題点も指摘されている。    

1点目は、補助を受けられる資格要件の緩和によって、保

育士等の資格がない家庭福祉員が増え、保育の質が低下す

る恐れがあるという点である。 
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2点目は、家庭福祉員の孤立と保育の密室化の問題であ

る。前者は、一般的な保育所での保育と異なり他の保育員

との交流がないため、家庭福祉員が単独で育児に当たらね

ばならず、多大な育児ストレスを感じてしまうという問題

である。後者は、家庭福祉員の自宅という閉ざされた空間

で保育が行われるため透明性に欠け、トラブルなどを察知

しにくい懸念があるというものである。 

これらの問題を解決し、かつ低年齢児保育サービスを拡

充するため、包括的に以下 2点の提言を行う。 

1点目として、保育士または看護士の資格を有さない家

庭福祉員に対する、地方自治体による定期的な研修実施の

義務付けと、国内統一の研修ガイドラインの作成を提言す

る。現在独自に家庭福祉員を対象とした研修を行っている

地方自治体もあるが、研修について統一されたガイドライ

ンがないため、資格要件緩和によって家庭福祉員が増加す

れば保育の質の低下が起こりうる。したがって、国が家庭

福祉員の研修についての統一したガイドラインを策定し、

研修実施を地方自治体に義務付けることで質の低下を未

然に防ぐことができる。また、現職の保育士や看護師を講

師として研修を定期的に開くことで、家庭福祉員同士、あ

るいは現職の保育士や看護師との情報交換・交流の場を設

けることにもなり、家庭福祉員の孤立に対する施策として

も機能する。 

2 点目として、連携保育所助成制度の新設を提言する。

連携保育所は、家庭福祉員との連携により保育の充実をは

かることを目的とした保育所である。具体的には、保育所

での行事に児童を招待したり、休暇中に代理保育を行った

り、保育相談に応じたりするなど、家庭福祉員に対して必

要な支援を行う。このように連携保育所は、家庭福祉員に

とって重要な役割を果たすため、これを普及することが家

庭福祉員制度の拡充には不可欠である。そこで、国が連携

保育所に対して助成を行うことで、家庭福祉員制度の充実

を目指すことを提言する。 

  

Ⅶ むすび 

  

 我が国では出生率低下が問題視され、国や地方自治体が

様々な施策を講じてきたが、少子化傾向は依然として改善

されていない。本稿では、第 2子第 3子の出生行動に着目

することで、出生率上昇を図る道を模索した。具体的には、

第 2子第3子の出生行動を促す要因である住居費の負担軽

減、待機児童の減少に向けての政策を検討してきた。 

 しかしながら、計量分析にあたっては、様々なデータ上

の制約を受けたことも事実である。特に待機児童の解消に

向けて近年促進されてきた、延長保育や病後児保育などの

多機能保育に関する市町村データが得られなかったこと

から、具体的な施策の効果を測ることはできなかった。こ

の点に関しては、今後も研究を継続していく必要がある。 

最後に、近い未来において、理想人数の子どもを産める社

会となることを願い、本稿を締めくくる。 
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査（2005）」 
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結婚と出産に関する全国調査「夫婦調査について」 
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各府県「2005年度人口動態統計データ」 

統計でみる市区町村のすがた 2007 
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平成 16 年度全国待機児童マップ 
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sp 

厚生労働省 保育所の状況について 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0907-2.html 

厚生労働省 安心こども基金の概要 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/02/tp0226-1/dl_10

koyou/10koyoua_0068.pdf 

児童福祉施設最低基準(昭和二十三年十二月二十九日)(厚

生省令第六十三号) 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063

.html 

家庭福祉員制度実施要綱 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jigyo

/hoiku.jyosei/files/kateihukusiin_jissiyoukou.pdf 

読売新聞 

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/200902

19-OYT8T00700.htm 

東京都福祉保健局 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku

/h_mama/renkeihoiku/index.html 

asahi.com（朝日新聞社） 

http://www.asahi.com/edu/kosodate/news/TKY200904070

336.html 

 

 

北海道子育て支援住宅推進方針 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/FFC398B

5-608A-42D4-A246-73E8DD795071/0/kosodateplandata.pd
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図表 

図 1 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省 人口動態・保健統計課「人口動態統計」より作成） 

 

図 2 2006年 OECD諸国の合計特殊出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（OECD Factbook2009：Economic Environmental and Social より作成） 
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図 3 年齢（3 区分）別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2009)」より作成） 

 

図 4 老齢人口 1 人に対する生産年齢人口の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2009)」より作成） 
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図 5 理想子ども数と予定子ども数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国立社会保障・人口問題研究所「第 13 回出生動向基本調査（2005）」より作成） 
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図 6 理想人数の出産を諦める理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国立社会保障・人口問題研究所「第 13 回出生動向基本調査（2005）」より作成） 
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図 7 出生順位別出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省 人口動態・保健統計課「平成 20 年人口動態調査」より作成） 

 

図 8 世帯構造別にみた世帯割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「平成 21 年版厚生労働白書」より作成） 
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表 9 基本統計量 

 

  平均 中央値 最大 最小 標準偏差 尖度 歪度 

総出生率 8.338314 8.4584383 11.721333 3.7882288 1.5971126 -0.077427 -0.316525 

第１子出生率 3.8408221 3.9755257 6.5020168 0.9938382 0.960927 0.0945905 -0.20019 

第２子第３子出生率 4.2424439 4.2843274 6.046777 2.3344285 0.7500114 -0.133688 -0.215695 

女性賃金 60949.018 51993.401 173439.88 5472.0812 33587.05 0.3779925 0.881676 

可処分所得 438622.7 431178.09 679958.38 282481.98 67604.268 0.3122579 0.5515744 

住居費割合 0.0410044 0.0356651 0.190917 0.000269 0.0293567 5.4762303 1.7358333 

教育費割合 0.0501659 0.0447415 0.1644339 0.0033895 0.0275017 1.6163603 1.0843757 

婚姻率 5.383671 5.3547172 8.1862526 1.7516543 1.1222691 0.2462305 -0.175558 

離婚率 2.0358438 2.0596876 3.3495737 0.563539 0.4798601 0.4363154 -0.234304 

log（人口密度） 2.9537243 3.0012634 4.0739957 0.6929148 0.6250879 -0.060005 -0.424996 

核家族世帯割合 60.104014 60.282273 77.865012 42.990654 6.7528103 -0.325375 -0.21987 

単独世帯割合 23.944729 23.445175 42.651615 9.2566798 6.2066445 0.4242554 0.4832353 

待機児童率 0.0099758 0 0.1573034 0 0.0215606 13.775318 3.3115229 

 

表 10 分析結果 1［被説明変数：総出生率］ 

 

説明変数 係数 t 値   

定数項 -1.04E-15 -2.56E-14   

女性賃金 0.059815 1.098071   

可処分所得 -0.020733 -0.399963   

住居費割合 -0.079902 -1.796168 * 

教育費割合 -0.033254 -0.740654   

婚姻率 0.838063 15.00676 *** 

離婚率 -0.149315 -3.040894 *** 

log(人口密度) -0.015391 -0.225122   

核家族世帯割合 0.237485 4.335742 *** 

単独世帯割合 0.056024 1.098341   

待機児童率 -0.074072 -1.704222 * 

   自由度修正済み決定係数     0.657032 

   サンプル数              218 

 

***：有意水準１％で有意 

**：有意水準５％で有意 

*：有意水準 10％で有意 
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表 11 分析結果 2［被説明変数：第 1 子出生率］ 

 

説明変数 係数 t 値   

定数項 -1.29E-16 -3.33E-15   

女性賃金 0.049403 0.951265   

可処分所得 -0.003346 -0.067713   

住居費割合 -0.073923 -1.743006 * 

教育費割合 -0.042013 -0.981483   

婚姻率 0.798969 15.00621 *** 

離婚率 -0.17187 -3.671373 *** 

log(人口密度) 0.019656 0.301556   

核家族世帯割合 0.218186 4.178144 *** 

単独世帯割合 0.160785 3.306271 *** 

待機児童率 -0.025076 -0.605143   

   自由度修正済み決定係数     0.68826 

   サンプル数              218 

 

表 12 分析結果 3［被説明変数：第 2 子第 3 子出生率］ 

 

説明変数 係数 t 値   

定数項 5.37E-16 1.09E-14   

女性賃金 0.029037 0.440968   

可処分所得 -0.021005 -0.335213   

住居費割合 -0.091446 -1.700544 * 

教育費割合 -0.023784 -0.43822   

婚姻率 0.762538 11.29547 *** 

離婚率 -0.146665 -2.470918 ** 

log(人口密度) -0.080235 -0.970825   

核家族世帯割合 0.271634 4.102444 *** 

単独世帯割合 -0.022843 -0.370461   

待機児童率 -0.109539 -2.084832 ** 

   自由度修正済み決定係数     0.498826 

   サンプル数              218 

 

***：有意水準１％で有意 

**：有意水準５％で有意 

*：有意水準 10％で有意 
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図 13 待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省発表資料より作成） 

 

図 14 年齢区分別の 2009 年待機児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「保育所の状況（平成 21 年 4 月 1 日）等について」より作成） 
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大卒女性が長時間働けるための条件1 

～就職四季報女子版のマイクロデータを用いた実証分析～ 

 

 

雑古 めぐみ 

田頭 範子 

中田 沙千衣 

花田 滋 

 

 

要旨 

 

我が国の女性の立場は弱かった。しかし、戦後、民主化が進められ、教育の機会均等が図られ、男女間

の教育格差はなくなっていった。また、経済成長とともに産業構造が変わり、高等教育を受けた労働者に

需要が集まった。このように高等教育修了者は続々と社会に出て行った。しかし、男女別労働力率をみる

と、女性の労働力率は男性と比較すると常に 40％程度の開きがあった。そこで我が国の政府は 1985 年に

男女雇用機会均等法を制定し、男女間の雇用機会の均等化を図った。実際に新規学卒者の就職率における男女

間格差はなくなった。しかし、高等教育を受けた女性の就労率をみるとキリン型と呼ばれる労働曲線がみられる。この原

因は多くの高等教育を受けた女性が、結婚・出産・育児を機に離職し、一度離職すれば労働市場に戻ってきていないから

である。そこで、就労状況を調べたところ、就労継続の意思はあるにも関わらず、実際には仕事と育児の両立は難しいと

考え、不本意ながら仕事を諦めていることが分かった。 

そこで本稿では、どのような方策が高等教育を受けた女性の有効活用につながるのかという問題意識のもと、日本政府

並びに各企業はどのような取り組みに力を入れるべきか検証した。その結果、女性の有効活用は企業の経常利益、育児休

業の長さ等に影響を受けており、長期休暇・休業からの復帰の際に時間に関する規定並びに女性の労働に対して肯定的な

雰囲気のある企業が女性を有効活用していることが示された。 

その分析結果に基づき、①短時間勤務制度の適応範囲の拡大、②企業雰囲気の向上のための政府機関の設置、という 2

つの政策提言を行った。 

 

                                                   
1 本稿の作成にあたっては山内直人教授（大阪大学）をはじめ、壁谷順之様（同志社大学大学院）、清谷康平様（三菱 UFJリサーチ＆コ

ンサルティング株式会社）、高林喜久生教授（関西学院大学）、横山寛和様（関西学院大学）から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。

ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するも

のである。 
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Ⅰ はじめに 

 

我が国において女性は長らく弱い立場にあった。教育や

労働市場においても例外ではなかった。しかし戦後の民主

化により状況が一変し、我が国の男女は共に十分な高等教

育を受けたことで高い労働生産性を有し、同等の立場で就

労できる基盤が出来上がった。 

一方、我が国の経済は戦後の復興以来大きな成長を遂げ、

産業構造の変革をもたらしていた。戦前では労働者の多く

が第一次産業に従事していたが、1950 年代後半には労働

者数から見ても産業別 GDP産出量から見ても、第三次産業

が我が国の産業の主流となっていた。人そのものが財産と

なる第三次産業の台頭は、高等教育を受けた労働者に対す

る需要を高めたと考えられる。 

しかし、男女間で就職状況は違っていた。労働力率を見

ると、明らかに男性とは大きな格差があり、男女差別や性

別役割分担の観念が残っていた。そこで我が国では対策と

して 1985 年に男女雇用機会均等法を制定し、性別を理由

とした差別の禁止等を明文化した。 

では均等法の施行後、高等教育を受けた女性の就職状況

が改善されたのだろうか。確かに女子新規学卒者の就職率

は高く、労働市場への参入時には大きな割合を占めていた。

だが、高等教育を受け、高い労働生産性を持つ、多数の女

性労働者が社会進出を果たすも、育児・出産を機に労働市

場から離脱し復帰せず、男性のように長期継続勤務するこ

とは少ないといった現状がある。 

このように優秀な女性を十分に活用できていない現状

は、高い教育水準を誇る我が国における教育費の無駄であ

るばかりか、ひいては国際競争力の低下の要因にもなり得、

国益に反していると考えられる。 

そこで本稿では、高等教育を受けた女性を有効に活用す

るため、男性と同等に長期雇用するためにはどのような対

策を打てば効果的なのかを最少二乗法（OLS）によって分

析する。 

なお、本稿における構成は以下のとおりである。 

Ⅱ章では、戦後から現代に至る女性教育並びに女性労働

環境の変遷を明らかにした上で、女性労働の現状を述べ、

問題点を挙げる。Ⅲ章では、先行研究を紹介した上で、本

稿の位置づけを述べる。Ⅳ章ではクロスセクションデータ

を用いた高等教育を受けた女性の有効活用に関して重回

帰分析を行う。Ⅴ章では、Ⅳ章の結果を踏まえて政策提言

を行う。 

 

Ⅱ 現状 

 

１ 女性が労働力として活躍し得る基盤の

構築  

 

（１）我が国の女性における高等教育  

教育は労働生産性を上げることのできる唯一の

手段である。その教育が我が国では、長年女性には

供給されていなかった。 

第二次世界大戦以前、我が国の学校制度は学校種

毎に勅令によって定められていた。このため一貫し

た学校体系がなかなか整備されない傾向にあり、分

岐型学校体系と呼ばれた。国民は当時の最上位の教

育機関であった旧制大学に進学するには原則とし

て旧制高等学校等の限られた種別の学校を卒業し

なければならなかった。このように、ただでさえ高

等教育進学は狭き門である上に、女子学生の境遇は

とりわけ苦しかった。女性の場合、男性の旧制中学

校に相当する高等女学校より上位の教育機関は、旧

制大学よりワンランク下の「旧制専門学校レベル」

の学校で「打ち止め」が原則であった。 

しかし敗戦後、我が国は GHQ の指導のもと民主化

を押し進めた。 1947 年に日本国憲法・教育基本法

が制定され、機会均等の理念のもと、学校教育の制

度の根幹を定める法律として制定された学校制度

で教育体系は 6・3・3・4 制を基本とする単線型学

校体制に改められた。これにより、小学校で 6 年

間・中学校と高等学校で各 3 年ずつ・四年制大学で

4 年間修学するという現在の形になった。このよう

にして教育課程は統一され、高等教育への進学方法

のスリム化が図られたため、国民は進学しやすくな
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った。また、高等教育機関 12は様々な形態をとるが、

一様に同程度の教育水準を確保しているため、戦前

のような男女間での教育水準の格差が是正された。 

このように、高等教育への進学の機会が平等に与

えられたことで、女性も男性と同等の高等教育を受

け、高い労働生産性を確保することが可能となった。 

また、上記のような法整備の効果もあり、高等教

育への進学率は男女ともに経済成長に呼応して伸

びていった。特に大きな伸長が見られたのは 1950

年代から 1970 年代で高度経済成長期に当たり、豊

かになっていく日本の状況を反映していると考え

られる。 1980 年代中頃までの高等教育への進学率

には常に男女間でほぼ一定の格差が生じていたも

のの、 1985 年頃には格差が消え、男女が共に高い

教育水準を有するようになった（図 1）。 

 

（２）経済成長に伴う労働需要の変化  

教育の普及により人的資本が培われていく一方

で、女性労働者を取り巻く環境も経済成長に伴い劇

的に変化していった。 

我が国の経済は戦後壊滅状況にあったが、様々な

経済政策と国民の懸命な努力によって回復し、高度

経済成長期に突入した。成長を続ける我が国では、

労働力に対して常に需要があった。それを示してい

るのが図 2 である。1950 年から 2000 年まで労働力

人口は男女ともに着々と増加しており、特に高度経

済成長期に当たる 1950年から 1970年までの前年度

比較伸び率は非常に高くなっている。 

しかしその後我が国の経済は安定期へと移行し

た。この時期には産業構造も大きく変わってきてい

た。図 3 の産業別就業者数割合からわかるように、

終戦直後は第一次産業に占める割合が大きかった

が、徐々に第二次・第三次産業が台頭し始め、それ

ぞれ 1960 年前後に第一次産業を上回っている。そ

の後は第三次産業が圧倒的な割合を占め、次いで第

二次産業、最後に第一次産業となっている。ここで

                                                   

 
2 我が国の高等教育機関としては、大学、大学院、短期大学、高

等専門学校、以上 4つである。 

注目すべきは第三次産業である。第三次産業には、

第一次産業にも第二次産業にも分類されない産業

が分類され、無形財であるサービスを分配すること

で富を創造することがその特色である。人的資本が

何よりの財産となる産業分野であるため、経済安定

期において更なる経済成長を臨むにはより高い生

産性が期待される人材を確保することが重要とな

ってくる。つまり高度経済成長期から経済安定期に

わたり我が国においては、高等教育を受け、高い生

産性を有する労働者に対して、より強い需要があっ

たと考えられる。実際、多くの高等教育修了者が第

三次産業に従事していたことが文部科学省より報

告されている 3。 

 

２ 高等教育を受けた女性の労働市場への参入 

 

（１）男女共同参画社会へ向けて   

では、高等教育修了者への労働需要は男女に対し

て均等にあったのだろうか。 

図 2 より、労働力人口だけ見れば男性と同じく、

多くの女性が続々と労働市場へ参入しているよう

にみえる。その一方で、男女別労働力率の推移を見

ると、男性とは常に 40％程度の開きがある。これ

らは高等教育を受け、高い生産性を有する女性労働

者の参入が明らかに遅れており、男女間の就労機会

に格差が生じていることを表している。   

 そこで我が国では雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保を図ることや、女性労働者

の妊娠中・出産後に関する健康の確保を図ること等

を目的に、1985 年に男女雇用機会均等法が制定、

翌年に施行された。 

 

（２）高等教育を受けた女性の就労状況  

このような法整備が行われた結果、日本における

高等教育を受けた女性の労働状況はどのように変

化したのだろうか。新規学卒者の就職率を学歴別に

見ると、高等教育を受けた女性の就職率は、景気の

                                                   
3 昭和 50年労働経済の分析 
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影響等により変動はあるものの、他学歴の女性と比

較すると非常に高くなった（図 4）。つまり、労働

市場への新規参入時においては、高等教育を受けた

女性の割合が高いと考えられる。 

しかしながら、高等教育を受けた女性の労働力率

を年齢別に見ると（図 5）、新規学卒時の労働力率はか

なり高いにもかかわらず、結婚・出産・子育て期間にそこ

から大幅に減少し、その後も回復はあまり見られない。こ

のような労働曲線は、労働力率が最も高い新卒時をキリン

の頭とすると、その後の減少期がキリンの長い首としてと

らえられることから、キリン型と呼ばれる。キリンの頭に

あたる 20代前半では、大学・大学院卒女性の有業率は 90％

を超えている。この時点では、高校・中学校卒の女性と比

べると 15％以上上回っており、また同学歴の男性と比べ

ても同等である。しかしながら、30 代後半では他学歴の

女性とほぼ同様に 65％まで減少し、同学歴の男性との比

較では 30％以上の開きがみられる。さらに、出産・育児

期を終えた 40 代以降も復帰の状況は芳しくなく、高校・

中学校卒女性よりも低い 73％にとどまっている。つまり、

高等教育を受けた女性については、卒業後の就職率は高い

が、結婚・出産・育児を機に離職する人が多い上に、再就

職する人も少ないという問題があるといえる。 

 

（３）高等教育を受けた女性の就労意欲  

こうした問題は、女性が自ら望んだ結果によるものだろ

うか。以下の考察では高等教育を受けた女性の就労意欲を

図る調査として、正社員として活躍する女性を主な対象と

して行われたものを使用している。 

まず、彼女たちの出産後の就労継続並びに就業形態への

希望を調べるために第 4回 21 世紀成年者縦断調査 4（図

6）を見る。これは無作為に抽出した対象に対して

継続的に調査を行ったもので、就労形態の変化や被

験者の婚姻状況も反映しているため、信頼のおける

結果であると考えられる。調査時に正規社員として

働く女性に、出産を経ても現在の仕事を続ける意思

があるかどうかについての調査が掲載されている。

                                                   
4 21 世紀成年者縦断調査は厚生労働省が実施しており、国民

生活基礎調査の調査地区から全国の男女を無作為抽出し、第一回

から継続して協力している者を対象としている。 

具体的な数値を見ると、正規女性社員全体では 6

割以上の女性が出産後退職する意思を持っていな

い。この傾向は配偶者を持つ正規女性社員ではより

顕著であり、その約 7 割が出産しても現職からの退

職を望んでいない。つまり高い労働生産性を有する

女性労働者の多くは出産後現職を離れる意思を持

たない。したがって、高等教育を受け高い生産性を

有する女性労働者が出産後も働く意欲があること

がわかる。 

続いて、高等教育を受けた女性が長期就労を望んでいる

かを明らかにする。NPO法人 GEWELによる 2006年度「働

く女性の意識調査」を見ると、働き続けたいかを問う質問

に対して、40％以上の女性が「定年まで働きたい」と回答

している。一方で、「働きたくない、または結婚・出産を

期に退職したい」と回答した女性はわずか 13％にとどま

る（図 7）。つまり、仕事を結婚や出産をするまでのもの

と考えている女性は少なく、生涯を通じて長く働きたいと

考える女性が多くいることがわかる。 

また、仕事と育児の両立を希望していることも事実であ

る。同調査によると、仕事と子育ての両立に関して、両立

を希望している女性は 67.5％であり、そのうち既に実現

している人はわずか 4 人に 1 人である（図 8）。一方、今

後実現したいと考えている女性のうち約半数が両立に不

安を感じており、両立を阻む要因として、「残業が多い」

「第三者の協力を得ることが難しい」といった労働環境の

問題を指摘している（図 9）。すなわち、高等教育を受け

た女性は、仕事と子育ての両立を望んでいるが、実現する

ための環境が整っていないため、子育てを機に退職せざる

を得ないという現状が読み取れる。 

以上より、適切な労働環境の整備が行われれば、高等教

育を受けた女性の労働市場からの離脱を防ぎ、労働力とし

て有効活用する余地は十分にあると考えられる。 

 

３ 日本の取り組み 

 

では、女性の労働環境の整備に関し、日本ではどのような

取り組みがなされているのだろうか。 
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（１）政府の取り組み 

日本政府は現在、少子化対策の観点から、緊急の

課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一

層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き

続けることができる雇用環境の整備に取り組んで

いる。2009 年 6 月 24 日には、改正育児・介護休業

法が成立し、3 歳未満の子どもを持つ労働者への短

時間勤務制度（ 1 日 6 時間）の導入と残業免除が義

務化されることになった。同法は一部を除き 5公布

日である 2009 年 7 月 1 日から 1 年以内に施行され

る。 

これまでは、企業は（ 1）短時間勤務の制度、（2）

フレックスタイム制、（3）始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、（4）所定外労働をさせない制度、（ 5）託児

施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与の

いずれかの措置を講じればよかった。しかし今後は、

業種や職種によらず、全ての事業主にとって短時間

勤務制度は措置義務となり、残業免除は労働者が請

求すれば認めなくてはならないものとなる。違法行

為に対する厚生労働相の勧告に従わない企業名は

公表され、虚偽の報告や報告を怠った者等には過料

が課せられるという罰則付きである。 

 

（２）企業の取り組み 

日本における急速な少子化の進行、並びに家庭及

び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、2003 年 7 月

に次世代育成支援対策推進法 6が成立、公布された。

この法律によって、現在では 301 人以上の労働者を雇

用する企業や法人等の雇用主は、仕事と子育ての両立

を図るために必要な雇用環境の整備等について「一般事

業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に

届け出なければならない。その結果、十分な次世代

育成支援対策を行っていると認定されると｢くるみ

んマーク｣をその商品やサービス等に付けて表示で

きる。 

また女性の労働環境の改善に積極的に取り組ん

                                                   
5 100人規模以下については、3年以内である。 
6 これは、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成さ

れる環境の整備を進める法律である。 

でいる企業では、法定以上の産前産後休暇 7・育児

休業 8・短時間勤務制度等を規定しており、制度を

利用しやすい環境づくりにも取り組んでいる。 

 

４ 問題意識 

 

以上の現状分析を受け、本節では本稿の目的を簡潔に述

べる。 

概観してきた通り、日本における女性労働の現状として、

高等教育を受けた女性の労働力は結婚・出産・育児期にお

ける低下が顕著であり、意欲に反して十分に活用されてい

ないという課題が明らかになった。 

そこで本稿では、どのような方策が高等教育を受けた女

性の有効活用につながるのかという問題意識のもと、日本

政府並びに各企業はどのような取り組みに力を入れるべ

きかを検証する。 

具体的には、各企業の取り組みが高等教育の女性の活用

にどのような影響を及ぼすかを、実証分析により明らかに

する。 

 

Ⅲ 先行研究 

 

本章では、女性労働に関する先行研究を紹介し、本稿の

位置づけを示す。 

 

１ これまでの女性労働研究 

 

経済が発展し、安定してくるにつれ、男女の平等性がよ

り求められるようになってきている。その一つとして、女

性労働の研究も様々な観点から多く行われてきた。 

秋尾・加藤・北上・住岡（2002）は女性の就業継続に大

きな影響を与える育児休業制度に着目し、育児休業取得の

決定に関してどのような要因が影響を与えるのかを分析

している。その結果、育児休業制度がより整備されている

                                                   
7 法定では、産前産後合わせて、14週間と規定されている。 
8 法定では、一部を除き、子が 1歳になるまでの 1年間とされて

いる。 
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企業で働いている女性の方が育児休業を利用しているこ

とが明らかになった。 

また、児玉・小滝・高橋（2005）は、女性の雇用が企業

の業績に与える影響について、企業のマイクロデータを用

いて分析している。その結果、男女均等活用型の人事・労

務管理といった企業固有の要因が、女性労働者を増やし、

かつ企業業績も高めていることが明らかになった。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

以上のような先行研究に対して、本稿では、Ⅱ章でも述

べたように分析対象である女性労働者に関して、高等教育

を受け、労働生産性が高い女性に絞っている。これは女性

労働者といえども、様々なバックグラウンドを持つ女性が

おり、求められる労働形態の差を考慮する必要があると考

えたからである。そういった女性労働者の中で、高等教育

を受けた女性労働者は、生産性が高く、その生産性を活用

しないことは教育費の無駄であり、国益に反すると考えら

れる。また、労働者を受け入れる企業側の立場から考えて

も、他学歴の女性と比べ人的資本が高い高等教育を受けた

女性に対して、十分な需要があると考えられる。以上二点

より、本稿では高等教育を受けた女性に焦点を当てた。そ

のことが本稿の持つ大きなオリジナリティである。 

 

Ⅳ 実証分析 

 

本章では、企業ごとに集計されたクロスセクションデー

タを用い、女性労働者の活用に関する重回帰分析を行う。

なお本稿では、女性労働者の活用度の指標として、高等教

育を受けた男性勤続年数に対する、高等教育を受けた女性

勤続年数の比を用いた。この実証分析の目的は、問題意識

でも述べたように、日本政府並びに各企業がどうすれば女

性をより活用できるかを検証することにある。 

 

１ データ概要 

 

データは、東洋経済新報社「就職四季報女子版2009年版」

に掲載されているもののうち、今回我々が必要とするデー

タが全て公開されているものを用いた。なお、掲載されて

いるデータは2007年7‐8月に調査されたものである。また、

一部データに関しては、企業の個別HP並びに電話での聞き

取り調査を行った。 

 

（１）被説明変数 

被説明変数は高等教育を受けた男性勤続年数に対する、

高等教育を受けた女性勤続年数の比をおいた。これを各企

業での高等教育を受けた女性の活用度を表す指標として

用いた。 

ここで、被説明変数に高等教育を受けた男性勤続年数に

対する、高等教育を受けた女性勤続年数の比を本稿で用い

た理由を説明する。現状でも述べたように、女性の教育レ

ベルは男性と同レベルである。また、第三次産業への産業

構造の変化から、人的資本の高い人間の需要は高まってお

り、高等教育を受けた女性は高等教育を受けた男性並みに

労働需要はあるはずである。しかし、実際には平等に扱わ

れていないのは現状で見てきた通りである。そこで、この

高等教育を受けた女性労働者が、高等教育を受けた男性労

働者並みに扱われていれば、高等教育を受けた女性労働者

は有効活用されていると考えたからである。 

 

（２）説明変数 

企業の状況を示すものとして以下二つの変数を用いた。 

            

①自然対数従業員数 

女性のための企業特有の制度の規定に関して規模によ

って違いがみられたため、女性の活用度を考える上で必要

なデータと判断した。従業員数が多いほど、つまり企業の

規模が大きいほど、育児休業制度をはじめ、従業員に対す

る福利厚生制度が整っているのではないかと考えた。 

 

②自然対数経常利益 

女性従業員を雇うには、女性特有の性質に対して企業が

対処するために、男性従業員を雇うよりも企業はお金をか

けねばならない。そのため、会社の経営状態がよくなけれ

ば女性の活用に対して、消極的になっているのではないか

と考えた。 
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産前産後休暇制度・育児休業制度の対策を示すものとし

て以下二つの変数を用いた。 

 

③法定以上の産前産後休暇制度ダミー 

産前産後休暇制度の期間と女性の活用度との関係を分

析するために変数として用いた。 

 

④法定以上の育児休業制度ダミー 

育児休業制度の期間と女性の活用度との関係を分析す

るために変数として用いた。 

 

職場復帰後のバックアップに関して以下三つの変数を

用いた。 

 

⑤フレックスタイム制の有無 

⑥短時間勤務の有無 

小さな子どもを持つ母親が、職場に復帰した際、子ども

の予定に合わせて、遅く出社したり、早く退社したりでき

ることを望むと考えられる。そこで、フレックスタイム制

と短時間勤務制度と女性の有効活用は関係があるかを分

析した。 

ここで、時間に関する制度に関して、フレックス

タイム制と短時間勤務制度の二つの変数を用いた

理由を説明する。現状でも述べたように、 2009 年

に、改正育児・介護休業法が成立し、同年 7 月より

短時間勤務制度が義務化された。しかし、それまで

はフレックスタイム制や短時間勤務制度を含むい

くつかの方策のうち、そのうちのどれかを導入して

いれば良かった。その中で、特に企業に導入された

制度は、フレックスタイム制と短時間勤務制度の二

つであった。そこで、本稿では、データの調査が行

われた 2007 年度にも導入されていた可能性が高い

これら二つの時間に関する制度と女性の有効活用

との関係をそれぞれ見ることを目的にこれら二つ

の変数を用いた。 

 

⑦職場復帰ケアプログラムの有無 

産前産後休暇や育児休業といった長期の休暇・休業から

職場に復帰する際、職務に対し不安を覚えると考えられる。

そのため復帰時にケアがあるかどうかが女性の職場復帰

に影響を及ぼすと考えられる。そこで職場復帰ケアプログ

ラムの有無と女性の有効活用は関係があるかを分析する

ために変数として用いた。 

 

企業雰囲気として以下の変数を用いた。 

 

⑧女性従業員に占める既婚者の割合 

現状部でも述べたが、男女雇用機会均等法が施行され、

我が国においても女性は家で家事をすべきと言った固定

概念は無くなりつつある。しかし、企業によっては未だに

そのような固定概念が残っていると考えられる。そこで、

女性の活用度とそのような雰囲気の関係性を見るために

女性従業員に占める既婚者の割合を変数として用いた。 

 

なお、被説明変数への影響力を他の変数と合わせるため、

従業員数と経常利益には自然対数を用いた。 

 

２ モデル 

 

以下のようなモデルを設定し、最小二乗法（OLS）によ

る重回帰分析を行う。 

 

 ininmimi DXY    

3~1m  5~1n  

 

iY ：男性勤続年数に対する女性勤続年数の比 

 1X ：自然対数従業員数 

 2X ：自然対数経常利益 

 3X ：女性従業員に占める既婚者の割合 

 1D ：法定以上の産前産後休暇ダミー 

 2D ：法定以上の育児休業ダミー 

 3D ：短時間勤務制度の有無 

 4D ：フレックスタイム制の有無 

 5D ：職場復帰ケアプログラムの有無 

 i  
：誤差項 
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３ 結果と考察 

 

以上の分析の結果から考察を行う。なお、結果に関して

は表 10を参照されたい。 

F検定において、このモデルの有効性は認められた。 

分析結果より、経常利益は女性の有効活用に正の影響が

あることがわかった。このため、女性の有効活用は会社の

経営状況に影響を受けていることが読み取れる。一方で、

従業員数に関しては負に有意となっており、女性の有効活

用に関して負の影響を与えていることがわかった。これは

予想に反する。この理由として、企業の規模が大きくなれ

ば、代替要員が規模の小さな企業に比べ沢山いるために一

人の労働者を大切に扱わないからであると考えられる。 

また、職場復帰ケアプログラムの有無や法定以上の産前

産後休暇制度ダミーが女性の有効活用に影響しないこと

がわかった。これらのことから、女性の有効活用に関して、

職場復帰ケアプログラムや産前産後休暇期間の長さは影

響を及ぼさないことが読み取れる。 

一方、法定以上の育児休業ダミーに関しては女性の有効

活用に対し、正の影響があることがわかった。つまり、育

児休暇を長期で取れる企業の方が、女性を有効に活用して

いるということが読み取れる。また、フレックスタイム制

の有無は女性の有効活用に関して、正の影響があるが、同

じ時間に関する制度の短時間勤務制度は影響を及ぼさな

いことがわかった。この考察に関しては、次章で詳しく見

る。最後に、女性従業員に占める既婚率の割合であるが、

これも女性の有効活用に対し、正の影響があることがわか

った。つまり、女性の労働に対して肯定的な雰囲気のある

企業の方が、女性を有効に活用しているということが読み

取れる。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

以上の分析結果をふまえ、本章では企業における女性の

有効活用に向けた具体的な政策を提言する。 

 

 

１ 短時間勤務制度の適応範囲の拡大 

 

前章の分析結果より、各企業において短時間勤務

制度よりもフレックスタイム制の方が女性労働者

の有効活用に繋がっていることが実証された。しか

し、ベネッセ次世代育成研究所の「子どもの成長段

階ごとに希望する働き方のアンケート調査」による

と、育児期の女性労働者のニーズは、子どもが小学

校に入学するまでは「残業のないフルタイム勤務」

（29.2％）よりも「毎日働くが短時間勤務」（ 38.8％）

の方が大きい(図 11) 。また、日本政府も短時間勤務制

度を義務化する等、短時間勤務制度をフレックスタイム制

より重視している。よって現状では、勤務時間が自由

になるがフルタイム勤務のフレックスタイム制よ

りも短時間勤務制度に対する需要の方が高いとい

えるはずである。 

では、なぜ実証分析においては短時間勤務制度よ

りもフレックスタイム制の方が女性労働者の有効

活用に繋がっているのであろうか。その理由として

は、以下のことが考えられる。 

現在の法律においては、短時間勤務制度は「 3 歳

までの子を養育する労働者に対する事業主による

措置義務」と規定されている。しかし、先ほどのベ

ネッセ次世代育成研究所の「子どもの成長段階ごと

に希望する働き方のアンケート調査」によると、「子

どもが 1～3 歳以下」（ 26.1％）よりも「子どもが 4

歳～小学校入学まで」（ 38.8％）の間に短時間勤務

を希望している女性労働者の方が多いのが現状で

ある。このことより、現在の法律の規定では、最も

需要の高いところに制度の導入義務がなく、育児期

における女性労働者のニーズを満たし切れていな

い。一方で、フレックスタイム制は、労働者自身が

一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時

刻を決定することができる変形労働時間制の一つ

であり、就業規則にその旨が記載されていれば、基

本的には全従業員が利用可能な制度である。それゆ

え子どもの予定に合わせてフレキシブルに勤務す

ることが可能である。また「子どもが 3 歳まで」等

の活用制限がないことがほとんどである。よって現
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状では、女性労働者が出産・育児を経て働き続ける

ために、「子どもが 3 歳まで」の間しか活用できな

い短時間勤務制度よりも、フレックスタイム制の方

が有効な制度といえる。 

以上より本稿では、短時間勤務制度の措置義務の

適応範囲を、現在の「3 歳までの子を養育する労働

者」から「小学校入学以前の子を養育する労働者」

まで引き上げることを提言する。 

 

２ 企業雰囲気の向上のための中立的機関

の設置 

 

前章の分析結果より、女性従業員に占める既婚者

の割合が高く、女性が結婚しても働き続けられる雰

囲気である企業ほど女性を有効活用していること

が実証された。つまり逆に言えば、そのような雰囲

気がなく、女性従業員に占める既婚者の割合が低い

企業は、女性を有効活用していないか、女性を労働

力として長期的に活用する意思がないといえる。さ

らに、結婚後の出産・育児に関する法整備だけでは、

このような、女性が結婚しても働き続けられる雰囲

気のない企業が、今後女性を有効活用していくこと

には繋がらないと考えられる。 

そこで本稿では、女性の有効活用に前向きな企業雰

囲気作りを助長する政策として、NPO 等のような企

業にも政府にも属さない第三者が企業を主体的に

評価する中立的機関の設立を提言する。Ⅲ章で言及

した「くるみんマーク」のような、企業の申請に対

して政府機関が受動的に応えるものではなく、その

中立的機関が主体的に、女性労働環境の整備並びに

その活用に関する企業の情報を収集し評価するも

のである。具体的には、各企業の取り組みを段階的

に評価・ランキング付けし、評価結果を大々的に公

表することが望ましい。 

そうすることによって、取り組みを良く評価され

た企業は自社のイメージアップに繋がるとともに

大きな広告効果が得られる。逆に、評価結果が低い

ことは企業のイメージダウンに繋がることになる。

つまり、全ての企業がより良い評価を受けるために

女性労働環境の整備、並びにその活用を推し進める

ことになり、結果的に女性の有効活用に前向きな企

業雰囲気作りを促進することになるであろう。 

 

Ⅵ おわりに 

 

男女共同参画社会の実現に向け、男女雇用機会均等法の

制定並びに改訂等、現行の国による政策は女性労働者の就

労状況の改善に一定の成果を上げてきた。しかし、結婚・

出産・育児期に多くの女性が労働市場から出ていき、その

後、労働市場に復帰しない等、我が国では女性労働に関し

ては未だに多くの問題を抱えている。そこで、本稿では、

労働需要の高い高等教育を受けた女性に着目し、男性と同

等の長期雇用の実現に向け、どのような対策が有効なのか

を明らかにするために分析を行った。そして、その結果に

基づき、政策提言を行った。これらの提言が実現し、少し

でも女性の労働環境が改善されることを切に願う。 

しかし、本稿における今回の研究には、不備な点も存在

する。女性の労働に関しては、女性の職場環境の他に、夫

の就労への理解並びに育児への積極的協力や親世代との

同居といった家庭環境や保育サービスの有無といった地

域環境も重要な要素である。しかし、本稿においては職場

環境しか考慮に入れておらず、女性の家庭環境、地域環境

を考慮していない。この点を考慮し、より実情に即した研

究が行われることを期待する。 

そして、こうした取り組みの積み重ねが女性労働政策、

ひいては男女平等の参画社会の実現につながることを願

い、筆をおきたい。 
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図表

図 1 男女別高等教育進学率の変遷 

 

出典：文部科学省生涯学習政策局調査企画課「学校基本調査報告書」 

 

図 2 労働力人口の変遷 

 

出典：総務省統計局「労働力調査」 

 

 

(%)   

（年）  

（
人
口
） 

 
 

    



 

96 

 

図 3 産業別修行人口割合 

 

図 4 女性の学歴別新規学卒者の就職率 

 

出典：厚生労働省「平成 20年版 働く女性の実情」付属統計表 
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図 5 年齢階級別労働力率の学歴による比較

 

出典：総務省統計局「就業構造基本調査」(平成 19年度) 

図 6 出産後退職する意思のない正規女性社員の割合（％） 

 

 

 

 

 

出典：第 4回 21世紀成年者縦断調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

  配偶者あり 配偶者なし 全体 

同一就業継続 73.2 60.9 62.2 

非正規から正規へ転職 68.8 59.7 60.2 

新規で正規 72.2 58.5 69.5 
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図 7 働き続けることに対する意識調査 

 

出典：NPO法人 GEWEL「働く女性の意識調査」（2006年度） 

図 8 仕事と子育ての両立に関する意識調査 

 

出典：NPO法人 GEWEL「働く女性の意識調査」（2006年度） 

図 9 仕事と子育ての両立は難しいと考える理由 

 

出典：NPO法人 GEWEL「働く女性の意識調査」（2006年度） 
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表 10 分析結果 

（被説明変数：企業の高等教育を受けた男性勤続年数に対する高等教育を受けた女性勤続年数の比） 

説明変数 係数 標準誤差 ｔ値 ｐ値 

自然対数従業員数 -0.06004 0.017929 -3.34894 0.0009 

自然対数経常利益 0.035733 0.00971 3.680094 0.0003 

法定以上の産前産後休暇制度ダミー 0.038745 0.032389 1.196252 0.2328 

法定以上の育児休暇制度ダミー 0.055752 0.025472 2.188729 0.0296 

フレックスタイム制度の有無 0.074324 0.029583 2.512409 0.0127 

短時間勤務の有無 -0.01309 0.028798 -0.45452 0.6499 

職場復帰ケアプログラムの有無 -0.01807 0.02985 -0.60538 0.5455 

女性従業員に占める既婚者の割合 0.006757 0.000934 7.233869 0 

定数項 0.579805 0.090572 6.401596 0 

自由度修正済み決定係数 0.284076 

図 11 「子どもの成長段階ごとに希望する働き方のアンケート調査」 

 

出典：ベネッセ次世代育成研究所
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地域間学力格差の決定要因1 

 

～全国学力調査を用いた実証分析～ 

 

伊東 貴則・大原 真美 

田崎 千尋・柳楽 渉 

 

要旨 

 

近年、ゆとり教育を主な原因とする児童生徒の学力低下が注目されている。ゆとり教育の成果については賛否両論あ

るが、PISA など国際的な学力調査で日本の順位が下がったり、児童生徒の点数が有意に低下したりしていることは事

実である。その結果を受け、義務教育の水準向上や児童生徒の学習状況の把握・分析を目的として、国は約 40年ぶり

に「全国学力・学習状況調査」を再開した。 

 その調査結果を見ると、各都道府県の順位は固定的であり、特に上位層下位層には変化が見られない。日本の義務教

育の水準は国際的に見ても高いと言えるが、本来平等に与えられるべき義務教育において生まれた場所や育つ場所の違

いにより、受けることができる教育に差があることは問題であり、この地域間格差を決定する要因を把握し、政策的に

改善する必要性がある。そこで、本稿では児童生徒を取り巻く外的要因に注目した。 

 国内で義務教育課程における児童生徒の学力について経済学的な観点から実証した研究は数少ない。その上、それら

の研究では家庭環境や学校環境といった児童生徒に直接影響を与える要因のみで分析を行っている。しかし、教育の質

や量は教育費や指導要領などの制度的な要因から影響を受けているのは確かであり、これらの制度的な要因が間接的に

児童生徒に影響を与えていると考えられる。 

 そこで、本稿では学力を規定する要因として、「個人要因」「家庭要因」「学校要因」に「制度要因」を加えて定量的

に分析を行った。なお、分析は小学校児童と中学校生徒についてそれぞれ行った。 

 分析の結果、児童生徒共通して教育により多くの投資をすること、および学校教育の質を向上させることが学力を向

上させる効果があることが実証された。 

 この分析結果から、本稿では義務教育費と教育の質の２つの観点から政策提言を行った。第一に、地域間の財政力格

差を可能な限り義務教育に反映させないために、義務教育費国庫負担率を現行の 3分の 1から 2分の 1に引き上げるこ

とを提言した。第二に、教員の教科指導外における負担軽減のため、①学校事務職員の増加、②学校事務職員の職務内

容標準化の全国的な推進、③スクールカウンセラーの常勤化、④国によるスクールカウンセラーの共通ガイドラインの

作成を提言した。 

                                                   
1 本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、東孝彦様（堺市教育委員会）、岩井八郎教授（京都大学）、壁谷順

之様（同志社大学大学院）、清谷康平様（三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）、高林喜久生教授（関西学院大学）、前原健

二様（日本教育政策学会）、横山寛和様（関西学院大学）、吉田賢一様（日本総合研究所）から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。

ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰する

ものである。 
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Ⅰ はじめに 

 

近年、子供の学力に注目が集まっている。2002 年度か

ら開始したゆとり教育により児童生徒の学力の低下が騒

がれ、2007 年度には全国学力・学習状況調査（通称全国

学力調査）が再開されたことも記憶に新しい。同調査では

情報公開の是非やテスト結果の活用方法について議論が

なされた。また、公立学校選択制の拡大や習熟度別クラス

の実施など、教育に関する施策は日々変化している。 

我が国では就学義務は国民の三大義務の一つとして位

置付けられ、1947 年の学制改革より学齢 258児童生徒は 6

歳～15 歳まで 9 年間の義務教育を受けている。日本の教

育水準は高く、OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2000

年の数学的リテラシーにおいて一位の成績を修めるに至

っている。しかし一方で、校内暴力やいじめといった社会

問題を背景に中央教育審議会は、子供たちの生活の現状と

して、ゆとりの無さや社会性の不足、倫理観の問題を指摘

し、これからの社会に求められる教育の在り方の基本的な

方向として、全人的な「生きる力」の育成が必要であると

提言した。 

この提言を受けて、学習内容の削減や完全学校週 5日制

の実施、絶対評価の導入などを盛り込んだゆとり教育が

2002 年度から開始された。ゆとり教育は学力低下を引き

起こすと懸念されていたように、実際種々の国際学力調査

において日本の学力はゆとり教育導入以前に比べて統計

的に有意に低下しているという結果が生じた。学力低下を

認めた中央教育審議会は学習指導要領の見直しを提言し、

文部科学省は児童生徒の学力状況の把握・分析し、指導方

法の改善・向上を図るため、2007 年度から全国学力・学

習状況調査が再開された。 

過去 3年間行われた学力調査の結果は、秋田県や福井県

といった上位の都道府県と、北海道や沖縄県といった下位

の都道府県との差が顕著に表れており、同一の指導要領で

行われているにも関わらず、地域間に学力格差が存在する

ことを示している。 

そこで本稿では、これらの地域間における学力格差の決

                                                   
258 学齢とは学校に就学して教育を受けることが適切とされる年

齢のことである。日本では満 6歳の誕生日以後の 4月 1日から 9

年間（満 15歳に達した日以後の 3月 31日まで）が該当する。 

定要因を把握・分析することで、我が国の義務教育の水準

を向上させる制度の確立を目指す。 

なお、本稿の構成は以下の通りである。 

 第Ⅱ章では児童生徒を取り巻く現状について説明し、問

題意識を述べる。第Ⅲ章では本稿の先行研究を紹介し、オ

リジナリティを提示する。第Ⅳ章で児童生徒の学力に関す

る計量分析を行い、その結果から第Ⅴ章で義務教育水準を

向上させる政策を提言する。 

 

Ⅱ 児童生徒を取り巻く現状 

 

１ 日本の義務教育制度 

 

日本の教育はすべての国民が、「法律の定めるところに

より、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」359

を負い、学齢児童生徒に無償で与えられると定められてお

り、この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。

小学校 6年間・中学校 3年間、6歳から 15歳までの 9年

間を義務教育期間とする現在の義務教育制度は 1947年の

学制改革により施行され、現在まで 60年以上続いている。

日本の義務教育制度は「各個人の有する能力を伸ばしつつ

社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び

社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこ

と」460を目的として行われている。 

 

２ 義務教育の現状 

 

（１）戦後の学習指導要領の変遷 

学習指導要領とは、文部科学省が告示する教育課程の基

準のことであり、小学校、中学校、中等教育学校 561、高

等学校、特別支援学校 662の各学校と各教科で実際に教え

られる内容とその詳細について、学校教育法施行規則を根

拠に定めている。 

                                                   
359 日本国憲法第 26条第 2項 
460 教育基本法（平成 18年法律第 120号）第 5条 2項 
561 前期中等教育（中学校などにおける教育）と後期中等教育(高

等学校などにおける教育)を一貫して施す学校 
662 障害者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教

育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が

図られること」を目的とした学校 
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 第 2次世界大戦以前の日本の教育は知識を重視した、

いわゆる詰め込み型の教育形態であったが、こうした教育

形態は知識を持つ教員から知識のない児童生徒に対する

一方的な教育であると批判された。これを受けて終戦後の

教育には子供たちの直接体験から学ぶ、経験を重視した教

育方針が採用されたが、この経験学習に対しては戦前に比

べて学力が低下しているとの批判が次第になされるよう

になり、1960年代より再び知識を重視する教育へ方針を

戻すこととなった。しかし、1970年代から 1980年代には

団塊ジュニア世代 763の詰め込み教育、管理教育 864、受験

戦争によって発生した校内暴力、いじめ、登校拒否など、

学校教育や青少年に関わる数々の社会問題が浮き彫りと

なった。これにより 1972年には日本教職員組合が「学校

週５日制」「ゆとりある教育」の提起開始、1977年から 1978

年にかけて学習内容・授業時間の削減を伴う学習指導要領

の改正、1984年には中曽根政権のもとにできた臨時教育

委員会がゆとり教育の方針に取り組むなど、従来の詰め込

み学習内容を以前より縮小する動きが図られるようにな

った。 

 

（２）ゆとり教育 

こうした動きのもとで、1998 年から 1999 年にかけて、

学習内容・授業時間数の削減、完全学校週５日制の実施、

総合的な学習の時間の新設、絶対評価の導入を含む学習指

導要領の全部改正が告示され、2002 年度から現行の学習

指導要領が実施された。これがゆとり教育の実質的な開始

である。 

ゆとり教育は豊かな人間性や子供たち自ら学び自ら考

える力の育成、個性を活かす教育、特色ある学校づくりを

可能にするとして注目されたが、一方で学習内容・授業時

間数の削減による学力低下も懸念されていた。 

OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）965の 2000年、2003

年、2006 年の結果を比較すると、科学的リテラシー、読

解力リテラシー、数学的リテラシーと、全分野において、

日本は年を追うごとに順位を下げている（表 1～表 3）。 

                                                   
763 1971年から 1974年までのベビーブームに生まれた世代。 
864 学校(教員)が一元的に児童生徒の在り方を決定し、これに従

わせる様式の教育方法、ないしその方針 
965 2000年に第 1回調査が行われ、3年毎に調査することになっ

ている。調査時において、15歳 3ヵ月から 16歳 2ヵ月の生徒を

対象としており、科学的リテラシー、読解力リテラシー、数学的

リテラシーを調査するもの 

また、国際数学・理科教育調査（TIMSS）1066の 1995年、

1999 年、2003 年、2007 年の結果を見てみると、全教科、

全学年において得点の上昇は見られず、小学生の得点に有

意差は見られなかったが、中学生においては得点が統計的

に有意に低くなっているという結果が発表された（表 4）。 

この 2つの学力調査から、ゆとり教育導入後に日本の学

力が低下しているとの見方が強まった。経済学的には一般

に、教育を受け、人的資本（知能や技能）を蓄積すること

で、その個人の労働生産性が上昇するとされている。国の

生産性は、国民の生産性の総和で求められることから、学

力低下が日本の生産力低下を引き起こすと考えられる。こ

うした現状を受け、2005 年には中山文部科学大臣が学習

指導要領の見直しを中央教育審議会に申請し、中央教育審

議会答申ではゆとり教育による学力低下を認め、授業日数

の増加、理数系・英語の授業日数の増加を提言するなど、

学習指導要領見直しの流れが加速した。 

 

３ 全国学力・学習状況調査の再開 

 

安倍政権下では、教育再生を重点項目として掲げ、教育

再生会議を立ち上げたほか、「教育基本法の改正」、「教育

三法（学校教育法、地方教育行政法、教育免許法および教

員公務員特例法）の改正」などの改革が進められるなど、

義務教育の制度を大きく変えるような動きがみられた。授

業時間の増加や総合的な学習の時間の削減など、学習指導

要領改訂によりゆとり教育の見直しが図られる一方、日本

教職員組合などからは、ゆとり教育を推進すべきとの意見

もあり、ゆとり教育の是非が問題となっている。さらには

学校選択制や習熟度別クラス導入の是非、教育委員会制度

の見直しなど、日本の義務教育に関する議論はますます高

まっている。 

こういった日本の教育制度再考の動きを受け、2007 年

に文部科学省は、「全国的な義務教育の機会均等をその水

準の維持向上の観点から各地域における児童生徒の学力

や学習状況をきめ細かく把握・分析すること」を目的とし

て、全国学力・学習状況調査を再開 1167した。小学校第 6

                                                   
1066 1995年に行われた第 3回国際数学・理科教育調査が TIMSSの

第1段階調査であり、4年毎に第4学年(小学校 4年生)と第8年(中

学校 2年生)の児童生徒を対象としている。調査内容は算数・数

学、理科の問題他に児童生徒、教師および学校へのアンケートが

実施される。 
1167 1960年代にも全国学力テストが行われていたが、学校や地域
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学年、中学校第 3学年の原則全児童生徒を対象としており

（ただし一部の私立学校は不参加）、国語、算数・数学の

2 教科 1268に加え、生活習慣や学校環境等に関する質問紙

調査が実施された。 

全国学力・学習状況調査の再開に関して、以前行われて

いた全国学力テストのように地域間での競争が過熱する

のではないかとの懸念もされており、日本教職員組合や日

本共産党などは義務教育の段階で学力格差を広げるとし

て反対の姿勢を示している。また成績の情報公開について

もその公開は都道府県単位に留め、学校別の公開は市町村

教育委員会に委ねている。教育委員会の多くは「学校間の

序列化や過度な競争につながる」などの理由で反対する一

方、保護者の多くは「学校選択の基本情報」などの理由で

賛成するなど、意見に乖離がみられ、その是非が問われて

いる。全国学力調査は約 60 億円の税金を費やした悉皆調

査であり、児童生徒の学力の状況、学習・生活環境を客観

的に把握・分析することが可能であるが、テストの結果が

実施 5ヵ月後に返却されるなど、調査が有効活用されてい

ないという指摘もある。 

 

４ 問題意識 

 

全国学力・学習状況調査の 2007年、2008年、2009年の

3年間の都道府県別のデータから、上位の都道府県と下位

の都道府県に 3 年間を通して変化がほとんど見られない

こと、そして全体的な順位にもほとんど変動がないことが

わかった（表 5）1369。さらに、1位の都道府県と最下位の

都道府県との間には、2教科 4科目の平均正答率の合計で

毎年約 50 もの差が生じている。このことから義務教育に

おいて地域間に学力格差が生じているといえる。 

本来すべての児童生徒に平等に与えられるべき義務教

育が、生まれた場所や育つ場所によって等しく得られない

ということは、すべての児童生徒にとって必要不可欠であ

る基礎的能力を適切に身につけられないという事態を招

きかねない。居住する地域や保護者の所得などに関わらず、

すべての児童生徒が平等に教育を受けることが義務教育

                                                                                 
間の競争過熱を理由に 1964年をもって全国調査は中止されてい

た。 
1268 それぞれ知識を問う問題（A）と、知識応用力を問う問題（B）

の 2種類に分かれている。 
1369 小学校第 6学年の国語 A、国語 B、算数 A、算数 Bの都道府県

別の平均正答率の合計 

において必要であり、義務教育における地域間格差は、今

後日本が継続的に発展していくためにも、早急に解決すべ

き課題のひとつであろう。地域間における学力格差の規定

要因を把握し、学力の低い地域の教育制度を改善すること

で、日本全体の学力水準の向上に繋げることが可能である。

以上のことから、本稿の目的は学力を規定する要因を、学

力の地域間の差という見地から分析することによって明

らかにすることである。 

 

Ⅲ 先行研究・本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

 

英語教育の必修化やゆとり教育の導入など、学習指導要

領は多くの改正を経ている。それほど教育、特に義務教育

は地域社会や日本の基盤を作る重要な役割を担っており、

この義務教育水準の維持向上は重要な課題である。しかし

ながら、我が国において学力に関する定量的な研究は少な

く、特に義務教育段階である児童生徒の学力を分析した研

究は極僅かである。この大きな原因はデータの不足である

と考えられる。児童生徒個人の成績はプライバシーの関係

上入手できない上、市町村や都道府県レベルの成績すら学

校選択などの問題を引き起こす懸念から公開されない。 

 一方、欧米では学力に関する膨大な数の実証分析が行わ

れている。Fertig（2003）は、教育生産関数を用いて学校

の規模や質が生徒の学力に及ぼす影響を分析し、クラス構

成の多様性が学力に与える影響を示している。また、日本

と同様にゆとり教育をきっかけに学力低下が問題になっ

たデンマークでは、Rangvid（2003）が児童を学力階層別

にわけた分位点回帰分析を用いて児童の成績に対して級

友の成績が影響を与えることを実証している。国内で行わ

れた実証分析には、千葉県検証改善委員会が作成した「平

成 19年度『全国学力・学習状況調査』分析報告書」があ

る。同報告書の中で安藤（2008）は学校内での教育施策が

学力に与える影響を分析し、外部講師の招へいや発展指導

がスコアに正の影響を与えることを示している。また、清

水・須藤（2008）は市町村の経済状況によって千葉県内を

2つの区分にわけて学力規定要因を分析することで、学級
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規模や教師の平均年齢などの要因が学力に与える影響が

地区によって異なることを明らかにしている。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿の目的は全国学力調査の結果から、現在生じている

地域間学力格差の規定要因を把握することで義務教育水

準の向上に繋げることである。学力格差については以前か

ら多くの議論が行われてきたが、それらは通塾の有無や私

立学校に通うことが出来るかなど、家庭の経済格差から生

まれるものであると考えられてきた。しかし、全国学力調

査の再開により地域間に学力格差が存在することが示さ

れた。また、全国学力調査は悉皆調査であるため、分析に

おいてサンプリングにバイアスのないデータを用いるこ

とが可能となった。そこで本稿では、全国学力調査の結果

を用いて小学校児童及び中学校生徒の学力に関して分析

を行う。都道府県間の地域間学力格差に注目し、義務教育

レベルの学力について実証分析を行った研究は我々の知

る限り存在しない。 

 一般的に、学力の変動を規定する要因は家庭環境や学校

環境など直接児童生徒に影響を与える要因であると考え

られている。実際に、日本において学力について実証分析

を行った研究はそれらのみを説明変数としている。しかし、

それらの直接児童生徒に影響を与える要因全てが家庭や

学校から起こる問題であるとは考えにくく、社会保障や教

育制度などの影響を受けていると考えられる。そこで本稿

では、学力に間接的に影響を与えていると考えられる制度

的な要因を変数として組み込むことで、地域間格差を規定

しているより根源的な原因を明らかにする。 

 

Ⅳ 分析 

 

１ 分析のフレームワーク 

 

本稿の分析では、教育生産関数を用いて実証研究を行う

が、ここでは、教育の成果を経済学の立場から捉える際に

想定する教育生産関数について説明する。 

 教育成果の分析を行う場合にも、通常の財やサービスの

生産と同様に生産関数を想定することになる。小塩・妹尾

（2003）に従えば、第 i人に関する生産関数は以下のよう

に想定される。 

iiiiii PQFIFA  ),,,(
 

本稿ではこの関数を議論の出発点とする。被説明変数で

ある Aは、教育のアウトプットであり、統一的な学力テス

トの結果や、教育を受けた後に得られる賃金などが考えら

れる。一方、成果を規定している説明変数を見てみると、

I はその個人に生来備わっている能力やある教育を受け

始める際の初期能力などである。高い初期能力を有してい

る個人は、それの低い個人よりも教育を受けた後の成果が

優れているであろうことが予想されるが、その点は考慮し

なければ教育の質を正確に評価することが出来ないため、

このような変数を用いる。Fはその個人が育っている家庭

や社会環境要因であり、家庭の所得水準などがこの要因の

一つであることはもちろん、欧米では人種構成なども同要

因として位置づけられる。Qは学校で提供される教育の質

であり、クラスの規模や教員と生徒の比率などがこの変数

の代表例である。そして、Pは級友効果やピア・グループ

効果と呼ばれるものであり、その個人と一緒に教育を受け

るグループの特性である。例えば、個人の所属するクラス

の成績などが挙げられる。最後にεは誤差項である。 

 小塩・妹尾（2003）では、上記のような生産関数を想定

しているが、この関数は個人 iの学力に対するものである。

しかし本稿では、データの制約上都道府県別のクロスセク

ション分析を行うため、このフレームワークをそのまま利

用することは適切ではないと考える。まず、個人の初期能

力 Iについてであるが、各都道府県で生まれる子供の才能

に大きく偏りがあると考えることは不自然である上、分析

対象が義務教育課程の児童生徒であるため、高等学校や大

学とは違い、県をまたいでの通学や他県への進学は非常に

少ないと考えられるため、この効果は無視出来るほど僅か

であると予想出来る。また、級友効果 Pは個人の学力を分

析対象としている場合は取り入れるべき変数であるが、本

稿では都道府県別で分析を行うため、級友効果が観測され

るとは考えにくく、分析に取り入れる必要はないと考える。 

 一方、本稿の目的は地域間格差の規定要因を把握するこ

とで、より根源的な問題を明らかにすることであるため、

その他の変数に関しては要因を細分化して分析を行うこ

ととする。 
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２ 本稿の分析 

 

上記の分析のフレームワークを踏まえ、本稿では「個人

要因」「家庭要因」「学校要因」「制度要因」の 4つの要因

が児童の学力に与える影響を分析する。ここで言う「個人

要因」とは、児童生徒の初期能力や宿題や自主勉強をする

かなどの個人に起因する要因である。「家庭要因」と「学

校要因」は共に児童生徒を取り巻く環境要因であり、家庭

の所得などの家庭環境要因と学級規模や教職員の人数な

どの学校環境要因である。この学校環境要因は多くの先行

研究では学校教育の質として扱われている。最後に「制度

要因」であるが、これは他の 3つの要因のように直接児童

に影響を与えるものではなく、都道府県が支出する教育費

など児童が学ぶ環境に影響を与えることで、間接的に児童

生徒の学力を左右していると考えられる要因である。児童

生徒を取り巻く教育環境はこれらの間接的な要因に大き

く影響を受けており、この要因を研究することで地域間学

力格差の原因のより根源的な問題が見えるのではないか

と考える。 

 

３ 変数選択 

 

そこで、以上の 4つの要因に則ってそれぞれ変数を用意

した。しかし、全ての変数について厳密に要因分類できる

わけではない。「携帯電話の使用」という例を見てみると、

携帯電話を使用するのは個人であり、「個人要因」に含ま

れると考えられるが、携帯電話を所持させるのは保護者で

あり、「家庭要因」であるとも考えられる。このような事

例は多く見られるのであるが、本稿では学力規定の根源的

な問題に注目しているため、より根本的な原因と考えられ

る要因として分類した。この事例では、児童生徒に自ら携

帯電話を所有する経済力はなく、保護者が買い与えている

と考えられるため「家庭要因」として分類する。 

 

（１）被説明変数 

本稿では、教育のアウトプットである「学力」を全国学

力調査の 2教科 4科目の平均正答率の合計を利用する。 

 

（２）個人要因 

「個人要因」については「平日家庭学習」、「読書」の 2

つの変数を用いた。「平日家庭学習」は、個人がより学習

することで学力を向上させる効果があると考えられる。こ

のデータは全国学力調査の学習状況調査から、小学校児童

に関しては「平日に家庭学習を１時間以上している割合」

1470、中学校生徒に関しては「平日に家庭学習を 2 時間以

上している割合」1571を用いた。小学校児童と中学校生徒

で学習時間を変えたのは、中学 3年生は大多数が高校受験

を控えており、平均的に小学 6年生より多く勉強している

と考えられるからである。 

また「読書」は、家庭学習とは違い勉強を多くするわけ

ではないが、読書をすることで、読解力や理解力が向上す

ると考えた。このデータも同調査より「平日 1日あたり 1

時間以上読書をしている割合」1672を用いた。 

「個人要因」には本来個人の初期能力を組み込むべきで

あり、例えば、資格試験に関する分析であれば、所属大学

の偏差値などを用いることで初期能力を測る必要がある

と考えられる。しかし、本稿での分析対象は地域的に移動

の少ない小中学生であるため、初期能力に関して各都道府

県間の偏りは小さいと考えられる。また、IQ など初期能

力を表すと考えられる他のデータを得られないため、ここ

では初期能力は割愛する。 

 

（３）家庭要因 

「家庭要因」については、「離婚」の変数を使用した。

親が離婚することによって児童生徒に精神的に大きなダ

メージを与えたり、教育環境の悪化を引き起こしたりする

ため、学力に対して負の効果があると考える。「離婚」に

ついては厚生労働省「人口動態統計」の都道府県別離婚率

を用いた。 

 

（４）学校要因 

「学校要因」には、「補習授業」、「情報公開」、「教員一

人あたり児童生徒数」、「教員採用試験倍率」の 4つの変数

を用意した。「補習授業」は習熟度の遅い子供に補充的に

授業を行うことで、理解の向上を得られると考えられるた

め、学力向上の効果があると予想される。このデータは全

国学力調査の学習状況調査から「放課後に補充的な授業を

                                                   
1470 学習塾や家庭教師に教わっている時間を含む。 
1571 学習塾や家庭教師に教わっている時間を含む。 
1672 この読書に教科書や参考書、漫画や雑誌を読んだ時間は含ま

れない。 
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おこなっている割合」を用いた。 

 「情報公開」は学校が積極的に情報公開を行い、地域や

保護者の意見を受け入れる体制を整えたり、いつも緊張感

を持って教育に臨んだりすることで教育の質が向上する

のではないかと考え、学力向上の効果があると思われる。

このデータも同調査から「ホームページを開設し、学校教

育活動の情報公開を行っている割合」を用いた。 

 「教員一人あたり児童生徒数」は文部科学省「学校基本

調査」の都道府県別の全児童生徒数を全教員数で除するこ

とで求めた変数であり、1人の教員が教える児童生徒の数

が多くなれば、児童生徒に対する細かい指導ができなくな

り、少人数教育がより教育の質を向上させると考えられる。 

 「教員採用試験倍率」は教員の質を表していると考える。

教員採用試験は筆記試験のみではなく、模擬授業などの試

験も行われるため、教員採用試験倍率の高い県での合格者

はより質の高い教育を行うことができると考えられる。こ

のデータは東京アカデミーによる採用試験倍率の調査に

加え、各都府県の教育委員会に電話で問い合わせることに

よってデータを採取した。ただし、中学校は教科担任制を

採用しており、教員採用試験についても教科別に行われて

いるため、中学校生徒における「教員採用試験倍率」は国

語と数学の教員採用試験倍率によって算出している。 

 

（５）制度要因 

制度要因には、「就学援助」、「消費的支出」、「資本的支

出」の 3 つを用意した。「就学援助」は援助を受けるほど

収入の少ない家庭の子供が多ければ、教育にお金をかけら

れない家庭が多く、学力が低くなるのではないかと考える。

このデータは全国学力調査の学習状況調査から「就学援助

を受けている児童生徒が 5％以上いる割合」を用いている。 

「消費的支出」と「資本的支出」は各都道府県が教育に

かけているお金を表している。消費的支出とは、人件費や

教育活動費など例年経常的に支出される経費であり、資本

的支出とは、設備・備品費や図書購入費などの新たに財産

を取得、増加や補充するために支出される経費である。教

育にお金をかければ教育環境や質が向上すると考えられ

るため、学力に正の効果があると考える。また、これらの

データは文部科学省「地方教育費調査」から都道府県別の

児童生徒一人あたり消費的支出と資本的支出を用いてい

る。 

（６）変数選択 

本稿では、（2）～（5）に挙げた変数を利用する。しか

し、我々が用意した変数はそれらのみではなく、多数の変

数を用意した。「個人要因」として「休日学習」、「家庭要

因」としては「携帯保有率」や「通塾率」、「家庭の所得」

などを用意し、「学校要因」は「教員研修」、また、「制度

要因」として「都道府県別教育費総額」などの変数を用意

した。 

 これらの変数を分析に利用しなかった最大の理由は他

の変数との多重共線性 1773を排除できないためである。児

童生徒の学力には複数の要因が影響を与えており、その上、

それらの要因が複雑に絡み合って影響を及ぼしていると

考えられる。例えば、中学校生徒における「平均家庭学習」

と「通塾率」には約 0.7の相関関係が存在するのだが、こ

れは「平均家庭学習」が塾や家庭教師による学習時間を含

んでいることから、塾に通うことがこれら 2つの変数に同

様の効果を与えていると考えられる。この例のように同様

の原因が多数の変数に同様のもしくは全く逆の影響を与

えている可能性があり、より正確な推計を行うには多重共

線性を排除する必要がある。 

 そこで、本稿での分析は変数間の相関関係を考慮した変

数を選択し、分析を行うこととする。 

 

４ 小学校児童における学力規定要因の分析 

 

以上の変数を用いて本稿では、以下のモデルを用いて小

学校児童の学力規定要因について 2008年度の都道府県別

クロスセクション分析 1874を行った。 





10

1i

ii XY 
 

Y ：学力 

1X ：平日家庭学習、
2X ：読書、

3X ：離婚  

4X ：補習授業、
5X ：情報公開 

6X ：教員一人あたり児童数 

7X ：教員採用試験倍率 

8X ：就学援助、
9X ：消費的支出 

                                                   
1773 重回帰分析において変数間に相関が存在することにより、推

定結果に信頼が置けなかったり、有意な推定が行えなくなったり

する現象 
1874 分析には EViews6.0を用いた。 
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10X ：資本的支出     

 ：定数項、 誤差項 

本稿はクロスセクションデータを用いて回帰分析を行

っているため、誤差項の不均一分散を考慮しなければなら

ない。そこで、whiteの手法を用いて不均一分散の検定を

行ったところ、「誤差項の分散が均一である」という帰無

仮説は、10％水準でも棄却できなかった。よって、誤差項

の分散に不均一は認められなかった。 

分析結果（表 6） から、「離婚」のパラメータ値が負に有

意、「読書」、「補習授業」、「教員採用試験倍率」、「消費的

支出」のパラメータ値が正に有意という結果が得られた。

しかし、予想に反して「教員一人あたり児童数」のパラメ

ータ値が正に有意であった。これは、1学級につきある程

度の人数の児童がいることで、児童間での競争意識が働く

ことが学力を向上させていると考えられる。 

 ここで我々が注目した要因は「補習授業」、「教員採用試

験倍率」、「消費的支出」の 3点である。この推計結果から、

教育の量・質、教育にかけるお金について学力を向上させ

る効果があることが示された。日本の義務教育水準を向上

させることで、日本の学力を向上させることができると考

えられる。 

 

５ 中学校生徒における学力規定要因の分析 

 

中学校生徒にも小学校児童と同様に、以下のモデルによ

り学力規定要因について分析を行った。ただし、中学校生

徒の分析に関しては国語と数学の教科別採用試験倍率の

入手できなかった県が存在するため、2008年度の 43都道

府県におけるクロスセクション分析 1975を行っている。 





10

1i

ii XY 
 

Y ：学力 

1X ：平日家庭学習、
2X ：読書、 3X ：離婚 

4X ：補習授業、
5X ：情報公開 

6X ：教員一人あたり生徒数 

7X ：教員採用試験倍率 

                                                   
1975 小学校児童の分析と同様に誤差項に不均一分散は見られなか

った。 

8X ：就学援助、 
9X ：消費的支出 

10X ：資本的支出  

 ：定数項、 誤差項 

 

分析結果（表 8） から、「離婚」のパラメータ値が負に

有意、「平日家庭学習」、「教員採用試験倍率」、「資本的支

出」のパラメータ値が正に有意という結果が得られた。 

 中学校生徒においても小学校児童と同様に教育の質と

教育にかけるお金について学力を向上させる効果がある

ことがわかった。しかし、小学校児童と異なる点は、小学

校児童は「消費的支出」が学力に影響力を持っているのに

対し、中学校生徒は「資本的支出」が影響力を持っている

点である。この結果から、小学校児童は普段の教育活動な

どにお金をかけることが学力の向上につながり、中学校生

徒は学校の設備や用具にお金をかけることが学力向上に

繋がることがわかった。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

分析結果より、教育費の引き上げと教育の質の向上が学

力に正の影響を与えることがわかった。そこで、本稿では

義務教育における学力水準を引き上げるために、教育費と

教育の質の観点から大きく 3つの政策提言を行う。 

 

１ 教育費の観点からの提言 

 

（１）教育支出の差が学力に与える影響 

分析結果から小学校児童は消費的支出、中学校生徒は資

本的支出を増やすことで学力が向上すると示された。 

 ここで、小学校児童に関して「消費的支出」が学力にど

れだけ影響を与えているかを測るため、分析での推計結果

を利用して、過去 3回の全国学力調査で全て 1位の成績を

残している秋田県と全て 47 位の沖縄県を比較してみる。

秋田県の児童一人あたり消費的支出は 908.1 円であり、沖

縄県の児童一人当たり消費的支出は 606.7 円である。これ
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らの値を求められた推計結果に代入 2076すると、秋田県は

消費的支出の効果により学力が 64.2 向上し、沖縄県は

42.9 向上する。この試算から、消費的支出の要因のみで

秋田県と沖縄県には 21.3 の格差が生じるという結果が得

られた。 

 このように学力に多大な影響を与えている教育費であ

るが、全国的に地方教育費の推移を見てみると、全体的に

減少傾向にあり、特に 2006 年度から急激に教育支出が減

少している（図 10）。 

 この地方教育費の減少傾向は、日本の義務教育水準の低

下に繋がると考えられる。 

 そこで、地方教育費の減少要因を探ることで、日本の義

務教育水準の維持、向上を図る。 

 

（２）義務教育費国庫負担金制度の変遷 

近年地方教育費が減少傾向にある要因として、義務教育

費国庫負担率の引き下げが挙げられる。この制度は義務教

育の機会均等と水準の維持向上のために、教職員の確保と

適正配置を実現するべく、市町村立義務教育諸学校の教職

員給与費の一定割合を国の補助金で負担するものである。

教職員給与費における国庫負担率は従来まで全額の 2分

の 1と定められていたが、三位一体改革の流れを受けて

2006 年から 3分の 1に変更された。現在民主党政権は 4

分の 1にさらに引き下げる方向で検討している。また、数

十年前は教職員給与費のみならず、共済費、児童手当、退

職手当なども国庫負担の対象であったが、1985年から段

階的に国庫負担対象の費用項目が削除され、現在では教職

員給与のみがその対象となっている。さらに、地方分権化

の流れを受けて総額裁量制 2177が導入され、国庫負担金の

使途決定の権限が地方に大きく移譲された。 

 

（３）国庫負担率引き下げに伴う問題 

各都道府県は国庫負担率の引き下げによって減少した

教員給与費を地方交付税交付金で補っているものの、国庫

負担率が 3 分の 1 になった 2006 年には多くの都道府県で

教育費における基準財政需要額実支出率 2278が減少してい

                                                   
2076 「消費支出の学力向上効果＝0.070682×各都道府県の消費的

支出」で算出した。 
2177 義務教育費国庫負担金の総額の範囲内で、給与額や教職員配

置に関する地方の裁量を大幅に拡大する仕組み 
2278 各地方公共団体が実際に支出した教育費を、合理的かつ妥当

な平均的水準で教育行政を行った場合に要する財政需要額（基礎

る。また、1999 年度には実支出率が 1 を上回っていたに

もかかわらず、2006 年度の小学校における実支出率が 1

をきった県が 7 つ存在し、中学校では 17 の道県の実支出

率が 1を下回った。このことは教育に必要とされるだけの

支出がなされなくなったことを示している。 

また、地方交付税交付金は近年全国的に減額傾向にある

（図 11）。2007年から財源である所得税が税源移譲にとも

なって減税されたため、交付金のさらなる減額が予想され

る。交付金は国庫負担金とは異なり、使途が国によって定

められていないため、厳しい財政状況の都道府県は今後、

少ない交付金を多様な事業間で取り合い、教育に充てる交

付金の額が減少する可能性がある。そのため、財政状況に

よって地方間に教育費支出の格差が生まれる可能性があ

ると考えられる。 

 

（４）義務教育費国庫負担率の引き上げ 

以上をふまえて、本項では教育費支出を担保するべく、

義務教育費国庫負担金制度における国庫負担率を 2006 年

度以前の水準である 2分の1に引き上げることを提言する。 

 前節で述べたとおり、国庫負担率が高い方が教育費にお

ける基礎財政需要額実支出率は高い。しかし、国庫負担率

をやみくもに引き上げることは、教職員の必要以上の増員

など、地方の無駄な支出を促す恐れがあり好ましくない。

そのため、本稿では従来まで適用されていた 2分の 1の負

担率の再適用を提言するが、最適な負担率については今後

も検討が必要である。 

 またこの提言では国庫負担率の引き上げのみを扱い、現

行の総額裁量制については引き続き適用するべきだと考

える。国が必要程度の教育費を負担することは義務教育の

水準の維持向上に不可欠であるが、教育の地方分権化が進

む今日、教育費の使途決定の権限を地方が持つことは重要

だと考えられるからである。 

 

２ 教育の質の観点からの提言 

 

結果より、教育の質が高いと学力に正の影響を与えると

考えられることがわかった。本稿では教育の質を向上させ

る施策の 1 つとして、「教員が児童生徒の教科指導のため

に割く時間」に着目する。これは実際に教科指導に充てる

                                                                                 
財政需要額）で除したもの 
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時間と指導準備に充てる時間に大別できる。前者の時間を

増やせば教育の質の向上につながることは、放課後の補習

授業の実施が学力に正の影響を与えるという分析結果か

ら明らかである。また後者の時間を増やせば、教科指導内

容の質が向上すると考えられる。 

 しかし、現在教員の労働環境は過酷であり、児童生徒の

教科指導のために時間を割きにくい状況となっている。教

員勤務実態調査 2379によると、1966 年から 2006 年にかけ

て、1年の授業のコマ数は減少しているのにもかかわらず、

教員の残業時間は 4.3倍に増加している（図 12）。 

そのため、本節では教員が教科指導のために割く時間を

確保し、教育の質を向上させるために、学校事務職員制度

とスクールカウンセラー制度について提言する。 

 

（１）学校事務職員増員と職務範囲の拡大 

① 教員の事務負担 

上述の通り、教員の残業時間は増加しているが、事務・

報告書作成、保護者・PTA対応、学校経営といった直接児

童生徒の指導に関係のない仕事が残業時間全体の約 15％

を占める（図 13）。 

実際に教員の中でも「子どもに関わる以外の仕事や、雑

務が多い」2480という声が多くあがっている。以上のこと

から、教員の事務負担の多さが、教員が教科指導に割く時

間を減少させている要因の 1つであるといえる。 

 さらに、開かれた学校作りや教育の地方分権化によって

学校が担う事務負担は今後増加すると予想される。開かれ

た学校作りによって、学校評価の実施や集計、情報発信の

ためのホームページ作成・更新などの事務作業が増加する

ことは必至である。さらに、教育の地方分権化に伴う学校

裁量予算制度の導入促進は学校の予算業務の増大をもた

らす。これらの事務負担が教員の業務となれば、さらに教

科指導に割く時間が減少するであろう。 

 

② 現行の学校事務職員制度 

教員の事務負担が多いという現状であるが、実際学校に

は事務を専門的に行う事務職員が配置されている。学校教

育法によってその配置が定められており、公立小中学校の

                                                   
2379 2006年文部科学省より 
2480 「教職員のなやみ調査」（日本教職員組合・教育政策調査室、

1998年 8月）より 

事務職員になるには、都道府県単位で実施される「市町村

立小中学校事務職員」、「教育事務」、「学校事務」などの試

験に合格することが必要である。職務内容を一義的に定義

するのは難しいが、庶務関係、人事関係、会計関係、教務

関係に大別できる。庶務関係の仕事として、校務運営に関

する連絡、文書管理、調査統計が挙げられる。人事関係の

仕事として、人事異動、勤務記録、出勤簿等、給与・旅費、

共済組合その他福利厚生に関する処理が挙げられる。会計

関係の仕事として、予算の策定・執行、金銭出納、備品・

消耗品の出納管理、施設・設備の保全関係の業務が挙げら

れる。教務関係の仕事として、児童生徒の学籍、転出入、

就学援助、教科書給与、給食に関する業務が挙げられる。 

③ 学校事務職員制度の問題点 

現在の学校教育の方向性から学校の事務負担が増える

のは明らかであり、学校事務職員の重要性は高まっている

にも関わらず、近年、学校事務職員は減少傾向にある（図

14）。国の財政悪化のため、「行政改革推進法」2581と「骨

太 2006」2682により二重に事務職員を含む教職員の純減が

推進されている。 

さらに、教員と事務職員の仕事の住み分けが完全になさ

れていないという現状がある。どちらの職務も法律で具体

的な職務範囲が定められてはおらず、事務職員が遂行可能

な業務（校舎点検など）を教員が担っていることもある。

そのため、教員が教科指導者として本来する必要のない業

務までこなすこととなっており、教員の負担を増やす要因

となっている。 

 1957 年から、各地方教育委員会において学校事務職員

の職務内容を単位作業にまで分類し、整理する「職務内容

標準化」の試みが断続的に行われているが、小中学校の現

場への浸透率は低く、また各地方が行っているものである

ため、全国的な推進度もいまだ低い。 

 

④ 学校事務職員の増員と職務範囲の拡大 

教員の事務負担の現状をふまえ、学校事務職員の増員と

学校事務職員の担う職務拡大のための職務内容標準化の

全国的な推進を提言する。 

                                                   
2581 2006年度に制定された効率的な政府運営を達成するために

行政事業の重点分野に関する基本方針を定めた法律 
2682経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006:小泉内閣が

2001年から毎年、行政運営の方針として発表しているもので、

2006では、2011年度における国・地方のプライマリーバランス

の黒字化を目指すことを表明している。 
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 現段階ですでに教員の事務負担が多く、さらに今後も増

える可能性があるにもかかわらず、事務の仕事を専門的に

担う事務職員が減少しており、教員は児童生徒の教科指導

のための時間を確保しにくい状況となっている。そのため

「行政改革推進法」や「骨太 2006」などの政策を見直し、

事務職員の増員に努めるべきである。 

 また、職務の拡大の具体的内容は現在教員が担っている

事務業務の一部を学校事務職員に移譲することと、開かれ

た学校作りや教育の地方分権化に伴って増加する学校の

業務を事務職員が担うことの 2点である。増大する業務を

教員の負担としないシステム構築が求められる。 

 そのためには、現在曖昧な教員と事務職員の業務の明確

な線引きを全国的に行う必要がある。職務内容標準化を推

進することで、業務の種類を明確に分類できれば、特定の

業務を教員から事務職員に移譲しやすくなる。さらに、今

後さらなる展開が予定されている開かれた学校作りと教

育の地方分権化に伴う業務も明確な定義付けができれば、

新しい業務のうち、どれを教員が担い、どれを事務職員が

担うかを明確に決定することが可能となり、教員の負担は

必要最小限の増加に留まる。 

 

（２）スクールカウンセラー充実による教育の質向上 

① 児童生徒の心理的問題の複雑化に伴う教員の負担 

社会が近代化し、複雑化するに伴って、子供たちを取り

巻く環境も日々急速に変化している。そのような状況は、

子供たちに大きな影響を与え、いじめや不登校（図 15）、

校内暴力（図 16）、若年層のうつ病などといった形で表れ、

児童生徒からの各相談機関への相談件数は年々増加して

いる（図 17）。さらに、解決を要する問題の量の増加に加

え、子供たちの抱える問題は複雑化している。保護者から

の児童虐待もしばしば取り上げられる深刻な問題であり

（図 18）、子供たちの家庭環境の悪化が懸念され、このよ

うな点からも子供たちへのサポートやケアの必要性がう

かがえる。そのため、これらの対応にはより多くの時間と

専門性が求められるが、専門的な知識を有していない教員

では適切な対応が難しいのが現実である。そしてやはり教

科指導が主務である教員がこれらの対応をするには、あま

りに多くの時間と労力が児童生徒の教科指導以外の面に

割かれることとなり、教員にとっては大きな負担となり、

児童生徒の学習指導に弊害を与えかねない。既述の通り、

教育の質の向上には教員が教科指導に関する職務に、十分

な時間を確保することが不可欠であることから、教科指導

以外の面での教員の負担を少しでも減らす必要がある。 

 

② スクールカウンセラー制度導入概要 

以上のようなことを背景に、教育現場でのカウンセリン

グ機能の必要性が高まったことを受けて、スクールカウン

セラーという臨床心理の専門家が、学校に配置されること

となった。スクールカウンセラーは、1995 年度にスクー

ルカウンセラー活用研究委託事業として文部科学省が、全

国の 150 校にスクールカウンセラーを配置したことに始

まる。そして 2001 年度からはこれまでの国主体から各都

道府県主体事業へと移管し、これにより本格的なスクール

カウンセラー制度が開始された。2000 年度までは、国の

都道府県及び指定都市に対する委託事業という形であっ

たため、かかる経費は全て国庫負担であったが、2001 年

度以降は国からの各都道府県への補助金という形で制度

が運用されている。2001 年度に地方に分権したにもかか

わらず、地方の全額負担にしていないのは、財政力の格差

から地域間で格差が生じ、全国的な義務教育の水準維持向

上に支障をきたすおそれがあると考えられたためである。 

 

③ スクールカウンセラーの現状における課題 

・地方公共団体ごとの活用状況の違い 

しかし実際のスクールカウンセラー活用状況は都道府

県市によって様々である。まず各都道府県における配置率

であるが、中学校への配置率 90％以上の都道府県が 14あ

るのに対し、50％未満の都道府県が 13あること（2006年

度）から、地域によって普及状況に大きな差があることが

わかる。これには、各地方公共団体の財政状況のほかに、

地域による臨床心理士の偏在や、都市部以外での人材不足

が起因していると考えられる。 

また、スクールカウンセラーが学校の中でいかに効果的

に機能するかというのは、各学校の教員や校内組織の在り

方、各学校構成員のスクールカウンセラーに対する認識に

よるところが大きく、実際にどういった形でスクールカウ

ンセラーが活用されているかは、学校及び都道府県によっ

て大きく異なっている。これは、国が事業の大枠を定める

止まり、個別の細目規定や事業実施に関わる具体的な方法

については、各都道府県に委ねられていることによる。 
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・勤務形態 

 スクールカウンセラーの勤務形態は文部科学省により、

「非常勤で、週 8～12時間(とくに必要な場合は 30時間ま

での勤務も可)」とされている。そして現状は 1 学校あた

り平均週 1回、4～8時間といった相談体制で、1年契約の

場合が多い。非常勤という不安定な立場と勤務時間の少な

さのために、緊急性を要するケースに直面した際にも、連

動したカウンセリングを行うことが難しかったり、児童生

徒や保護者が相談したいタイミングにスクールカウンセ

ラーが学校にいなかったり、ほかの教員たちとの協力連携

体制が取りにくかったりといった問題が生じている。また、

継続的な取り組みが必要とされるカウンセリングという

分野にも関わらず、長期的な視点からのプランニングが難

しく、きちんと問題を最後まで処理できないままに次の職

場へ移動しなければならないというケースも多い。 

 

・質の担保 

文部科学省の定めるスクールカウンセラーの資格要件

は、『財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る

臨床心理士、精神科医、心理学系の大学教授・助教授・講

師（非常勤を除く）、このほかスクールカウンセラーに準

ずる者（心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務

について一定の経験を有するもの）を配置することも可』

となっている。すなわち現在日本には、スクールカウンセ

ラー専門の資格や養成課程がなく、このことも影響し、近

年配置の拡大に伴ってスクールカウンセラー一人ひとり

の資質や経験に違いがみられることが問題となっている。

だが児童生徒からの相談内容が多岐にわたるなかで、スク

ールカウンセラーに一定の質を保証するための基準を設

定することは困難であり、スクールカウンセラーの資質を

一定に担保することは大変難しい課題である。 

④ スクールカウンセラーの常勤化と共通ガイドライン

作成 

現在のスクールカウンセラーに関する課題をふまえ、ス

クールカウンセラーの活用を促進し、教員が教科指導のた

めの時間を確保できるようにするために、以下の 2つのこ

とを提言する。 

 

・スクールカウンセラーの常勤化 

 小学校、中学校、及び教育委員会からもスクールカウン

セラーの更なる充実を求める声があり、実際に暴力行為や

不登校、いじめ発生状況などから、スクールカウンセラー

設置の効果は数字としても表れていることから、スクール

カウンセラーを現在の非常勤という雇用形態から常勤へ

と移行し、一つの学校に原則 1年は勤続するという制度に

するべきだと考える。安定した職業となることによって、

懸念されているカウンセラーになる人材不足問題解決へ

の一助となる上、一つの学校により長い期間勤続すること

によって、児童生徒の抱える問題解決には不可欠である長

期的な視点からのカウンセリングプランの実行や、他の教

職員との協力関係の構築が行いやすくなる。これまでは週

に 1回、数時間しか学校にいないために、十分に問題に対

応できず、教員が多くを処理していた教育相談にも、スク

ールカウンセラーという専門の担当者が学校にしっかり

と置かれることで教員は子供たちの学習指導に専念する

ことができるようになる。常に学校にスクールカウンセラ

ーが在籍していれば、児童生徒や保護者、職員らは、これ

までよりも相談に行きやすい。また、近年さまざまな課題

に直面する学校現場で、ストレスを抱える教員が多く、彼

らのメンタルヘルスという点からも、スクールカウンセラ

ーの果たす役割の拡大が期待される。 

 

・共通ガイドラインの作成 

スクールカウンセラーの具体的活用の方法が、各都道府県、

ひいては各学校単位で大きく異なっていることから、すべ

ての学校でスクールカウンセラーがよりよく活用される

ために、国として一つの指針を定めることが必要である。

各地方公共団体によって大きな差がみられるスクールカ

ウンセラーの配置率を是正するために、国が満たすべき配

置率の最低ラインを定めることをはじめ、スクールカウン

セラーの質を担保し、すべての学校でスクールカウンセラ

ーが効果的に活用されるために、スクールカウンセラーを

養成・選定する仕組みを整えることや、定期的に研修を受

ける制度の導入、全国のスクールカウンセラーが互いに情

報共有できる機会を設けることなどが必要であると考え

られる。さらにこれらを地方ごとに個別のやり方で行うの

ではなく、国が全国共通の堅実な制度を整備していくこと

で、地域間で差を生じることなく全国的なスクールカウン

セラー制度の充実が期待できる。 
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Ⅵ 補論：私立学校の影響 

 

これまで本稿では、地域間学力格差の規定要因について

の分析を行い、その結果から義務教育水準向上を図る政策

の検討を行った。しかし、本研究は全国学力調査の公立学

校のみのデータを使用しており、私立学校に関しては言及

していない。そこで本章では、補論として私立学校が各都

道府県の公立学校の学力に与える影響についての分析を

行う。 

 

１ 私立学校が学力に与える影響 

 

現在、日本の教育において私立学校の影響は無視できな

いものとなっている。特に東京都や神奈川県など多くの私

立を擁する都道府県では多数の児童生徒が私立学校に流

出しており、中学校生徒では東京都は 26.5％、神奈川県

は 12.1％の生徒が私立学校に通っている。しかし、多く

の私立学校は全国学力調査に参加しておらず、その参加率

は小学校では 47.1％、中学校では 53.4％と約半数の学校

しか参加していない。これでは、全国学力調査を用いて私

立学校の影響を測るにはサンプルにバイアスがかかって

いることが懸念される。 

また、全国学力調査の上位県である秋田県や福井県に私

立学校は少なく、下位県である沖縄県や北海道も同様に私

立学校は少ない。実際に学力と私立学校数の間に相関はな

く、一見私立学校は都道府県の学力にそれほど影響を与え

ていないように思える。 

それでは、本当に私立学校は学力に影響を与えていない

のだろうか。我々は私立学校が学力に与える影響は大きく

2つ存在すると考える。一点目は公立学校の児童生徒が私

立学校を受験し合格するためにより学習することで成績

を上昇させる効果であり、二点目は私立学校に優秀な児童

生徒が流出することで公立学校の成績を下降させる効果

である。しかし、この 2つの効果は小学校と中学校に対し

同様に働いているとは考えにくい。私立小学校の数は私立

中学校の数の 3分の 1以下であるため、中学校から私立学

校に行く児童が多いと予想される点と、私立小学校受験は

5～6 歳でありその試験で測られるものはここで測られて

いる学力とは異なると考えられる。この 2点を考慮すると、

公立小学生に対する私立中学校の影響は私立学校受験の

ために学習することによる学力向上効果が大きいと考え

られる。一方、中学生は公立高校の入学にも受験が必要で

あるため、私立高校受験と公立高校受験の生徒間での学習

の差はそれほど大きくないことが予想されるため、公立中

学生に対する私立学校の影響は私立中学に優秀な児童が

流出することによる成績下降効果が大きいと考えられる。 

私立学校が公立学校の学力に及ぼすと考えられる影響

の違いに注目すれば、私立中学校が多い都道府県は小学校

の成績が高く、中学校の成績が低いと予想できる。そこで、

私立中学校の多い都道府県の小学校での成績と中学校の

成績の差に注目すると、東京都をはじめ私立中学校の多い

都道府県の多くは順位を下げていることが見て取れる（表

20）。このことから、私立学校が公立学校の学力に与える

影響は、小学校と中学校の学力差をとることで観測できる

と考えられる。 

 

２ 私立学校が与える影響に関する分析 

 

前節での私立学校は小学校の成績を上昇させ、中学校の

成績を下降させているのではないかという仮説の下、本節

では私立学校が公立学校の学力に与える影響を最小二乗

法（OLS）により回帰分析を行った。 

  XY
 

 

Y ：小学校と中学校の学力差、 X ：私立生徒率 

 ：定数項、 ：誤差項 

 

被説明変数には各都道府県の「小学校と中学校の学力

差」を用いた。ただし、学力とは全国学力調査の平均正答

率であり、その正答率は標準化 2783を行っている。順位は

絶対的な数値ではなく相対的な数値であり、統計的に用い

るべき数値ではないため順位の差を採用することは適切

でないと考えた。また、小学校と中学校の平均正答率は平

均や標準偏差が異なるため、標準化の作業を行い、その平

均正答率の差を採用した。 

                                                   
2783 データの平均を 0、分散を 1に変換する作業 
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説明変数には私立に通っている生徒数を各都道府県の

全生徒数で除した「私立生徒率」を用いた。 

以上のモデルを用いて都道府県別クロスセクション分析

を行った。分析には 2008年度のデータを使用した。 

 

３ 分析結果と考察 

 

分析結果（表 21）から私立生徒率が高いことが都道府

県の学力を下げていることが示された。このことから、私

立中学校には小学校の学力を向上させる効果と中学校の

学力を下降させる効果の両方、あるいはどちらかが存在し

ていると考えられる。 

 

Ⅶ おわりに 

 

日本の児童生徒は世界最高水準の成績を修めていたが、

近年、PISA や TIMSS といった国際学力調査によって児童

生徒の学力低下が浮き彫りとなった。これらの結果を受け

て再開された全国学力調査は巨額の税金によって実施さ

れているため、日本の教育に大きく貢献することが求めら

れる。教育は日本の将来を左右する大きな問題であり、義

務教育の水準向上は教育関係者や保護者のみならず多く

の人の注目を集める重要課題である。 

 そこで本稿では、全国学力調査から明らかになった地域

間の学力格差に注目し、格差を規定している要因から日本

の義務教育水準を向上させる方策について検討を行った。

特に分析において児童生徒に直接影響を与える要因のみ

でなく、間接的に影響を与える制度的な要因を取り入れた

ことは、格差の根源的な原因を探るために重要な研究であ

ったと考えられる。 

 しかしながら、本稿にはまだ不備な点も存在する。分析

では都道府県間の格差の規定要因の実証を行い、諸要因が

学力に影響を与えていることを示した。だが、それらの要

因が直接児童生徒にどのように影響を与えているのかに

ついては研究できなかった。今後より個人に注目した研究

を行う必要があるだろう。また、本来、教育施策が学力に

与える影響を見る場合、その施策による学力の変化を見る

べきである。しかし、本稿の分析は一時点のデータを用い

た分析にとどまっているため、学力の変化を追うことがで

きていない。この問題を解決するにはデータの制約が非常

に大きいため、この先データの整備や公開が進み、多くの

研究が行われることを期待する。 

最後に、本研究が日本の義務教育水準向上の一助となる

ことを願って本稿を締めくくる。 
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図表 

表 1 PISA科学的リテラシー 

 2000 年 2003 年 2006 年 

日本の得点 550 点 548 点 531 点 

OECD 平均 500 点 500 点 500 点 

全参加国中の順位 2 位 2 位 6 位 

（文部科学省より筆者作成） 

 

表 2 PISA読解力リテラシー 

 2000 年 2003 年 2006 年 

日本の得点 522 点 498 点 498 点 

OECD 平均 500 点 494 点 492 点 

全参加国中の順位 8 位 14 位 15 位 

（文部科学省より筆者作成） 

 

表 3 PISA 数学的リテラシー 

 2000 年 2003 年 2006 年 

日本の得点 557 点 534 点 523 点 

OECD 平均 500 点 500 点 498 点 

全参加国中の順位 1 位 6 位 10 位 

（文部科学省より筆者作成） 

 

表 4 国際数学・理科教育調査（TIMSS）結果 

 1995 年 1997 年 2003 年 2007 年 

算数得点(小学校 4 年生) 567  565 568 

数学得点(中学校 2 年生) 581 579 570 570 

理科得点(小学校 4 年生) 553  543 548 

理科得点(中学校 2 年生) 554 550 552 554 

（文部科学省より筆者作成） 
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表 5 全国学力・学習状況調査結果（一部抜粋） 

  2007年 2008年 2009年 

1位 秋田県 312.1  秋田県 276.9  秋田県 285.6  

2位 福井県 306.7  福井県 262.8  福井県 275.4  

3位 香川県 304.3  青森県 256.8  青森県 268.3  

4位 青森県 303.2  富山県 254.2  広島県 264.6  

5位 富山県 302.1  東京都 252.5  石川県 264.3  

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

43位 徳島県 281.6  三重県 230.6  滋賀県 246.5  

44位 大分県 281.3  長崎県 230.5  高知県 246.5  

45位 大阪府 278.6  山口県 228.8  三重県 243.2  

46位 北海道 272.8  北海道 221.0  北海道 237.5  

47位 沖縄県 260.3  沖縄県 214.4  沖縄県 236.9  

（文部科学省より筆者作成） 

 

表 6 推定結果（小学校児童分析） 

変数 係数 標準誤差 t値 p値 

平均家庭学習 0.236577 0.202526 1.16813 0.2504 

読書 2.380681 1.03201 2.306839 0.0269 

離婚 -29.29662 7.48232 -3.915446 0.0004 

補習授業 0.183152 0.080398 2.27806 0.0288 

情報公開 -0.023454 0.098717 -0.237588 0.8135 

教員一人あたり児童数 5.180084 1.304355 3.971377 0.0003 

教員採用試験倍率 0.781837 0.197613 3.956412 0.0003 

就学援助 -0.010563 0.091511 -0.115429 0.9087 

消費的支出 0.070682 0.025548 2.766684 0.0089 

資本的支出 0.037829 0.039888 0.948389 0.3493 

定数項 92.36259 41.27542 2.237714 0.0315 

自由度修正済み決定係数  0.542053 

サンプル数  47 
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表 7 基本統計量（小学校児童分析） 

 

表 8 推計結果（中学校生徒分析） 

変数 係数 標準誤差 t値 p値 

平日家庭学習 0.387874 0.169077 2.294065 0.028498 

読書 -0.23244 0.897304 -0.25904 0.797264 

離婚 -23.2704 6.841062 -3.40157 0.001815 

補習授業 0.106987 0.099643 1.073701 0.290987 

情報公開 -0.02952 0.074092 -0.39849 0.692916 

教員一人あたり生徒数 1.894126 1.298148 1.459099 0.154285 

教員採用試験倍率 0.203387 0.097036 2.095987 0.044079 

就学援助 -0.13201 0.087022 -1.51694 0.139099 

消費的支出 -0.00725 0.020604 -0.35193 0.727194 

資本的支出 0.063478 0.026564 2.389647 0.022926 

定数項 261.6226 32.76873 7.983911 0 

自由度修正済み決定係数  0.491798 

サンプル数  43 

 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小 最大 

学力 239.894 11.3012 2.702 0.293 208.8 276.9 

平日家庭学習 56.083 5.981 4.173 0.895 39.6 78.8 

読書 15.868 1.379 -0.255 -0.348 12.7 18.6 

離婚 1.916 0.225 0.924 0.588 1.48 2.6 

補習授業 46.445 18.981 -0.945 0.0436 9.7 83.8 

情報公開 73.274 17.737 -0.759 -0.377 33.5 100 

教員一人当たり児童数 15.606 2.0796 -0.189 0.1259 11.281 20.144 

教員採用試験倍率 8.274 7.041 5.579 2.189 2.1 36.9 

就学援助 2.064 1.896 3.827 1.711 0 9.3 

消費的支出 791.889 92.191 0.208 0.522 606.7 1035.751 

資本的支出 84.049 33.016 1.689 1.031 26.1248 194.447 
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表 9 基本統計量（中学校生徒分析） 

  平均 標準偏差 尖度 歪度 最小 最大 

学力 248.17 8.336 2.515 -0.397 220.7 270.2 

平日家庭学習 33.663 8.232 0.458 -0.311 14.2 54.5 

読書 12.9604 1.177 0.074 0.1796 10.6 16.1 

離婚 1.919 0.196 0.138 0.141 1.48 2.37 

補習授業 58.695 11.831 1.4398 -0.202 24.5 88.2 

情報公開 71.507 17.5504 -0.854 -0.291 30.9 100 

教員一人あたり生徒数 12.702 1.494 2.225 -0.449 7.6899 16.0399 

教員採用試験倍率 10.728 10.541 10.592 3.135 3.643 57.5 

就学援助 71.607 12.897 0.0514 -0.807 42.4 91.2 

消費的支出 881.057 90.918 4.125 1.6697 758.538 1230.613 

資本的支出 103.881 37.676 -0.381 0.316 36.448 183.659 

 

図 10 児童一人あたり地方教育費 

 

（文部科学省地方教育費調査より筆者作成） 
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図 11 地方交付税交付金の推移 

 

（財務省より筆者作成） 

 

図 12 1か月あたり教員平均残業時間 

 

（文部科学省・教員勤務実態調査より筆者作成） 
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図 13 教員の残業・持ち帰り時間における業務内訳（小学校） 

 

（文部科学省・教員勤務実態調査より筆者作成） 

 

図 14 学校事務職員数の推移（小学校） 

 

（文部科学省・学校基本調査より筆者作成） 
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図 15 不登校児童生徒(30日以上欠席者)数等の推移 

 

（文部科学省「児童生徒の問題行動と生徒指導上の諸問題に関する調査」より筆者作成） 

 

図 16 警察が取り扱った校内暴力件数の推移 

 

（警察庁調べより筆者作成） 
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図 17 教育相談件数の推移 

 

（文部科学省「生徒指導上の諸問題の現状と文部科学省の施策について」より筆者作成） 

 

図 18 児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数の推移 

 

（厚生労働省「福祉行政報告例」より筆者作成） 



 

 124 

表 19 各都道府県における中学校へのスクールカウンセラー配置率（2006 年度実績） 

割合 自治体数 

90～100% 14 

80～90%未満 7 

70～80%未満 4 

60～70%未満 6 

50～60%未満 3 

40～50%未満 5 

40%未満 8 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

表 20 都道府県の小学校・中学校の順位差 

私立中学校数 都道府県 小学校順位 中学校順位 順位差 

184 校(1 位) 東京都 ５位 28 位 －23 

63 校(2 位) 神奈川県 22 位 30 位 －８ 

62 校(3 位) 大阪府 41 位 45 位 －４ 

28 校(4 位) 広島県 ９位 25 位 －16 

27 校(5 位) 福岡県 39 位 38 位 ＋１ 

25 校(6 位) 京都府 ７位 24 位 －17 

（文部科学省のデータより筆者作成） 

 

表 21 推計結果（私立学校分析） 

説明変数 係数 ｔ値 p 値 

私立生徒率 -6.74599 -2.93986 0.0052 

定数項 0.154325 2.041099 0.0471 

自由度修正済み決定係数   0.142475 

サンプル数   47 

 

表 22 基本統計量（私立分析） 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小値 最大値 

小学校と中学校の学力差 -5.82E-15 0.822266 4.568 0.167 -2.014 2.739 

私立生徒率 0.046693 0.048926 10.062 2.385 0.00256 0.265 
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